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年度評価 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 
Ａ 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

評定に至った理由 研究所の目的・業務、中長期目標等に照らし、研究所の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、

適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

 

２．法人全体に対する評価 

○第４期中長期計画においては、防災科学技術の研究成果の最大化に向けて、前半の４年間では、産官学民の連携により、社会ニーズを踏まえた研究から、

社会変革をもたらす研究成果を生み、社会へのフィードバックと新たなニーズにつなげていくサイクルを作り出す仕組み作りを行ってきた。防災科研で

は共創に向けた試行・挑戦として、「気象災害軽減イノベーションハブ」、「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」という２つのプロ

ジェクトを推進してきた。これらの共創の取組を踏まえ、多くの学術分野で構成され、成果の社会実装が強く求められる防災分野として、防災が成果を

あげるために社会そのものをよく知り、社会を構成する様々なステークホルダーが真に必要とする研究成果を提供する「共創」を防災科研全体の方向性

とするため、令和２年７月にイノベーション共創本部を設置した。令和３年度においては、イノベーション共創本部が中心となって、①防災科研発ベン

チャー「Ｉ－レジリエンス株式会社」の設立、②公募事業「災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究」の開始、③民間事業者との協働による

「しなやかな社会ワークショップ」の開催及びその成果をとりまとめた書籍の発刊、④情報プロダクツポリシーの策定事業・取組等を実施し、産学官民

の共創による、防災科研の研究開発成果の社会実装の促進のための基盤を構築した。 

 

○所内のコミュニケーションについて、連絡調整会議などの設置により事務部門と研究部門との相互対話を進め、そこで提起された課題について検討を行

い、介護・育児休暇制度の改正や無期契約転換職員制度の整備など具体的な制度改正につなげるなど、よく機能した。ブランディングの推進と社会との

関係性の強化としては、令和３年度は、新入所者（令和３年４月―１０月入所）を対象に、「防災科研でやりたいこと」をメインテーマに、「新入所者向

けワークショップ」を新たに開催した。電子化の推進に関しては、令和３年度に研究業績の集約や見える化を進めるため、ＮＩＳＥ（研究者業績統合的

利用システム）の本格運用を開始した。ＮＩＳＥの運用に伴い多くの論文データベースと接続し登録が容易なリサーチマップと連結することで、研究者

自身の業績登録を効率的に行える環境となり、研究者の負担を軽減しながら、所内外において、研究成果の円滑な利活用と見える化を可能とした。リス

ク管理とコンプライアンスの効果的推進に関しては、改正された文部科学省の公的研究費の管理運営に関するガイドラインを受けて、不正防止計画の全
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面的改訂を行い、実施担当部署を定めてその推進を図り、年度末に実施状況を点検する仕組みとした。他機関において発生した旅費受給の不正問題を受

け、旅費規程等を改正し、適切な執行の強化を図った。 

 

○「中核的機関としての産官学連携の推進」として、民間企業や地方公共団体との防災・減災対策に関する共創の推進による我が国全体の防災科学技術の

水準の向上を図った以下の実績は、顕著な成果として高く評価できる。 

・第４期中長期計画における前半の４年間で「気象災害軽減イノベーションハブ」、「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」を推進し

てきたことを踏まえ、防災科研として全所的に「共創」を推進するため、令和２年度にイノベーション共創本部を設置した。令和３年度は、同本部が主

導し、所内の研究部門の参画・協力を得つつ、上記①から④に加えて⑤「データ利活用協議会」と「気象災害軽減コンソーシアム」を統合的に発展させ

る「災害レジリエンス共創研究会」の設置の検討等を実施した。 

・特に①「Ｉ－レジリエンス株式会社」の設立については科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正により、令和３年度から防災科研が

成果活用事業者への出資を行うことが可能になったことを受け、防災科研が自らの研究開発成果の社会実装を促進するため、民間企業４社と共同で出資

を行い、令和３年 11 月に、初めての防災科研発ベンチャーである I―レジリエンス株式会社を設立した。同社の設立によって、防災科研が実証段階まで

達成した研究開発成果を、I―レジリエンスが民間でのビジネス活動を通じて社会実装することで民間主体の防災を実現していくための基盤を形成した。

また、令和３年度中に防災科研と同社との協力に関する基本的枠組みを構築した。 

・「国家レジリエンス研究推進センター」では、内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」において、防災科研の研究開発項目について研究

開発のフォローや関係省庁を含めた社会実装の具体化のための推進体制を構築するとともに、「戦略的イノベーション推進室」は管理法人としてプログ

ラムディレクターの活動の支援、研究開発の円滑な推進を行い、その結果として令和３年度の SIP における課題評価において 12 課題中第４位の総合評

価を受け、さらに、防災分野の研究開発の全体俯瞰に関する調査研究を行い、総合的かつマルチハザードでの被害・影響・対策に関わる研究の推進が必

要である等の防災研究のあるべき姿を提示した。 

・首都圏のリアルタイム極端気象情報（雨・風・雷・ひょう）を地図に重ねて表示するシステム「ソラチェク」を開発し、令和３年度には、雪の情報のタ

イムスライダー化、非雪国全体への積雪重量情報の拡大を実施し、「気象災害軽減コンソーシアム」においてソラチェクを活用した防災・減災対策に関す

る連携・協働のための活動を実施した。 

 

○「基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進」として、防災・減災の基幹インフラである観測網の着実な整備と安定的な運用、品質性能の向上を

関係機関と連携して取り組み、防災行政、社会的な利用につなげ、防災・減災へ寄与した以下の実績等は、特に顕著な成果として高く評価できる。 

・陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)の運用において、迅速な障害対応復旧や老朽化した機器の更新を確実に実施することにより、令和３年度も基盤的

地震火山観測網を安定して運用することで、その稼働率が目標値である 95%を超えて 98%を達成した。これにより、これまでの本中長期期間全てで目標値

の達成を果たした。 
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・日本海溝海底地震津波観測網（S-net）と地震・津波観測監視システム（DONET）が新幹線地震早期検知に寄与したことで日本鉄道大賞を受賞した。 

・長周期地震動モニタ等により誰でも予測情報を利用できる形での配信することで、大地震発生時に高層ビルや長大橋などの長大構造物に大きな影響をも

たらす長周期地震動に関する即時予測情報の活用を、拡大促進し続けている。 

・MOWLAS データが、気象庁一元化震源カタログの震源決定に使用された観測点の延べ数の６割以上で計算に使用されることで全国の地震の震源の高精度化

に貢献した。 

・令和４年３月１６日の福島県沖の地震（Ｍ7.3、最大震度６強）の際も海底地震計（S-net）の観測データを正常に配信し、JR 東日本の列車制御システム

の中での活用が継続されている。さらに、この地震では K-NET 及び KiK-net のデータが鉄道総合技術研究所によるその後の分析に活用されており、本地

震による東北新幹線の脱線事故を踏まえ開催された国土交通省「新幹線脱線対策協議会」（令和４年３月 31日）において報告が行われるなど、鉄道事業

者における観測データ利活用が着実に進展している。 

・地震や火山活動について、積極的な情報発信を行い、政府の委員会に資料提供するとともに Web サイトを通じて、国民に広く情報を提供した。 

・高知県沖から日向灘の海域に「南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）」を構築するため、海底観測機器に組み入れる新規津波計などの開発を行うとと

もに海底観測機器の試作機を製作し、性能確認の試験を実施した。宮崎県串間市の新設陸上局では、海底ケーブルを引き上げる際に通す水平孔の掘削工

事を完了し、続けて局舎建設工事を進めた。高知県室戸市の陸上局では、既存の DONET2 の局舎を共用し、周辺整備工事を進めた。 

 

○「研究開発成果の普及・知的財産の活用促進」として、研究成果の普及、防災科研への国民の理解・信頼・支持の獲得を推進した以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価できる。 

・「成果発表会」は、成果発表会当日の会場参加者だけでなく、事前の研究者による成果発表動画・ポスター、当日のライブ配信及び事後視聴可能なアーカ

イブ配信を組み合わせ、より多くの方に防災科研の成果を発信するなど、広く国民へ研究成果の普及を推進した。 

・ユーザーの視点にたった Web サイト改善に向けた体制整備等が着実に進められるとともに、CMS の利用者増大は、特定の者しかできない業務を減らすと

いう観点からも「健康経営宣言」にも沿った取組となっており、また、所員の情報発信意欲等の向上にも繋がる取組となっている。 

・コロナ禍での蓄積と、情報発信の内容に鑑みて、オンラインだけでなく、対面も含めた効果的な記者との対話の機会を選択して設けていることで防災科

研の露出状況は増えてきている。また、民間企業との共同発表、共同実験等を積極的に実施し、報道発表等が取り上げられ易いような情報発信に努めた

ことで、これまで以上に多数のテレビ・新聞等に取り上げられた。 

 

○「研究開発の国際的な展開」として、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、海外の研究機関等との連携を推進した以下の実績等は、顕著な成
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果として高く評価できる。 

・日本の IRDR ICoE の設立により、災害リスク統合研究における国際的なネットワークの強化と我が国の国際的な位置付けの向上に貢献するとともに、国

際発信を強化した。本 IRDR ICoE の事務局を防災科研が務めることにより、日本の防災科学技術研究の中核的機関として、我が国政府及び国内の防災関

連機関と連携・協力して、グローバルな課題に関する研究を推進できる体制構築を進めた。 

 

○「人材育成」として、つくば地区における防災に関わる人材育成に対して、筑波大学をはじめ産学官の連携協働の枠組みの構築と討議の進展にリーダー

シップを発揮したことなどが契機となり、令和２年４月に開始した筑波大学との協働大学院方式による学位プログラムに中心的に参画し、今後の防災科

学技術に関わる人材育成に組織参画していることは具体的な取組として高く評価できる。 

・筑波大学及び民間企業等で構成される「レジリエンス研究教育推進コンソーシアム」が令和２年度に開設した筑波大学のリスク・レジリエンス工学プロ

グラムに防災科研も主要な運営メンバーとして参画し、防災科研の研究者が筑波大学の教員として学位認定の主査を務めるほか、防災科研で業務を行い

ながら学位取得を目指す所外からの大学院生を受け入れている。これまで培った防災研究の知見を活かし、次世代を担う人材の育成に取り組んだ。令和

４年度までに本プログラムの大学院生が博士号を取得する見込みとなっており、防災科学術に関わる人材の育成に大きく貢献している。 

 

○「防災行政への貢献」として、「基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP4D）」を活用して災害発生現場での情報収集・集約及び情報共有を行い防災行政に

貢献した以下の実績等は、特に顕著な成果として高く評価できる。 

・令和３年５月の修正により、防災基本計画に防災情報の共有システムとして位置付けられるなど、SIP4D は、防災情報の流通ネットワークとして広く利

用が進んでおり、また、連接する都道府県システムは順調に拡大した。 

・令和３年７月（熱海土砂災害）、８月（九州大雨）に、内閣府との官民チーム「災害時情報集約支援チーム（ISUT）」の一員として情報共有支援活動を行

った。SIP4D で流通する情報を可視化した Web サイトである ISUT-SITE は、現地の災害対策本部で共通ビューアとして使用され、さらに各組織自らが操

作するところまで浸透するなど、防災行政に多大な貢献を行った。 

・令和２年度より引き続き、SIP4D、bosaiXview、ISUT-SITE が実災害時に稼働し、各地域、各組織の災害対応に大きく貢献した。現場においては、これま

で ISUT がサイトを操作し情報を説明する形が主であったが、現在は災害対応機関自らが直接活用するシーンが多々見られ、情報共有・利活用に関する有

用性の認知が拡大している。 

・令和３年 10月７日の千葉県北西部の地震や令和４年３月 16 日福島県沖の地震の解析結果を地震調査委員会に現況評価資料として資料提供するなどの貢

献を行った。 

 

○「災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推進」として、観測・予測データの実用化や利活用を促進するとともに新たな制度を創出する

研究成果を出した以下の実績等は、顕著な成果として高く評価できる。 
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・地震動即時予測を行う「揺れ」から「揺れ」による予測システムに、観測値を即時補間した格子状の実況値に基づき予測を行うアルゴリズムを実装し、

予測良否の評価を試行した。巨大地震の検知・解析能力の向上のため、強震指標を用いたマグニチュード推定システムと、海溝型巨大地震に特化した震

源過程解析システムを開発した。システムの安定動作に役立てるため、強震データの伝送遅延を把握するシステム、及び４成分強震データを活用して観

測品質を把握するシステムを開発した。 

・津波予測システムプロトタイプのリアルタイムデータを用いた検証稼働により安定性を向上させた。Multi-index 法を用いた南海トラフ地域の概観的な

津波遡上即時予測機能の追加、DONET を用いた Marlin（津波波源自動解析システム）の高度化、津波データ同化への DONET データ取込みによるシステム

高度化及び南海トラフ巨大地震における 10 シナリオによる津波シミュレーションとそれを用いた予測システム検証により、南海トラフ巨大地震発生に

向けて事前の津波被害対策や避難対応等の検討に寄与する成果の創出が大きく発展した。システム構築に伴うデータ・ソフトウェアの公開継続と更新を

行い成果の活用を促進した。 

・MOWLAS データ等を統合的に解析することにより、従来モデルよりも有意に浅い新たなプレート形状モデルを提案した。さらに、高精度な発震機構解析や

小繰り返し地震を自動解析するシステムを開発するなど、地震発生の長期評価の高度化に繋がる新たな仕組みを構築した。各処理結果を可視化する地震

活動総合モニタリングシステムのプロトタイプを運用し、必要な機能改善を行った。 

・「火山観測データ一元化共有システム（JVDN システム）」のデータを活用し、振幅を用いた震源決定法（ASL 法）、地震波干渉法、長周期モニタリングの自

動解析結果など、新たな情報プロダクツを創出した。 

・水蒸気噴火のポテンシャル評価を目的とし、地震動と空気振動から噴火に関与した水蒸気量を推定する手法を確立した。 

・自治体における噴火時対応タイムラインを那須岳を対象として試作し、研修や避難訓練において活用した。 

 

○「社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推進」として、大規模実験施設及び研究成果が着実に利活用され国内外における社会基盤の強靭性の向

上に寄与した以下の実績等は、顕著な成果として高く評価できる。 

・国内の設備機器のガイドラインに関わる有識者を含む連携体制の構築により、設備機器の評価の進め方や国内設備機器のガイドラインへの実験結果の反

映、実大三次元振動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）を活用した評価実験などを討議し、大型実験施設を活用の一環として、Ｅ－ディフェンスを活用

した第３者機関としての評価が行える体制の構築と実験による評価システムの構築を進めた。 

・非構造部材の耐震性能を向上させるための国際的な取り組みでは、比較的新しい建物において、構造部材より非構造部材の被害が生じやすく、それによ

る建物機能の低下、日常業務の中断等の深刻な経済損失を生じることから、国際的な連携による非構造部材の評価・対策研究に向けた推進体制の構築を

進めたことを高く評価する。 

・Ｅ－ディフェンスによる実大配管実験の実証実験を行い、社会実装の加速を図った。 

・「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」では、Ｅ－ディフェンスの加振能力を活かし、低層から高層までの地震応答を再現し、繰返

して評価実験で使用できる、居室内を模擬できる試験システムを構築した。実験施設利活用に向けた評価技術の高度化と居室内映像の情報プロダクツへ



９ 

の道筋を得た。今後防災科研が進める第３者機関としての評価にも利用できる検証システムとなることが見込まれる。 

 

○「災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進」として、基盤的研究開発を推進するとともに社会実装に向けた積極的な取組を進めた以下の実績等

は、顕著な成果として高く評価できる。 

・独自に開発した雲レーダーのノイズ除去技術を活用し、ゲリラ豪雨を従来レーダーでは検出困難であった雲の段階から検出して、リアルタイムで表示す

る技術を完成し、Web で公開された。 

・予測が難しい線状降水帯を、レーダーから得られる３時間積算雨量分布から自動検出する技術を開発し、気象庁の「顕著な大雨に関する情報」に実装さ

れた。 

・令和２年度の大雪災害を踏まえ、モニタリング、予測情報を活用した災害リスク低減のための豪雪対応を関係機関と連携して実施した（新潟県、国交省、

NEXCO など：大雪検証委員、豪雪対策の再検討、雪氷路面状況監視など）。 

・日本全国を対象とした集中豪雪アラート（全国合成版）を開発した。 

・市街地の最適除雪ルート、レーダーデータを活用した雪崩危険性の短時間予測等、新しい雪氷災害情報プロダクツの創出を推進した。 

・地震・津波を統合したハザード・リスク情報ステーションの開発に向けた基盤の構築が進み、南海トラフ地震等について多様性、不確実性を考慮した 2021

年起点の地震動予測地図（NIED 作成版）を作成し、地震ハザードステーション(J-SHIS)より公開するとともに（令和３年７月）、応答スペクトルについ

ても評価を行い地震調査研究推進本部が令和４年度に公表予定の試作版を構築した。特に、地震ハザードに関する情報は、地震保険料率改定（令和４年

10 月予定）の基礎資料になるなど、損害保険分野をはじめとして広く実社会で活用されている。 

・関東地域を対象とした地震複合災害の統合的評価として、広帯域地震動シミュレーションによる液状化・地すべり評価、及び富士山噴火による降灰の評

価を行い、それらを連携させたシミュレーションプラットフォームの開発を進めた。 

・リアルタイム地震被害推定情報（J-RISQ）の社会実装に向け、ハザード・リスク実験コンソーシアムと協働で 39機関を対象とした実験配信を実施した。

中小・零細企業の事業継続等への活用の可能性を探る活動にも進展した。 

・SIP 第２期と連携して、SIP4D で流通する自然動態情報と社会動態情報を時空間演算で統合解析し可視化する意思決定支援情報プロダクツのアジャイル

開発および自動生成のための処理フレームワークをクラウド上に構築した。 

・意思決定者（内閣府防災）との協働により、要望に即応した情報プロダクツの生成・可視化を常時実行する処理フローを形成した。令和３年８月の大雨

に適用し、災害動態解析によるプロアクティブな意思決定支援の可能性を実証した。 

・防災科学技術を活用し持続的なレジリエンス向上に資する研究開発モデルの構築を行った。それに基づき、災害対策や意思決定支援・行動支援に資する

概念設計、評価指標、および情報プロダクツ群の開発および既存の情報プロダクツの高度化を行うとともに、防災基礎力指標の構築に取り組んだ。 

・You@Risk など一部の防災情報プロダクツに関しては、地域コミュニティや学校教育現場等を対象にした実証的な研究を行い、災害時の効果的な行動のた
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めの意思決定支援への有効性が確認できた。 

 

○「柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立」として、職員個々及び所全体としての研究開発能力及び経営管理能力の強化を図った以下の実績は、顕著

な成果として高く評価できる。 

・理事長のリーダーシップの下の「健康経営」の実現とこれを支える研究部門と事務部門の対話による、職員にとって魅力ある職務環境及び研究環境の整

備を推進した。全職員と経営陣との意見交換会、次期中長期計画の検討にあたっての全所員が「わがこと」意識をもって取り組むためのワークショップ

の開催、事務部門と研究部門との対話の機会となる連絡調整会議の開催、拡大役員会議の全所員へのウェブ傍聴の開放など、所内における職員間の情報

と意識の共有の場を積極的に設け、事業運営の効率性及び透明性の確保を推進することで、職員が働きやすい勤務環境、研究環境の形成に努めた。 

・新型コロナ禍への対応に始まるニューノーマルの実現とそのためのデジタル環境の整備と運用に向け、令和２年度に引き続き、テレワーク、Web 会議の

活用を推奨し、働き方改革の推進を実施した。テレワーク、Web 会議の推奨は、働き方改革による効果が認められる一方、職員間のコミュニケーション

の不足、職員の意欲の低下に伴う健康面におけるデメリットが懸念される。そのため、前述のとおり職員間における対話の機会を設けたり、理事長が掲

げる「健康経営」の実現により、テレワーク、ウェブ会議におけるデメリットの解消に努めながら、ニューノーマルの実現とそのためのデジタル環境の

整備の実現に向けた取組を実施した。 

・ブランディングの推進と社会との関係を重視した共創活動の実施にあたり、防災科研の生み出す価値、アイデンティティ、そこに働く者としての矜持等

についての意識の共有、深化に努めた。令和２年度に引き続き、統合レポートなどによる所外に対する「コーポレート・コミュニケーション」の取組を

行うとともに、所内に向けての「インナー・ブランディング」の新しい取組として、令和３年度から新入所向けワークショップを企画・開催することで

(年２回)、職員の防災科研に対する「わがこと」意識の醸成を図ることで、所内外のコミュニケーションを推進した。 

・所内におけるリスク管理に関する意識については、令和元年にリスク管理計画表の大幅な見直しを行い、順調に定着しているところであり、各部署のリ

スク推進担当者を中心にその実施と点検を図ったところ、令和２年度よりも積極的な対応がみられた。令和２年度に引き続き、所全体として対応すべき

新たなリスクとして、SIP プロジェクト「国家レジリエンス」に関する管理法人としてのリスク、情報プロダクツの提供に関わる法務的リスク、テレワ

ークやクラウド利用に伴う所外の情報システム利用に関するリスク、新たなリスクとして外部法人との関係に伴うリスクなどが挙げられ、これらのリス

クを踏まえ、リスク管理計画表の見直しを行い、適切なリスクマネジメントに取り組んだ。 

 

○「業務の効率化」として、「経費の合理化・効率化」や新型コロナウイルス感染症対策を逆手にとった「電子化の推進」を実施した以下の実績は、顕著な

成果として高く評価できる。 

・予算の配分について、固定費が年々増加する中、一層の経費の精査、合理化及び削減が必要であったことから、所内各組織からヒアリングを行い、最低

限必要となる経費を明らかにしたことにより、経費を合理化・削減するとともに、予算の早期配分の仕組みを確立し、より円滑な執行を行うことが可能

となった。 
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・業務支援システムを利用した予算実施請求書の決裁の電子化を実施し、更なる業務の効率化を図った。 

・新型コロナウイルス感染症対策に際しては、引き続きテレワーク制度を活用し、円滑なテレワーク勤務の実施のために勤怠管理システムにおける業務開

始・終了の報告等の申告を可能とする等の手続きの効率化を行うとともに、所が経費を負担する「050」の電話番号を職員私用のスマートフォン等に付与

するテレワーク時のコミュニケーション促進ツールを活用した。また、令和元年に導入した業務支援システムを活用した電子決裁の運用促進やコミュニ

ケーションスペースの運用開始、さらに、原則として紙の書面の作成・提出等、押印、又は対面での手続きの廃止に伴う所内の様式等の押印欄や押印指

示の削除、決裁権限規程の見直しによる決裁権者の適正化と決裁処理の迅速化、出張旅費及び外勤費の請求手続きの見直しによる処理作業の簡素化、小

口契約処理の事務部門への拡大、CMS の導入及び利用者拡大による Web ページ更新作業の迅速化など業務の合理化・効率化を図った。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策による出勤回避の対応の一環として、テレビ会議システム導入や Web での会議が増えたことによる拡大役員会

議・役員会議を始めとする会議資料のペーパーレス化を一気に促進するとともに、年末調整に係る申告や源泉徴収票の発行手続き等の人事給与手続きの

電子化、初任者向け防災科研ガイダンスの電子媒体配布や各種研修のリモート開催・e-ラーニングを行うなど、電子化を強力に推進した。 
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中長期計画 
年度評価 

項 No. 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．防災科学技術研究

におけるイノベーショ

ンの中核的機関の形成 

  Ａ Ａ Ａ Ｓ  Ⅰ-1 

(1)中核的機関として

の産学官連携の推進 
Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ   

(2)基盤的観測網・先

端的研究施設の運用・

共用促進 

Ａ Ｓ Ａ Ｓ Ｓ Ｓ   

(3)研究開発成果の普

及・知的財産の活用促

進 

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   

(4)研究開発の国際的

な展開 
Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ   

(5)人材育成 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ   
(6)防災行政への貢献 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ   
２．防災科学技術に関

する基礎研究及び基盤

的研究開発の推進 

  Ａ Ａ Ａ Ａ  Ⅰ-2 

(1)災害をリアルタイ

ムで観測・予測するた

めの研究開発の推進 

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   

(2)社会基盤の強靱性

の向上を目指した研

究開発の推進 

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ   

(3)災害リスクの低減

に向けた基盤的研究

開発の推進 

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   

年度評価 項目別評定総括 
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中長期計画 

年度評価 
項目別調書 No. 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１．柔軟かつ効率的な

マネジメント体制の

確立 

   Ａ Ａ Ａ  Ⅱ-1 

(1)研究組織及び事業

の見直し 
Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ   

(2)内部統制 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ   
(3)研究開発等に係る

評価の実施 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

２．業務の効率化    Ｂ Ａ Ａ  Ⅱ-2 
(1)経費の合理化・効

率化 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ   

(2)人件費の合理化・

効率化 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

(3)契約状況の点検・

見直し 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

(4)電子化の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ   
Ⅲ．財務内容の改善に

関する目標を達成す

るためとるべき措置 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅲ 

Ⅳ．その他業務運営に

関する重要事項 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅳ 
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年度評価 項目別調書 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．事業に関する基本情報 

 Ⅰ-１防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

２．主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報  ②主要なインプット情報 

指標 
数値 

目標 

平成

28 

年度 

平成

29 

年度 

平成

30 

年度 

令和

元 

年度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

 

平成

28 

年度 

平成

29 

年度 

平成

30 

年度 

令和

元 

年度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

共 同 研 究

（件） 

770 件

以上 
122 件 138 件 128 件 143 件 128 件 144 件  

予 算 額

（千円） 

7,207 

,707 

10,202

,592 

9,995 

,119 

13,343

,896 

14,889 

,326 

18,709 

,958 
 

受託研究件

数（件） 

140 件

以上 
42 件 46 件 49 件 47 件 38 件 32 件  

決 算 額

（千円） 

9,817 

,602 

6,830 

,165 

10,328

,097 

13,918

,011 

11,911 

,982 

13,090 

,420 
 

クロスアポ

イントメン

ト制度の適

用者数（人） 

28 人 

以上 
3 人 5 人 6 人 9 人 8 人 13 人  

経 常 費

用 

（千円） 

11,825

,251 

10,961

,290 

13,842

,477 

13,811

,611 

13,383 

,307 

12,864

,433 
 

客員研究員

の受入等の

件数（件） 

420 件

以上 
85 件 101 件 117 件 125 件 137 件 148 件  

経 常 損

益（千円 

52 

,217 

△143 

 ,752 

△138 

 ,086 

△355 

 ,193 

△132 

,512 

△109 

,796 
 

観測網の稼

働率（％） 

95％ 

以上 

99.5

％ 

99.3

％ 

98.7

％ 

98.4 

% 
97.5% 98.0%  

行政コス

ト（千円）

（※） 

16,005

,545 

14,495

,640 

17,223

,185 

17,086

,683 

16,247 

,601 

15,775

,831 
 

先端的研究

施設の共用

件数（件） 

 51 件 57 件 48 件 43 件 40 件 39 件  

※平成 28 年度から平成 30 年度には、行政サービス実施コストの金額を記載している。 

知的財産の

出願（件） 

28 件 

以上 
5 件 9 件 12 件 8 件 6 件 8 件  

従 事 人

員 数

（人） 

334 人 346 人 359 人 392 人 396 人 399 人  
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シンポジウ

ム・ワーク

ショップ開

催数（回） 

140 回

以上 
75 回 71 回 61 回 75 回 46 回 35 回          

プレスリリ

ース等（件） 

175 件

以上 
33 件 36 件 40 件 33 回 21 回 16 件          

論文数（編/

人） 

7 編/

人以上 

1.2 編

/人 

1.3 編

/人 

1.2 編

/人 

1.6 編

/人 

1.1 編

/人 

1.0 編

/人 
         

学会等での

口 頭 発 表

（件/人） 

42 件/

人以上 

6.7 件

/人 

6.2 件

/人 

6.1 件

/人 

6.1 件

/人 

2.8 件

/人 

3.3 件

/人 
         

公開ウェブ

のアクセス

件数（千件） 

 
17,408

件 

13,101

件 

11,686

件 

8,707

件 

10,654

件 

10,366

件 
         

海外の研究

機関・国際

機関等との

共 同 研 究

（件） 

56 件 

以上 
13 件 14 件 17 件 24 件 28 件 20 件          

海外からの

研修生等の

受入数（人） 

280 人

以上 
657 人 546 人 448 人 333 人 49 人 105 人          

論文数（SCI

対象誌等）

（編） 

336 編

以上 
63 編 66 編 60 編 82 編 61 編 66 編          

国際学会等

での口頭発

表（件/人） 

7 件/

人以上 

1.5 件

/人 

1.7 件

/人 

1.3 件

/人 

1.2 件

/人 

0.8 件

/人 

0.8 件

/人 
         

地方公共団

体等の協定

数（件） 

98 件 

以上 
43 件 74 件 62 件 51 件 51 件  48 件          
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災害調査の

実施・支援

等（件） 

 128 件 25 件 80 件 87 件 37 件 12 件          

国や地方自

治体等への

情報提供・

協力等（件） 

 
1,581

件 

1,117

件 

1,043

件 

680 

件 
519 件 892 件          

３．中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(令和３年度の 

該当部分) 

評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ｓ 

１．防災科学技術研究

におけるイノベー

ションの中核的機

関の形成 

 

防災科学技術の「研

究開発成果の最大化」

に向けて、関係府省や

大学・研究機関、民間

企業等の多様な組織

と人材がそれぞれの

枠を超えて、防災科学

技術の新しいイノベ

ーションの創出に向

けて連携できる防災

科学技術の中核的機

関としての機能を強

化する。 

 

 

１．防災科学技術研究

におけるイノベー

ションの中核的機

関の形成 

 

防災科学技術の「研

究開発成果の最大化」

に向けて、関係府省や

大学・研究機関、民間

企業等の多様な組織

と人材がそれぞれの

枠を超えて、防災科学

技術の新しいイノベ

ーションの創出に向

けて連携できる防災

科学技術の中核的機

関としての機能を強

化する。 

具体的には、前年度

設置したイノベーシ

ョン共創本部を中心

 １．防災科学技術研究におけるイノベーシ

ョンの中核的機関の形成 

 

 

 

・令和３年度においては、イノベーション共

創本部において、①防災科研発ベンチャ

ー「Ｉ－レジリエンス株式会社」の設立、

②「災害レジリエンス向上のための社会

的期待発見研究」の事業開始、③民間事業

者との協働による「しなやかな社会ワー

クショップ」の開催及びその成果をとり

まとめた書籍の発刊、④情報プロダクツ

ポリシーの策定事業・取組等を実施し、産

学官民の共創による、防災科研の研究開

発成果の社会実装の促進のための基盤を

構築した。 

 

１．防災科学技術研究における

イノベーションの中核的機関

の形成 

 

<評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、評定

をＳとする。 

 

（Ｓ評定の根拠） 

○「中核的機関としての産官学

連携の推進」として、民間企業

や地方公共団体との防災・減

災対策に関する共創の推進に
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に、これまでの協力関

係を発展させ、防災科

研を中核とした大学

及び高等専門学校を

含め幅広く共同研究

等の仕組みの構築を

図るとともに、科学に

立脚した防災の実現

を狙いとする「社会的

期待発見研究」の具体

化に取り組む。 

これらに加え、「科

学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関

する法律」（平成 20 年

法律第 63 号）に基づ

き、防災科研の成果の

一層の普及のため、新

たに可能となった成

果活用事業者への出

資を活用し、外部法人

の設立に向けた検討

を進める。 

なお、モニタリング

指標となる数値目標

については別添１に

示す。 

また、科学技術イノ

ベーションの実現を

目指す戦略的イノベ

ーション創造プログ

ラム（SIP 第 2 期）に

よる我が国全体の防災科学技

術の水準の向上を図った以下

の実績は、顕著な成果として

高く評価できる。 

・第４期中長期計画においては、

防災科学技術の研究成果の最

大化に向けて、前半の４年間

では、産官学民の連携により、

社会ニーズを踏まえた研究か

ら、社会変革をもたらす研究

成果を生み、社会へのフィー

ドバックと新たなニーズにつ

なげていくサイクルを作り出

す仕組み作りを行ってきた。

防災科研では共創に向けた試

行、挑戦として、「気象災害軽

減イノベーションハブ」、「首

都圏を中心としたレジリエン

ス総合力向上プロジェクト」

という二つのプロジェクトを

推進してきた。これらの共創

の取組を踏まえ、多くの学術

分野で構成され、成果の社会

実装が強く求められる防災分

野として、防災が成果をあげ

るために社会そのものをよく

知り、社会を構成する様々な

ステークホルダーが真に必要

とする研究成果を提供する

「共創」を防災科研全体の方

向性とするため、令和２年７

月にイノベーション共創本部
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おいて、防災科研が管

理法人として指定さ

れた課題について、総

合科学技術・イノベー

ション会議が策定す

る基本方針に基づき、

管理法人業務を行う。 

を設置した。 

令和３年度においては、イノ

ベーション共創本部において

以下の事業・取組等を実施し、

産学官民の共創による、防災

科研の研究開発成果の社会実

装の促進のための基盤を構築

した。 

 

①防災科研発ベンチャー「Ｉ－

レジリエンス株式会社」の設

立 

・科学技術・イノベーション創出

の活性化に関する法律の改正

により、本年度から防災科研

が成果活用事業者への出資を

行うことが可能になった。こ

れを受け、防災科研が自らの

研究開発成果の社会実装を促

進するため、民間企業４社と

共同で出資を行い、令和３年

11 月に、初めての防災科研発

ベンチャーである I―レジリ

エンス株式会社を設立した。

同社の設立によって、防災科

研が実証段階まで達成した研

究開発成果を、I―レジリエン

スが民間でのビジネス活動を

通じて社会実装することで民

間主体の防災を実現していく

ための基盤を形成した。また、

令和３年度中に防災科研と同
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社との協力に関する基本的枠

組みを構築した。 

 

②「災害レジリエンス向上のた

めの社会的期待発見研究」の

事業開始 

・「災害レジリエンス向上のため

の社会的期待発見研究」の制

度を創設し、所内外の公募を

行い、10 課題を採択し、各課

題の研究を開始した。また、外

部有識等で構成する「社会的

期待発見研究推進委員会」を

設置し、採択課題の選定や今

後の社会的期待発見研究の進

め方等に関する議論を行っ

た。 

 

③民間事業者との協働による

「しなやかな社会ワークショ

ップ」の開催及びその成果を

とりまとめた書籍の発刊 

・日本電信電話株式会社（NTT）

と協働し、21 世紀前半の国難

災害を乗り越えるだけのレジ

リエンスを確保した社会の実

現に向けて、全５回 （初回は

令和２年３月に開催）のワー

クショップを開催した。ワー

クショップの意見交換を通じ

て生まれた新たな共創のアイ

デアについて、共同研究の実
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施等に関する検討を行ってい

る。また、ワークショップの議

論の結果をまとめた書籍を令

和４年４月に発刊する予定。 

 

④情報プロダクツポリシーの策

定 

・防災科研の主要な研究開発成

果である情報プロダクツにつ

いて、その外部利用を促進す

るための方針・ルールとして、

「国立研究開発法人防災科学

技術研究所 情報プロダクツ

ポリシー」を策定した。 

 

・「国家レジリエンス研究推進セ

ンター」では、内閣府の「戦略

的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）」において、防災科

研の研究開発項目について研

究開発のフォローや関係省庁

を含めた社会実装の具体化の

ための推進体制を構築すると

ともに、「戦略的イノベーショ

ン推進室」では、管理法人とし

てプログラムディレクターの

活動の支援、研究開発の円滑

な推進を行い、その結果とし

て令和３年度の SIP における

課題評価において12課題中第

４位の総合評価を受け、さら

に、防災分野の研究開発の全
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体俯瞰に関する調査研究を行

い、総合的かつマルチハザー

ドでの被害・影響・対策に関わ

る研究の推進が必要である等

の防災研究のあるべき姿を提

示した。 

 

・首都圏のリアルタイム極端気

象情報（雨・風・雷・ひょう）

を地図に重ねて表示するシス

テム「ソラチェク」を開発し、

令和３年度には、雪の情報の

タイムスライダー化、非雪国

全体への積雪重量情報の拡大

を実施し、「気象災害軽減コン

ソーシアム」においてソラチ

ェクを活用した防災・減災対

策に関する連携・協働のため

の活動を実施した。 

 

○「基盤的観測網・先端的研究施

設の運用・共用促進」として、

防災・減災の基幹インフラで

ある観測網の着実な整備と安

定的な運用、品質性能の向上

の努力を関係機関と連携して

取り組み、防災行政、社会的な

利用につなげ、防災・減災へ寄

与した以下の実績等は、特に

顕著な成果として高く評価で

きる。 

・陸海統合地震津波火山観測網



22 

(MOWLAS)の運用において、迅

速な障害対応復旧や老朽化し

た機器の更新を確実に実施す

ることにより、令和３年度も

基盤的地震火山観測網を安定

して運用することで、その稼

働率が中長期計画で定められ

た目標値である 95%超を超え

て 98%を達成した。 

 

・日本海溝海底地震津波観測網

(S-net)と地震・津波観測監視

システム（DONET）が新幹線地

震早期検知に寄与したことで

日本鉄道大賞を受賞した。 

 

・長周期地震動モニタ等により

予測情報を誰でも利用できる

形での配信することで、大地

震発生時に高層ビルや長大橋

などの長大構造物に大きな影

響をもたらす長周期地震動に

関する即時予測情報の活用

を、拡大促進し続けた。 

 

・MOWLAS データは、気象庁一元

化震源カタログの震源決定に

使用された観測点の延べ数の

６割以上計算に使用されるこ

とで全国の地震の震源の高精

度化に貢献できた。 
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・地震災害時や火山活動に対し、

積極的な情報発信を行い、政

府の委員会に資料提供すると

ともに Web サイトを通じて、

国民に広く情報を提供した。 

 

・高知県沖から日向灘の海域に

「南海トラフ海底地震津波観

測網（N-net）」を構築するた

め、海底観測機器に組み入れ

る新規津波計などの開発を行

うとともに、海底観測機器の

試作機を製作し、性能確認の

試験を実施した。宮崎県串間

市の新設陸上局では、海底ケ

ーブルを引き上げる際に通す

水平孔の掘削工事を完了し、

続けて局舎建設工事を進め

た。高知県室戸市の陸上局で

は、既存の DONET2 の局舎を共

用し、周辺整備工事を進めた。 

 

○「研究開発成果の普及・知的財

産の活用促進」として、研究成

果の普及、防災科研への国民

の理解・信頼・支持の獲得を推

進した以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価でき

る。 

・「成果発表会」は、昨年度に続

き、成果発表会当日の会場参

加者だけでなく、事前の研究
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者による成果発表動画・ポス

ター、当日のライブ配信及び

事後視聴可能なアーカイブ配

信を組み合わせ、より多くの

方に防災科研の成果を発信す

るなど、広く国民へ研究成果

の普及を推進した。 

 

・ユーザーの視点にたったウェ

ブサイト改善に向けた体制整

備等が着実に進められるとと

もに、CMS の利用者増大は、特

定の者しかできない業務を減

らすという観点からも「健康

経営宣言」にも沿った取組と

なっており、また、所員の情報

発信意欲等の向上にも繋がる

取組となっている。 

 

・コロナ禍での蓄積と、情報発信

の内容に鑑みて、オンライン

だけでなく、対面も含めた効

果的な記者との対話の機会を

選択して設けていることで防

災科研の露出状況は増えてき

ている。また、民間企業との共

同発表、共同実験等を積極的

に実施し、報道発表等が取り

上げられ易いような情報発信

に努めたことで、これまで以

上に多数のテレビ・新聞等に

取り上げられている。 
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○「研究開発の国際的な展開」と

して、新型コロナウイルス感

染症の感染が拡大する中、海

外の研究機関等との連携を推

進した以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価でき

る。 

・日本の IRDR ICoE の設立によ

り、災害リスク統合研究にお

ける国際的なネットワークの

強化と我が国の国際的な位置

づけの向上に貢献するととも

に、国際発信を強化した。本

IRDR ICoE の事務局を防災科

研が努めることにより、日本

の防災科学技術研究の中核的

機関として、我が国政府およ

び国内の防災関連機関と連

携・協力して、グローバルな課

題に関する研究を推進できる

体制構築に尽力した。 

 

○「人材育成」 として、つくば

地区における防災に関わる人

材育成に対して、筑波大学を

はじめ産学官の連携協働の枠

組みの構築と討議の進展にリ

ーダーシップを発揮したこと

などが契機となり、筑波大学

との協働大学院方式による学

位プログラムが開始され、今
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後の防災科学技術に関わる人

材育成を、組織として継続的

に進める方向性を示す具体的

な取組として高く評価でき

る。 

 

・筑波大学及び民間企業等で構

成される「レジリエンス研究

教育推進コンソーシアム」が

令和２年に開設した筑波大学

のリスク・レジリエンス工学

プログラムに防災科研も主要

な運営メンバーとして参画

し、防災科研の研究者が指導

教員として当該プログラムで

授業を行うほか、防災科研で

の受入体制を整備し所外から

大学院生を受け入れた。これ

まで培った防災研究の知見を

活かし、次世代を担う人材の

育成に取り組んだ。 

 

○「防災行政への貢献」として、

基盤的防災情報流通ネットワ

ーク（SIP4D）を活用して現地

での情報収集・集約及び情報

共有を行い防災行政に貢献し

た以下の実績等は、特に顕著

な成果として高く評価でき

る。 

・国の防災基本計画に位置付け

られたこともあり、SIP4D と連
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接する都道府県システムは順

調に拡張してきている。 

 

・令和３年７月（熱海土砂災害）、

８月（九州大雨）に、内閣府と

の官民チーム「災害時情報集

約支援チーム（ISUT）」の一員

として情報共有支援活動を行

った。SIP4D で流通する情報を

可視化した ISUT-SITE は、現

地の災害対策本部で共通ビュ

ーアとして使用され、さらに

各組織自らが操作するところ

まで浸透するなど、防災行政

に貢献した。 

 

・過年度より引き続き、SIP4D、

bosaiXview、ISUT-SITE が実災

害時に稼働し、各地域、各組織

の災害対応に大きく貢献し

た。現場においては、これまで

ISUT がサイトを操作し情報を

説明する形が主であったが、

現在は災害対応機関自らが直

接活用するシーンが多々見ら

れ、情報共有・利活用に関する

有用性の認知が拡大してい

る。 

 

・令和３年 10 月７日の千葉県北

西部の地震や令和４年３月 16

日福島県沖の地震の解析結果
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が地震調査委員会の地震の評

価に取り入れられた。 

 

(１）中核的機関とし

ての産学官連携の

推進 

 

我が国の防災科学

技術の中核的機関と

して、防災科研の基盤

的観測網や先端的研

究施設等の先端的研

究基盤を活用し、「研

究開発成果の最大化」

に向けて、災害からの

被害軽減や事業継続

性の確保等のニーズ

を有するインフラス

トラクチャー事業者

等の民間企業や地方

公共団体との防災・減

災対策に関する連携・

協働等を推進し、我が

国全体の防災科学技

術の水準の向上を図

る。 

また、クロスアポイ

ントメント制度を活

用した産学官の多様

な人材の受入れ、研究

開発上の多様なシー

ズを有する大学等の

(１）中核的機関とし

ての産学官連携の

推進 

 

我が国の防災科学

技術の中核的機関と

して、防災科研の基盤

的観測網や先端的研

究施設等の研究基盤

を活用し、「研究開発

成果の最大化」に向け

て、災害からの被害軽

減や事業継続性の確

保等のニーズを有す

るインフラストラク

チャー事業者等の民

間企業や地方公共団

体との防災・減災対策

に関する連携・協働等

を推進し、我が国全体

の防災科学技術の水

準の向上を図る。 

 

また、クロスアポイ

ントメント制度を活

用した産学官の多様

な人材の受入れ、研究

開発上の多様なシー

ズを有する大学等の

○イノベーションハ

ブを形成し、産学官

による研究開発を一

体的に進める基盤の

構築に向けた取組を

推進しているか。 

 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果 

 

 

《モニタリング指

標》 

・共同研究・受託研

究件数 

 

・クロスアポイント

メント制度の適用

者数、客員研究員

の受入等の件数 

 

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 

 

 

 

・第４期中長期計画における前半の４年間

で、防災科研では共創に向けた試行・挑戦

として、極端気象では「気象災害軽減イノ

ベーションハブ」、地震では「首都圏を中

心としたレジリエンス総合力向上プロジ

ェクト」という２つのプロジェクトを推

進してきたが、多くの学術分野で構成さ

れ、成果の社会実装が強く求められる防

災分野として、防災が成果をあげるため

に社会そのものをよく知り、社会を構成

する様々なステークホルダーが真に必要

とする研究成果を提供する「共創」を防災

科研全体の方向性とするため、令和２年

７月にイノベーション共創本部を設置し

た。 

 

・令和２年７月に設置したイノベーション

共創本部において、以下の取組を実施し

た。 

① Customer Relaionship 

・オールハザードに対応した新たな産学官

民連携の仕組みの構築に向けて、「データ

利活用協議会」と「気象災害軽減コンソー

シアム」との統合等の方策について検討

した。 

(１）中核的機関としての産学官

連携の推進 

 

補助評定：Ｓ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、Ｓ評

定とする。 

 

（Ｓ評定の根拠） 

○「中核的機関としての産官学

連携の推進」として、民間企業

や地方公共団体との防災・減

災対策に関する共創の推進に

よる我が国全体の防災科学技

術の水準の向上を図った以下

の実績は、顕著な成果として

高く評価できる。 

・第４期中長期計画における前

半の４年間で「気象災害軽減

イノベーションハブ」、「首都
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研究機関や民間企業

等とニーズを有する

地方公共団体や民間

企業との共同研究の

推進、プロジェクトベ

ースの研究開発セン

ターの設置等を通じ

て、人材と「知見・技

術・経験」を結ぶネッ

トワークを構築する

ことにより、研究開発

から社会実装まで一

体として実施できる

研究環境を確立する。 

さらに、我が国が推

進するプロジェクト

等への参画による外

部資金の獲得を大学・

研究機関・民間企業等

と積極的に推進し、防

災科研の成果ととも

に他機関の成果も含

め社会実装の橋渡し

や行政機関への技術

支援等を行い、防災科

学技術のイノベーシ

ョン創出の中核的機

関としての地位を確

立する。 

 

研究機関や民間企業

等とニーズを有する

地方公共団体や民間

企業との共同研究の

推進、プロジェクトベ

ースの研究開発セン

ターの設置等を通じ

て、人材と「知見・技

術・経験」を結ぶネッ

トワークを構築する

ことにより、研究開発

から社会実装まで一

体として実施できる

研究環境を確立する。 

さらに、我が国が推

進するプロジェクト

等への参画による外

部資金の獲得を大学・

研究機関・民間企業等

と積極的に推進し、防

災科研の成果ととも

に他機関の成果も含

め社会実装の橋渡し

や行政機関への技術

支援等を行い、防災科

学技術のイノベーシ

ョン創出の中核的機

関としての地位を確

立する。そのため、引

き続き「地震津波火山

ネットワークセンタ

ー」「総合防災情報セ

ンター」では安定的で

② Market-in-Research Design 

・防災イノベーションパートナーシップ事

業」の一環として、所内外の自然科学系研

究者及び人文・社会科学系研究者の知を

融合して実施する、「災害レジリエンス向

上のための社会的期待発見研究」の事業

を開始した（所内外の研究者の共同研究。

令和３年度は 10件を採択。）。 

・防災科研の研究者と大学等の研究者が共

同研究や大型実験施設の共同利用を行う

仕組みを検討した。民間企業、大学、地方

公共団体と共同で、「自立・分散・協調型

のレジリエントな社会の実現」のための

研究開発構想を策定した。 

・開かれた防災に係る研究及び教育の拠点

構築を通じてレジリエントな社会の実現

に資する知の創出と多様な価値創造を図

ることを目的として、東北大学との間で、

連携及び協力の推進に関する基本協定を

締結した。 

・民間企業との共同事業として、「21 世紀前

半の国難災害を乗り越えるだけのレジリ

エンスを有する社会」の実現のためのイ

ノベーション共創について検討を行う

「しなやかな社会ワークショップ」を開

催した。この成果を書籍としてとりまと

めて発刊する予定。 

③ Product Management 

・防災科研の研究成果を活用して、民間企

業・地方公共団体等に「情報プロダクツ」

や災害対応力向上のためのサービスを提

供する出資法人を令和３年11月に設立し

た。 

圏を中心としたレジリエンス

総合力向上プロジェクト」を

推進してきたことを踏まえ、

防災科研として全所的に「共

創」を推進するため、令和２年

７月にイノベーション共創本

部を設置した。上記のとおり、

同本部が主導し、所内の研究

部門の参画・協力を得つつ、①

「Ｉ－レジリエンス株式会

社」の設立、②「災害レジリエ

ンス向上のための社会的期待

発見研究」、③民間事業者との

協働による「しなやかな社会

の実現に向けたワークショッ

プ」の開催、④情報プロダクツ

ポリシーの策定、⑤「データ利

活用協議会」と「気象災害軽減

コンソーシアム」を統合的に

発展させる「災害レジリエン

ス共創研究会」の設置の検討

等を実施した。 

 

・「国家レジリエンス研究推進セ

ンター」では、内閣府の「戦略

的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）」において、防災科

研の研究開発項目について研

究開発のフォローや関係省庁

を含めた社会実装の具体化の

ための推進体制を構築すると

ともに、「戦略的イノベーショ

ン推進室」では、管理法人とし
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継続的な事業を推進

する。また、「先端的研

究施設利活用センタ

ー」では、極端状況で

の性能検証を通した

技術開発支援、知財活

用・社会実装を推進す

る。さらに、「火山研究

推進センター」、「首都

圏レジリエンス研究

推進センター」「国家

レジリエンス研究推

進センター」では外部

資金による大型プロ

ジェクト研究を推進

する。 

加えて、「イノベー

ション共創本部」で

は、防災科学技術の活

性化及びイノベーシ

ョン創出並びに防災

に関する知の統合の

ための産学官民によ

る研究開発及びその

成果の利活用を推進

するため、社会的期待

発見研究等の事業を

実施する。 

・大学・研究機関・民間企業等と協業し、我

が国が推進するプロジェクト等へ積極的

に参画することにより、外部資金の獲得

を推進するとともに社会実装の橋渡しや

行政機関への技術支援を行った。 

・情報プロダクツについては、今後の防災科

研の研究開発成果の社会実装の促進に向

けて、情報プロダクツの定義、情報プロダ

クツの活用に向けた基本的な考え方・方

針、公開・閲覧・提供のルール、外部機関

からの情報を使用して作成した情報プロ

ダクツの情報共有レベル等についての整

理を行い、「情報プロダクツポリシー」を

策定した。 

・大学・研究機関・民間企業等と協働、連携

し、我が国が推進するプロジェクト等へ

積極的に参画し、外部資金を獲得した。ま

た、人材交流や連携協定等により行政機

関への技術支援等を行い、防災科学技術

のイノベーション創出の中核的機関とし

ての役割を担った。 

・「地震津波火山ネットワークセンター」、

「総合防災情報センター」及び「先端的研

究施設利活用センター」では、安定的で継

続的な事業を推進し、各施設を運用する

部門との間で定常的な企画、協議の場を

着実な運営を行うとともに、企業との共

同研究による性能検証実験などを通じて

知財活用や社会実装を推進した。 

・平成 30年度に設置した「国家レジリエン

ス研究推進センター」では、平成 30 年度

に開始された内閣府の「戦略的イノベー

ション創造プログラム（SIP）」第２期の課

てプログラムディレクターの

活動の支援、研究開発の円滑

な推進を行い、その結果とし

て令和３年度の SIP における

課題評価において12課題中第

４位の総合評価を受け、さら

に、防災分野の研究開発の全

体俯瞰に関する調査研究を行

い、総合的かつマルチハザー

ドでの被害・影響・対策に関わ

る研究の推進が必要である等

の防災研究のあるべき姿を提

示した。 

 

・首都圏のリアルタイム極端気

象情報（雨・風・雷・ひょう）

を地図に重ねて表示するシス

テム「ソラチェク」を開発し、

令和３年度には、雪の情報の

タイムスライダー化、非雪国

全体への積雪重量情報の拡大

を実施し、「気象災害軽減コン

ソーシアム」においてソラチ

ェクを活用した防災・減災対

策に関する連携・協働のため

の活動を実施した。 

 

・第４期中長期計画における前

半の４年間で「気象災害軽減

イノベーションハブ」、「首都

圏を中心としたレジリエンス

総合力向上プロジェクト」を

推進してきたことを踏まえ、
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題の一つ「国家レジリエンス(防災・減災)

の強化」において、防災科研が研究開発機

関や共同研究開発機関を担う４つの研究

開発項目について、研究開発の進捗フォ

ローや関係省庁を含めた社会実装具体化

のための推進体制を構築し、衛星、AI、ビ

ックデータ等を活用した国家レジリエン

スの強化に資する新技術の研究開発を総

合的に推進した。 

・平成 29年度に設置し、令和２年度に改組

した「首都圏レジリエンス研究センター」

では、「データ利活用協議会」を運営し、

各研究課題における民間企業と顕著な取

組の共有を図った。また、プロジェクト最

終年度としてこれまでの取組と今後のビ

ジョンの共有に関してシンポジウム（全

３回）の開催や、８つの分科会活動を活性

化させるなどにより、協議会に正式な会

員として入会する組織・団体並びに個人

は約 90 となった。これまで生活の拠点と

なる施設等での地震計設置に関する協議

を進め、各分科会において社会実装に向

けて取り組んだ。これらの活動を踏まえ、

内閣府の施策である「官民研究開発投資

拡大プログラム（PRISM）」において、「デ

ータ利活用協議会」等との先行事例との

連携を図り、民間企業が有するリソース

を活用した災害予防・被害軽減に資する

取組を実施した。 

・首都圏のリアルタイム極端気象情報（雨・

風・雷・ひょう）を地図に重ねて表示する

システム「ソラチェク」を開発し、令和３

年度には、雪の情報のタイムスライダー

防災科研として全所的に「共

創」を推進するため、令和２年

７月にイノベーション共創本

部を設置した。上記のとおり、

同本部が主導し、所内の研究

部門の参画・協力を得つつ、①

「Ｉ－レジリエンス株式会

社」の設立、②「災害レジリエ

ンス向上のための社会的期待

発見研究」、③民間事業者との

協働による「しなやかな社会

の実現に向けたワークショッ

プ」の開催、④情報プロダクツ

ポリシーの策定、⑤「データ利

活用協議会」と「気象災害軽減

コンソーシアム」を統合的に

発展させる「災害レジリエン

ス共創研究会」の設置の検討

等を実施した。 

 

・イノベーションハブを形成し、

産学官による研究開発を一体

的に進める基盤の構築に向け

た取組の第一歩として、各セ

ンターを設置し、研究開発か

ら社会実装まで一体として実

施できる研究環境の確立を推

進した。 

 

・「国家レジリエンス研究推進セ

ンター」では、内閣府の「戦略

的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）」において、防災科
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化、非雪国全体への積雪重量情報の拡大

を実施し、このシステムを利用した「気象

災害軽減コンソーシアム」の今後の活動

について、オンラインセミナーを開催し

た。また、独立行政法人国立高等専門学校

機構との連携・協力協定に基づく活動と

して、「第４回高専防災コンテスト」を実

施した。「地域や自治体の防災力・減災力

の向上」をテーマにして、1st ステージへ

の応募は 21 チームで、書類選考の結果、

そのうち 10チームが 2nd ステージに進ん

でアイデア検証を行い、オンライン開催

した最終審査会では各高専が動画による

発表を行った。 

・共同研究を 144 件、受託研究等を 32 件実

施した（受託事業収入：7,086 百万円）。 

・客員研究員 148 人を受け入れ、クロスアポ

イントメント制度を活用して13人を受け

入れた。 

 

研の研究開発項目について研

究開発のフォローや関係省庁

を含めた社会実装の具体化の

ための推進体制を構築すると

ともに、「戦略的イノベーショ

ン推進室」では、管理法人とし

てプログラムディレクターの

活動の支援、研究開発の円滑

な推進を行い、その結果とし

て令和３年度の SIP における

課題評価において12課題中第

４位の総合評価を受けた。 

 

・平成 29 年度に設置し、令和２

年度に改組した「首都圏レジ

リエンス研究推進センター」

では、「データ利活用協議会」

や４回のシンポジウムを開催

し、８つの分科会活動を活性

化させ、協議会の正式な組織・

個人会員を約 90に拡充し、生

活の拠点となる施設等での地

震計設置に関する協議を進

め、各分科会において社会実

装に向けて取り組んだ。 

 

・首都圏のリアルタイム極端気

象情報（雨・風・雷・ひょう）

を地図に重ねて表示するシス

テム「ソラチェク」を開発し、

令和３年度には、雪の情報の

タイムスライダー化、非雪国

全体への積雪重量情報の拡大
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を実施し、「気象災害軽減コン

ソーシアム」においてソラチ

ェクを活用した防災・減災対

策に関する連携・協働のため

の活動を実施した。 

 

(２)基盤的観測網・先

端的研究施設の運

用・共用促進 

 

地震調査研究推進

本部の地震調査研究

に関する総合基本施

策及び調査観測計画

を踏まえて、陸域の地

震観測網（高感度地震

観測網、広帯域地震観

測網、強震観測網等）

と海域の地震観測網

（日本海溝海底地震

津波観測網（S-net）、

地震・津波観測監視シ

ステム（DONET））を一

元化した海陸の基盤

的地震観測網の安定

的運用（稼働率 95％以

上）を行うとともに、

関連施設の更新を図

る。また、「今後の大学

等における火山観測

研究の当面の進め方

について」（平成 20 年

(２)基盤的観測網・先

端的研究施設の運

用・共用促進 

 

防災科研が運用す

る陸域の地震観測網

（高感度地震観測網、

広帯域地震観測網、強

震観測網等）と海域の

地震観測網（日本海溝

海底地震津波観測網

（S-net）、地震・津波

観 測 監 視 シ ス テ ム

（DONET））、火山観測

網（V-net）を一元化し

た、陸海統合地震津波

火山観測網（MOWLAS: 

Monitoring of Waves 

on Land and Sea-

floor）について、以下

の事業を実施する。 

地震調査研究推進

本部の地震調査研究

に関する総合基本施

策及び調査観測計画

を踏まえて、陸海の基

○基盤的観測網・先

端的研究施設の安定

運用を通じ、国内外

の関係機関における

防災科学技術に関す

る研究開発の推進に

貢献しているか。 

 

 

《評価指標》 

・観測データの関係

機関との共有や利

用促進の取組の進

捗 

 

・国内外の地震・津

波・火山に関する

業務遂行や調査研

究等への貢献の実

績 

 

・先端的研究施設等

の活用による成果 

 

 

《モニタリング指

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・

共用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・陸海統合地震津波火山観測網 MOWLAS の一

元的な維持管理・運用を安定的に行うと

ともに、経年劣化による観測機器や施設

修繕、観測点の移設等を実施した。これら

(２)基盤的観測網・先端的研究

施設の運用・共用促進 

 

補助評定：Ｓ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて特に顕著な

成果の創出や将来的な特別な成

果の創出の期待等が認められる

ため、Ｓ評定とする。 

 

（Ｓ評定の根拠） 

○「基盤的観測網・先端的研究施

設の運用・共用促進」として、

防災・減災の基幹インフラで

ある観測網の着実な整備と安

定的な運用、品質性能の向上

の努力を関係機関と連携して

取り組み、防災行政、社会的な

利用につなげ、防災・減災へ寄
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12 月、科学技術・学術

審議会測地学分科会

火山部会）及び「御嶽

山の噴火を踏まえた

火山観測研究の課題

と対応について」（平

成 26 年 11 月、科学技

術・学術審議会測地学

分科会地震火山部会）

に基づき、重点的に強

化すべき火山につい

て観測施設の整備・運

用を推進する。観測デ

ータの関係機関との

共有や利用促進を図

り、国内外の関係機関

における研究、業務遂

行や我が国の地震・津

波及び火山に関する

調査研究の進展に貢

献する。 

我が国全体の防災

科学技術に関する研

究開発を推進するた

め、実大三次元震動破

壊実験施設（Ｅ－ディ

フェンス）、大型降雨

実験施設、雪氷防災実

験施設等の先端的研

究施設の運用・共用促

進を行う。 

Ｅ－ディフェンス

盤的地震観測網の安

定的運用（稼働率 95％

以上）を行うととも

に、関連施設の更新を

図る。また南海トラフ

海底地震津波観測網

（N-net）の構築を進

め、利活用に向けた基

盤構築を関係機関等

と協力して進める。さ

らに首都圏地震観測

網（MeSO-net）の安定

的運用を行うととも

に、一層の体制、環境

整備に取り組む。 

 

標》 

・観測網の稼働率 

 

・先端的研究施設の

共用件数 

 

により、防災科研が中核的機関として推

進する防災科学技術研究に関する研究は

もとより、気象庁の監視業務をはじめと

する地震や津波、火山に関する防災行政、

大学や研究機関における学術研究及び教

育活動の推進に大きく貢献した。 

 

・MOWLAS の更新及び修理等として、機器修

理（データセンター:62、観測点：215）、

地震計引き上げ再設置 9 件、施設修繕 94

件を行うとともに、K-NET で館林、御坊の

２点の観測点の移設を行った。令和元年

に地権者より移設の要請があった浪江観

測点の移設については、これまでの地権

者との度重なる打合せに基づき作業工

程・仕様などが定まり、今年度末より移設

作業を開始した。また、令和６年１月末で

ISDN サービスが終了するため光回線等の

後継サービスによるデータ通信の回線確

保が必要となり、３年計画の初年度とし

て、令和２年度補正予算により強震観測

網の更新（光回線）を実施した（K-NET;90

カ所、KiK-net;180）。 

 

・令和３年度における観測網の稼働率は、迅

速な障害対応復旧及び老朽化した機器の

更新等の実施により、目標値である 95%を

達成した（Hi-net：98.6%、F-net：98.9%、

KiK-net ： 97.3% 、 K-NET ： 99.0% 、 S-

net:96.8%、DONET：97.4%、V-net：94.5%、

（年度平均 98.0％）運用している全ての

観測点のうち、データを受信した観測点

与した以下の実績等は、特に

顕著な成果として高く評価で

きる。 

・陸海統合地震津波火山観測網

(MOWLAS)の運用において、迅

速な障害対応復旧や老朽化し

た機器の更新を確実に実施す

ることにより、令和３年度も

基盤的地震火山観測網を安定

して運用することで、その稼

働率が中長期計画で定められ

た目標値である 95%超を超え

て 98.0%を達成した。 

 

・日本海溝海底地震津波観測網

(S-net)と地震・津波観測監視

システム（DONET）が新幹線地

震早期検知に寄与したことで

日本鉄道大賞を受賞した。 

 

・長周期地震動モニタ等により

予測情報を誰でも利用できる

形で配信することで、大地震

発生時に高層ビルや長大橋な

どの長大構造物に大きな影響

をもたらす長周期地震動に関

する即時予測情報の活用を拡

大促進し続けることができて

いることは評価できる。 

 

・MOWLAS データは、気象庁一元

化震源カタログの震源決定に
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について、効果的・効

率的な運用を行うと

ともに、その安全・確

実な運用のため、施

設・設備・装置等の保

守、点検及び整備を着

実に実施する。また、

地震減災研究の振興

を図るため、共同研究

や外部研究機関等へ

の施設貸与によるＥ

－ディフェンスの活

用を促進するととも

に、実験データを外部

研究機関等へ提供す

る。さらに、優れた研

究開発環境を確立す

るため、関連する施

設・設備・装置等の改

善、改良及び性能向上

など、地震減災研究に

関する研究基盤機能

の高度化に取り組む。 

先端的研究施設に

ついて効果的・効率的

かつ安全に運用し、幅

広い研究分野・領域で

産業界を含めた国内

外の外部研究機関と

の共用を促進する。な

お、これまでの実績及

び当該施設の運用状

の割合を稼働率として算出している）。 

 

・高知県沖から日向灘の海域に「南海トラフ

海底地震津波観測網（N-net）」を構築する

ため、外部の有識者を委員とする技術委

員会を通して技術的な助言・評価を受け

ながら開発を進め、海底観測機器に組み

入れる新規津波計などの開発を行うとと

もに、海底観測機器の試作機を製作し、性

能確認の試験を実施した。宮崎県串間市

の新設陸上局では、海底ケーブルを引き

上げる際に通す水平孔の掘削工事を完了

し、続けて局舎建設工事を進めた。高知県

室戸市の陸上局では、既存の DONET2 の局

舎を共用し、周辺整備工事を進めた。 

 

・新聞やテレビ等報道機関の取材対応を 19

件した。 

 

使用された観測点の延べ数の

６割以上計算に使用されるこ

とで全国の地震の震源の高精

度化に貢献できた。 

 

・地震災害時や火山活動に対し、

積極的な情報発信を行い、政

府の委員会に資料提供すると

ともに Web サイトを通じて、

国民に広く情報を提供した。 

 

・高知県沖から日向灘の海域に

「南海トラフ海底地震津波観

測網（N-net）」を構築するた

め、海底観測機器に組み入れ

る新規津波計などの開発を行

うとともに海底観測機器の試

作機を製作し、性能確認の試

験を実施した。宮崎県串間市

の新設陸上局では、海底ケー

ブルを引き上げる際に通す水

平孔の掘削工事を完了し、続

けて局舎建設工事を進めた。

高知県室戸市の陸上局では、

既存の DONET2 の局舎を共用

し、周辺整備工事を進めた。 

 

・MOWLAS の運用において、迅速

な障害対応復旧や老朽化した

機器の更新を確実に実施する

ことにより、令和３年度も基

盤的地震火山観測網を安定し

火山については、

「今後の大学等にお

ける火山観測研究の

当面の進め方につい

て」（平成 20 年 12 月、

科学技術・学術審議会

測地学分科会火山部

会）及び「御嶽山の噴

火を踏まえた火山観

測研究の課題と対応

について」（平成 26 年

11 月、科学技術・学術

審議会測地学分科会

・火山活動に関しては、富士山、伊豆大島等

の資料を火山噴火予知連絡会に提供し

た。 

 

・観測データの関係機関との共有・利用促進に

関しては、JVDN システムに地震計振幅を用

いた震源決定法（ASL 法）、地震波干渉法、

長周期モニタリングの自動解析結果を組み

込むことにより、火山活動を評価するため

の新しい指標を構築するなど、国内外の関

係機関における研究、業務遂行や我が国の

地震・津波及び火山に関する調査研究の進

展に貢献した。また、新たに京都大学防災研
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況のみならず研究開

発成果を最大化する

ことも踏まえ、年度計

画に定める共用件数

を確保する。 

また、防災科学技術

や災害情報を集約及

び展開できる情報基

盤を活用することに

より知の統合化を進

める。さらに、基盤的

観測網や先端的研究

施設によって得られ

たデータを活用した

外部の成果を把握し、

これらの成果に防災

科研が貢献している

ことが社会から幅広

く理解されるように

努める。 

 

地震火山部会）に基づ

き、重点的に強化すべ

き火山について観測

施設の整備・運用を推

進する。観測データの

関係機関との共有や

利用促進を図り、国内

外の関係機関におけ

る研究、業務遂行や我

が国の地震・津波及び

火山に関する調査研

究の進展に貢献する。 

 

究所附属火山活動研究センター桜島火山観

測所のデータの取込みを開始した。 

 

て運用することで、その稼働

率が中長期計画で定められた

目標値である95%超の98.0%を

達成した。 

 

・MOWLAS データは、気象庁一元

化震源カタログにおいて、震

源決定に使用された観測点の

延べ数の６割以上を占めてお

り、重要な役割を果たした。 

 

・S-netと DONETの海底地震計が

新幹線地震早期検知に世界で

初めて利用されたことが高く

評価され、それにより日本鉄

道大賞を受賞したことは外部

機関からの評価として特筆に

国民の安全・安心に大きく貢

献した。 

 

・長周期地震動モニタ等により

予測情報誰でも利用できる形

で配信することで、大地震発

生時に高層ビルや長大橋など

の長大構造物に大きな影響を

もたらす長周期地震動に関す

る即時予測情報の活用を、拡

大促進し続けた。 

 

・MOWLAS データは気象庁の緊急

地震速報の発表のみならず、

JR 東日本、JR 東海及び JR 西

MOWLAS 等で取得し

たデータを関係機関

との間で共有出来る

仕組みを提供すると

ともに、想定される南

海トラフ地震や首都

圏直下地震のような

従来に比して 10 倍以

上の被害が予想され

る災害への対応を念

頭に、より安定したデ

ータ共有を実現する

ための仕組みの構築

に取り組む。さらに、

行 政 や 企 業 に よ る

MOWLAS 等のデータの

利活用を促進させる。

広く地震津波被害の

低減に貢献するため、

・MOWLAS データは、日本の代表的な地震カ

タログである気象庁一元化震源カタログ

において、震源決定に使用された観測点

の延べ数の６割以上を占めており、重要

な役割を果たしている。 

 

・近地津波記録から推定した 2012 年プレー

ト内ダブレット地震断層モデルの研究が

日本地震学会の2020年度論文賞を受賞し

令和３年 10 月に表彰された。MOWLAS デー

タを活用した地震破壊過程の解明とデー

タ駆動型研究による地震動モデルの高度

化により、2021 年度日本地震学会若手学

術奨励賞を受賞した。 

 

・S-net と DONETの海底地震計が新幹線地震

早期検知に世界で初めて利用されたこと

が高く評価され、JR 東日本・JR東海・JR

西日本・鉄道総研・海洋研究開発機構とと
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開発した即時予測技

術を実装し、多様な防

災情報の発出を検討

する。また、観測網の

利活用、技術開発、運

用費用の在り方等に

関する検討に取り組

む。 

 

もに「世界で初めての海底地震計を用い

た新幹線地震早期検知の開発・導入とそ

の効果～地震に対する新幹線の安全性の

向上に向けて～」として国土交通省の日

本鉄道省の日本鉄道大賞を受賞した。 

 

・緊急地震速報の長周期地震動の予報業務

許可制度が開始された直後の令和２年９

月に長周期地震動の予報業務許可を速や

かに取得し、予報情報として長周期地震

動モニタを公開し、令和３年度には長周

期地震動モニタにユーザーが予め登録し

た地点における予測情報を表示する地点

予測機能を実装し、引き続き安定的な実

運用を行った。 

 

・MOWLAS データの鉄道事業者等の利用につ

いては、S-net および DONET が東日本旅客

鉄道株式会社（JR 東日本）、東海旅客鉄道

株式会社（JR 東海）と西日本旅客鉄道株

式会社（JR 西日本）において列車制御に

地震計データの活用が継続的に活用され

ている。また地震後の鉄道設備点検や運

転再開に資するため、四国旅客鉄道株式

会社（JR 四国）及び鉄道総合技術研究所

への K-NET 強震指標データの即時配信を

継続的に実施した。特に、実際に発生した

地震を基にした取組として、JR 東日本及

び鉄道総合技術研究所と共同で、平成 28

年 11 月 22 日の福島県沖の地震（Ｍ7.4、

最大震度５弱）、令和３年２月 13 日の福

島県沖の地震（Ｍ7.3、最大震度６強）及

日本の列車制御、自治体の住

民避難や電力会社の運用にお

いて継続的に活用されてお

り、さらに大学や自治体等と

の新たな利活用が進捗してい

ることや強震動予測の情報プ

ロダクツの有償利用まで発展

した。 

 

・地震災害時や火山活動に対し、

積極的な情報発信を行い、政

府の委員会に資料提供すると

ともに Web サイトを通じて、

国民に広く情報を提供した。 

 

・学会等のオンライン開催、対面

型のシンポジウムのある中、そ

れぞれに新型コロナ感染症に

対応したブース出展を行い、安

全に無事運営できた。 

 

・報道機関を通じた積極的な情

報発信活動を行った。 

 

・「南海トラフ海底地震津波観測

網（N-net）」の構築について

は、定期的に外部有識者の助

言や評価を受けながら進め、

施設構築も順次進んだ。 

 

・Ｅ－ディフェンスの各装置・設

備の定期点検と日常点検を実
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び同年３月 20 日の宮城県沖の地震（Ｍ

6.9、最大震度５強）のデータを用いて海

底地震計（S-net）を早期地震検知に利用

した場合の効果を検証し、海岸地震計と

海底地震計（S-net）が補完しあうことで

海域で発生する地震の早期検知効果が向

上することを示し発表した（自然災害科

学 J. JSNDS 40 特別号 191 -206（2021）、

令和３年７月受理）。また、令和４年３月

16 日の福島県沖の地震（Ｍ7.3、最大震度

６強）の際にも海底地震計（S-net）の観

測データを正常に配信し、JR 東日本の列

車制御システムの中での活用が継続され

ている。さらに、この地震では K-NET 及び

KiK-net のデータが鉄道総合技術研究所

によるその後の分析に活用されており、

本地震による東北新幹線の脱線事故を踏

まえ開催された国土交通省「新幹線脱線

対策協議会」（令和４年３月 31 日）におい

て報告が行われるなど、鉄道事業者にお

ける観測データ利活用が着実に進展して

いる。 

 

・強震観測網のデータ利活用として、令和元

年よりYahoo！JAPANのポータルサイトに

おいて強震モニタの公開が始まったが、

令和３年 11 月から、新たに情報プロダク

ツの有料化として、Yahoo！JAPAN を通じ

て、ソフトバンクビルのデジタルサイネ

ージへ予報業務許可を受けた強震動の予

測データをリアルタイムで配信を始め

た。 

施し、Ｅ－ディフェンスが効

果的・効率的に運用できた。特

に、新型コロナウィルス感染

症の感染予防拡大防止に努

め、目標の共用実験を実施し

完了したことを評価する。ま

た、無災害記録を更新し、令和

３年４月末に 240 万時間に達

した。 

 

・外部利用は、年間目標値以上の

実績を残し、また、民間企業と

共同で悪天候下での自動走行

実験が進められるなど幅広い

内容のデータが取得され、そ

の成果が有効に活用されるも

のと期待され、将来的な成果

の創出が期待される。 
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・津波即時予測システムが気象業務法の予

報業務許可を受けた自治体において実装

され実運用されており、S-net や DONET デ

ータは、和歌山県、三重県及び千葉県の防

災業務に供されており、防災科研のデー

タが住民の安全・安心につながった。S-

net については千葉県で上記システムに

加え、モバイル機器で表示するシステム

を構築して本格運用の準備段階に入っ

た。東北電力・東京電力と研究開発として

水圧計データの提供を行ってきている。

また、DONET については中部電力において

浜岡原子力発電所での通常運用の中の一

部として活用された。 

 

・総務省消防研究センターや国土交通省国

土技術政策総合研究所（国総研）に K-NET

強震指標データの即時配信を継続的に実

施した。国総研では国土交通省本省及び

地方整備局に対して K-NET 強震指標を活

用したインフラ・ライフライン地震防災

情報が配信されて緊急対策のために活用

された。また、S-net のデータは、海上保

安庁の海洋状況表示システム（海しる）に

も活用されている。 

 

・データ利活用の進展のため、新たに防災科

研と香川大学、坂出市、海洋研究開発機構

との協定を締結し、利活用の検討を進め

ている。 
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・防災科研のデータは、気象庁、海上保安庁、

消防研究センター等の国の機関、和歌山

県、三重県、千葉県、尾鷲市等の自治体、

JR 東日本、JR東海、JR西日本、JR 四国の

鉄道会社、電力会社等に即時的に配信さ

れ、国民の安全・安心に寄与した。 

 

・地震活動に関して、定期的に開催される地

震調査委員会、南海トラフ沿いの地震に

関する評価検討会地震防災対策強化地域

判定会、地震予知連絡会に資料を提供し

た。 

 

・令和３年５月１日の宮城県沖の地震

(M6.8，最大震度 5強)、S-net と DONET で

最大 1㎝前後の振幅の津波した７月 29日

のアラスカ沖の地震（M8.0）、また、令和

３年 10 月７日の千葉県北西部の地震

（M5.9、最大震度５強）で解析を行い、地

震調査委員会に資料を提供するととも

に、ネットワークセンターの Web サイト

を通じて情報を提供した。令和４年 1 月

15 日のトンガ諸島付近の火山噴火に際

し、臨時に参集して、S-net と DONET の津

波を解析し、Web サイトで公開した。 

 

・スマートフォン等で地域の地震活動を身

近に知ることのできる Web ページ「防災

科研 地震だねっと！」の提供を三島村・

鬼界カルデラ、土佐清水、山陰海岸のジオ

パークに行った。これにより、ユネスコ世

界ジオパークの国内４/９カ所（糸魚川、
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洞爺湖有珠、島原半島、山陰海岸＊）、日本

ジオパークの 12/35 カ所（三陸、四国伊

予、男鹿半島・大潟、八峰白神、白山手取

川、銚子、秩父、南紀熊野、ゆざわ、栗駒

山麗、三島村・鬼界カルデラ＊、土佐清水
＊）に提供できている（*は令和３年度）。

箱根ジオパークでは準リアルタイム波形

モニタである「防災科研 揺れてるねっ

と！」を導入した。 

 

・５月末からのオンライン開催となった地

球惑星連合大会でブースのオンライン展

示で令和２年に引き続いて出展した。７

月ローラスインターナショナルスクール

オープンサイエンスに講師を派遣した。

また、同月開催された香川大学四国危機

管理教育・研究・地域連携推進機構の「海

洋科学の未来とレジリエンスシンポジウ

ム」で講演を行った。９月の第 17回政界

地震工学会議（17WCEE）にて講演を行い、

広報・ブランディング推進課のブース展

示にも出展に協力した。10 月の日本地震

学会2021年秋季大会でもリモートブース

出展を行った。また、同大会に於いて会期

翌日の日曜日に開催された一般向け講演

セミナーでも講演を行った。11 月の「ぼ

うさいこくたい2021いわて釜石」では「命

を守る陸海統合地震津波火山観測網

MOWLAS」の講演を行うとともに、防災科研

のブース出展に協力した。JICA 研修

（2020/2021 年度「中央アジア・コーカサ

ス総合防災」コース）では講演動画を提供
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し、四国官学連携防災・減災協議会等の昭

和南海地震から75年シンポジウムで講演

を行った。12 月の日本建築学会九州支部

災害委員会市民企画講座災害フォーラム

「南海トラフ地震への対策・対応を改め

て問う」で基調講演を行った。また、同月

に三重県桑名市で開催されたみえ地震・

津波対策の日シンポジウムに現地でブー

ス出展を行ったが、令和２年と同様に新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

に最大限配慮した。参加者の人数を絞っ

た上で、当日の検温や消毒、接触確認アプ

リや自治体が提供するアプリなどへの活

用協力依頼を行うとともに、説明対応者

も催行可能な最小人数に限定した。出展

ブース自体にも飛沫防護フィルムを施す

など、ニューノーマル時代に柔軟に対応

した新しいスタイルの広報活動を実践で

きた。 

 

また、我が国全体の

防災科学技術に関す

る研究開発を推進す

るため、実大三次元震

動破壊実験施設（Ｅ－

ディフェンス）、大型

降雨実験施設、雪氷防

災実験施設等の先端

的研究施設の運用・共

用促進を行う。 

Ｅ－ディフェンス

について、効果的・効

・これまで実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ

－ディフェンス）、大型降雨実験施設、雪

氷防災実験施それぞれ独自に運用を行っ

ていた先端的研究施設に関し、先端的研

究施設利活用センターが性能評価や認証

手順の標準化を俯瞰的に進めることによ

り、防災科研が有する先端的研究施設の

利活用の促進、研究者及び技術者の養成

及び資質向上を推し進めた。その一環と

して、先端的研究施設の利活用とステー

クホルダーとのネットワーキングを推進

することを目的として共創シンポジウム
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率的な運用を行うと

共に、その安全・確実

な運用のため、施設・

設備・装置等の保守、

点検及び整備を着実

に実施する。 

また、共同研究や外

部研究機関等への施

設貸与によるＥ－デ

ィフェンスの活用を

促進するとともに、実

験データを外部研究

機関等へ提供する。さ

らに、関連する施設・

設備・装置等の改善、

改良及び実験技術の

向上など、地震減災研

究に関する研究基盤

機能の高度化に取り

組む。令和３年度に

は、Ｅ－ディフェンス

を安全・確実に運用す

るため、加振系装置、

制御系装置、油圧系装

置、高圧ガス製造設備

の定期点検と日常点

検を実施し、Ｅ－ディ

フェンスの効果的・効

率的な運用を行う。ま

た、Ｅ－ディフェンス

の施設・設備・装置等

の改善、改良及び性能

をオンラインで行い、防災関連分野の参

加者として 300 名余りを得て、今後の新

たの分野での利活用の拡大を図った。ま

た、新たな分野における標準化の第一歩

として、大型降雨実験施設における自動

運転関連スタートアップ企業との共同研

究の成果が、当該企業が Level3 の自動運

転の運行認可（国交省）を得るための一部

として使われるなど、防災分野のみなら

ず自動運転の評価手法の標準化というこ

れまで関連のなかった分野への広がりを

見せている。 
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向上に資するための

検討を進める。なお、

令和３年度における

施設の共用に関する

計画は以下のとおり

である。 

 

●Ｅ－ディフェンス 

共用件数：年間３件 

外部研究機関等に

よるＥ－ディフェン

スの活用促進として、

「首都圏を中心とし

たレジリエンス総合

力向上プロジェクト」

における非構造部材

を含む構造物の崩壊

余裕度に関するデー

タ収集・整備の実験を

実施する。また、民間

企業への施設貸与実

験２件、外部機関との

共同研究実験１件の

実施を予定している。

さらに、データ公開シ

ステムによる外部研

究機関等への実験デ

ータ提供を引き続き

実施すると共に、公開

予定日を迎える実験

データの開示を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

●Ｅ－ディフェンス 

・加振系装置、制御系装置、油圧系装置及び

高圧ガス製造設備の定期点検と日常点検

を実施し、Ｅ－ディフェンスの安全かつ

効果的・効率的な運用を行った。併せて、

日常点検やＥ－ディフェンス構内で行わ

れる各種工事への安全管理を確実に実施

し、平成 18年４月より継続されている無

災害記録は令和３年４月末には 240 万時

間に達した。また、Ｅ－ディフェンスの施

設・設備・装置等の改善、改良及び性能向

上に資するための検討を進めた。 

さらに、令和３年度は、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大予防のためのガイド

ラインに沿った対応と利用者の遵守によ

り、計画の実験を遅滞なく実施する事が

できた。 

 

・外部研究機関等によるＥ－ディフェンス

の活用促進として、「首都圏を中心とした

レジリエンス総合力向上プロジェクト」

における非構造部材を含む構造物の崩壊

余裕度に関するデータ収集・整備の実験

を実施した。また、民間企業への施設貸与

実験 3 件、外部機関との共同研究実験１
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 件を実施した。さらに、データ公開システ

ムによる外部研究機関等への実験データ

提供を引き続き実施すると共に、公開予

定日を迎える実験データの開示を進め

た。令和３年度に実験データ４件の開示

を行い、公開件数は 75件に達した。 

 

大型耐震実験施設、

大型降雨実験施設、雪

氷防災実験施設につ

いて効果的・効率的か

つ安全に運用し、幅広

い研究分野・領域で産

業界を含めた国内外

の外部研究機関との

共用を促進する。な

お、令和３年度におけ

る施設の共用に関す

る計画は以下のとお

りである。 

 

●大型耐震実験施設 

共用件数：年間６件 

外部研究機関等へ

の施設の共用として、

構造物等を対象とし

て、３件の施設貸与実

験及び３件の産学と

の共同研究実験の実

施を予定している。 

 

●大型降雨実験施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大型耐震実験施設 

・共同研究６件の目標とした利用実績を達

成した。また、大型耐震実験施設の安全な

運用が施設の経年劣化に伴う故障により

不可能となったことから、運用休止のた

めの適切な手続きを進めた。 

 

 

 

 

●大型降雨実験施設 
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共用件数：年間７件 

共用実験として施

設貸与実験４件、ま

た、共同研究実験３件

程度を計画中である。

さらに自体研究、普及

啓発のための実験を

行う予定である。 

 

●雪氷防災実験施設 

共用件数：年間 12 件 

大学や公的研究機

関との雪氷防災の基

礎研究に関する共同

研究 10 件、及び雪氷

対策技術の実用化に

関する民間企業への

施設貸与２件の実施

を予定している。 

 

・共同研究４件、施設貸与４件の利用実績を

あげた。 

 

・令和３年度は，悪天候下でのドローンの飛

行能評価や車載センサーの開発に係る実

験等に活用された。 

 

 

 

●雪氷防災実験施設 

・共同研究 14 件、施設貸与１件の利用実績

をあげた。 

 

・令和３年度は、屋根雪などに関する落雪災

害対策手法の検討のための実験や、様々

な構造物における着氷雪対策研究のため

の実験などを実施した。また、令和２年か

ら始まったフロン規制に対応するため

の、冷凍機の更新を進めた。 

 

（３）研究開発成果の

普及・知的財産の活

用促進 

 

①研究開発成果の普

及・知的財産の活用

促進 

 

防災科研で得られ

た研究成果を広く普

及させるため、シンポ

ジウムや研究成果発

（３）研究開発成果の

普及・知的財産の活

用促進 

 

①研究開発成果の普

及・知的財産の活用

促進 

 

防災科研で得られ

た研究成果を広く普

及させるため、シンポ

ジウムや研究成果発

○関係府省や地方公

共団体、民間企業等

のニーズを踏まえた

研究開発の推進や知

的財産権の活用は適

切になされている

か。 

 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果 

 

(３)研究開発成果の普及・知的財産の活用

促進 

 

 

①研究開発成果の普及・知的財産の活用促

進 

 

 

・令和４年２月に開催した成果発表会では、

コロナ禍で得た知見を基に、令和２年度

に続き、当日の会場参加に加え、研究者一

人ひとりによる成果発表（動画・ポスタ

（３）研究開発成果の普及・知的

財産の活用促進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果
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表会を開催するとと

もに、国内外における

学会・学術誌等で発

表・公表する。その際、

科学的な知見の発信

レベルの維持・向上の

ため、査読のある専門

誌及び SCI 対象誌等

の重要性の高い専門

誌での誌上発表や学

会等での口頭発表を

行う。 

研究開発成果の普

及に当たっては、国民

の安全・安心に直結す

るという防災科学技

術の特性を踏まえ、海

外展開も念頭に置き

ながら、広く成果が活

用されるよう知的財

産の取得・活用戦略・

管理等の方針を定め

た知的財産ポリシー

を新たに策定する。そ

の際、単に実施料収入

の観点だけでなく、我

が国の防災力の向上

に留意した質の高い

特許等の知的財産の

権利化や実施許諾等

に努める。さらに、先

端的研究施設等を利

用した試験結果に基

表会を開催するとと

もに、国内外における

学会・学術誌等で発

表・公表する。その際、

科学的な知見の発信

レベルの維持・向上の

ため、査読のある専門

誌及びSCI対象誌等の

重要性の高い専門誌

での誌上発表や学会

等での口頭発表を行

う。 

研究開発成果の普

及に当たっては、国民

の安全・安心に直結す

るという防災科学技

術の特性を踏まえ、海

外展開も念頭に置き

ながら、国際的動向も

踏まえ、広く成果が活

用されるよう特許、実

用新案、商標権等の知

的財産の取得・活用戦

略・管理等の方針を適

切に定めた知的財産

ポリシーを運用する。

その際、単に実施料収

入の観点だけでなく、

我が国の防災力の向

上に資する公益性の

高いものであること

に留意した質の高い

特許等の知的財産の

・知的財産等を活用

した成果の社会実

装に向けた取組の

進捗 

 

 

《モニタリング指

標》 

・共同研究・受託研

究件数 

 

・知的財産の出願件

数 

 

ー）の事前公開、当日のライブ配信及び事

後視聴可能なアーカイブ配信を行い、場

所・人数に制限なく参加・視聴できるハイ

ブリッド方式を導入した。当日の参加者

（約 700 名）及び事後視聴者（約 2,300 回

視聴：４月 15 日時点）を合わせて、広く

国民への周知を行うことができた。 

 

・査読のある専門誌及び SCI 対象誌等の重

要性の高い専門誌での誌上発表を 69 編、

国内外の学会等での発表を 233 件行い、

科学的、科学的知見の発信レベルの維持・

向上に努めた。また、防災科研の研究内容

を国内外に発信するため、Journal of 

Disaster Research（JDR）の防災科研特集

号を令和３年 10月に発行した。 

 

・研究開発成果の普及に当たって、知的財産

ポリシー（平成 29年３月制定）に基づき、

研究開発成果の性格、活用場面等を踏ま

え、特許権等の権利化、非権利化を判断し

た。また、特許権等の取得に当たっては、

社会・産業界のニーズを把握し、網羅的・

包括的な特許権の取得に努めた。一方、職

員等の知的財産に関する意識や知識の向

上に向けて、専門家による知的財産研修

の開催、知的財産関連資料の所内イント

ラへの掲載を行うとともに、取得した特

許については、研究所ホームページをは

じめ、独立行政法人工業所有権情報・研修

館の外部機関ホームページに特許情報を

掲載するなどして積極的な情報提供に努

めた。その結果、８件の特許出願、６件の

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、Ａ評

定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「研究開発成果の普及・知的財

産の活用促進」として、研究成

果の普及、防災科研への国民

の理解・信頼・支持の獲得を推

進した以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価でき

る。 

・「成果発表会」は、令和２年度

に続き、成果発表会当日の会

場参加者だけでなく、事前の

研究者による成果発表動画・

ポスター、当日のライブ配信

及び事後視聴可能なアーカイ

ブ配信を組み合わせ、より多

くの方に防災科研の成果を発

信するなど、広く国民へ研究

成果の普及を推進した。 

 

・ユーザーの視点にたったウェ

ブサイト改善に向けた体制整

備等が着実に進められるとと

もに、CMS の利用者増大は、特

定の者しかできない業務を減

らすという観点からも「健康

経営宣言」にも沿った取組と

なっており、また、所員の情報

発信意欲等の向上にも繋がる
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づき、性能・品質等を

検証するための仕組

みづくりの検討を行

う。また、ウェブ上の

公開等を通じ、民間企

業や地方公共団体等

を対象として潜在的

なニーズや連携対象

を積極的に発掘し、研

究開発に反映させる

ように努める。 

 

権利化や実施許諾等

に努めると共に、取得

したものについては

ホームページにおい

て公開する。 

また、防災科研の成

果の一層の普及のた

め、「科学技術・イノベ

ーション創出の活性

化に関する法律」（平

成 20 年法律第 63 号）

に基づき、新たに可能

となった成果活用事

業者への出資を活用

し、外部法人を設立す

る（再掲）とともに、

防災科研の研究成果

を基に、公的機関や民

間企業を含め幅広い

ステークホルダーの

防災に係る行動に役

立つ情報として外部

法人を通じて提供す

る「情報プロダクツ」

の開発や利活用を進

めるためのポリシー

や具体的な取り扱い

についても検討する。 

さらに、防災科学技

術の成果や災害情報

を集約及び展開でき

る情報基盤を活用す

ることにより知の統

特許登録、21 件の特許等の実施許諾（実

施料収入７百万円）があった。 

 

・さらに、先端的研究施設等を通じて、利用

者本位での利活用と産学官連携を推進

し、価値創出のための総合的な戦略作り

を行い、認証に向けた性能検証実験や標

準化への取組を行ってきた。 

Ｅ－ディフェンスでは、室内空間・機能を

対象とした地震災害軽減および被害判定

のための実験を行い、関係企業が集まっ

た研究会を設置し、ガイドライン作成等

に関して検討を行った。雪氷防災実験棟

では、雪害対策品の性能評価手法の標準

化については、学会等の関連業界を巻き

込み日本規格協会との検討を行った。大

型降雨実験施設では、耐水害技術の標準

化を進めるために、建材試験センター、建

築研究所、建築学会等を通じて標準化へ

の検討を行った。 

先端的研究施設の利活用とステークホル

ダーとのネットワーキングを推進するた

めに、共創シンポジウムをオンラインで

行い、防災関連分野の参加者として３０

０名余りを得た。全所的取り組みを行う

研究の場として「数理・シミュレーション

と予測を考える会」を運営し、月１回の会

合を行い横断的な活動を推進した。 

 

取り組みとなっている。 

 

・コロナ禍での蓄積と、情報発信

の内容に鑑みて、オンライン

だけでなく、対面も含めた効

果的な記者との対話の機会を

選択して設けていることで防

災科研の露出状況は増えてき

ている。また、民間企業との共

同発表、共同実験等を積極的

に実施し、報道発表等が取り

上げられ易いような情報発信

に努めたことで、これまで以

上に多数のテレビ・新聞等に

取り上げられている。 

 

①研究開発成果の普及・知的財

産の活用促進 

・「成果発表会」は、令和２年度

に続き、成果発表会当日の会

場参加者だけでなく、事前の

研究者による成果発表動画・

ポスター、当日のライブ配信

及び事後視聴可能なアーカイ

ブ配信を組み合わせ、より多

くの方に防災科研の成果を発

信するなど、広く国民へ研究

成果の普及を推進したこと

は、評価できる。 

 

・論文、学会等での発表、Journal 

of Disaster Research（JDR）

の防災科研特集号が多くの注
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合化を進めるととも

に、基盤的観測網、先

端的研究施設等によ

って得られたデータ

や研究成果に対して

デジタルオブジェク

ト 識 別 子

（ DOI:Digital Ob-

ject Identifier）の

付与により、当該デー

タ等を活用して他機

関が得た研究成果の

把握を可能とし、これ

らの成果に防災科研

が貢献していること

が社会から幅広く認

識できるようにする。 

これらに加えて、先

端的研究施設等の利

用者本位での利活用

を推進するため、各施

設において価値創出

のための総合的な戦

略作りを行うととも

に認証に向けた性能

検証実験や標準化へ

の取組みを推進する。

特に雪氷実験施設で

は、業界団体との連携

を基に、引き続き JIS

規格化への発展を目

指して、まずは業界標

準につながる成果を

目を集めたことにより、防災

科研の研究成果の普及に貢献

した。 

 

・特許等の出願・登録、新たな特

許等の実施許諾がなされ、知

的財産の活用が促進された。 

 

・標準化の推進のために日本規

格協会や建材試験センターな

どとの連携を推進した。 

 

・センター主催の共創シンポジ

ウムを行い、多くの参加者を

得ることができ、成果の普及

に貢献した。 
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創出する。また大型降

雨実験施設では、耐水

害技術に関して建築

系の業界団体と協働

して規格化に向けた

実験を行うための枠

組みの構築に向けて

協議する。このような

「基準認証の業界団

体等を入れて標準化

及び性能検証の仕組

みづくりに向けた取

り組み」を各施設にお

いても実践するため

ステークホルダーと

のネットワーキング

を強化と利用者の開

拓の視点を取り入れ

た利活用の仕組みを

構築する。 

さらに各実験施設

で実施される実験研

究とシミュレーショ

ン研究との連携を強

化するため、全所的取

り組みを行う研究の

場を作って横断的な

協働を推進する。 

出口戦略の強化の

ため先端的研究施設

等の利用の手続きや

成果等の情報を一元

化し、ユーザーがわか
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りやすく閲覧できる

WEB を活用したポータ

ルシステムの本年度

中の構築に向けて関

係部門や部署と協議

する。さらに、Ｅ－デ

ィフェンスの実験研

究の成果の利活用促

進のために実施して

いる検討を確実に進

めるとともに、利用者

にとって使いやすい

データ公開システム

の開発に向けて、プロ

トタイプとしてシミ

ュレーションと実験

データの比較を可能

とする機能を開発す

る。このほか、民間企

業の潜在的なニーズ

の発掘のため、関係す

る業界団体やステー

クホルダーとのコミ

ュニケーションを図

り、利活用の促進に向

けた活動のための連

携につなげるために

シンポジウム等効果

的な発信と対話の場

を設けることなどに

より、効果的な実験や

研究開発につなげる

ように努める。 
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②広報・アウトリーチ

活動の推進 

 

研究成果の普及、防

災科研への国民の理

解・信頼・支持の獲得、

国民の防災リテラシ

ーの向上を図るため、

防災科研の研究活動

や研究成果等につい

て、ウェブやテレビ・

新聞等の報道機関等

を通じた情報発信を

行う。その際、国民に

対し分かりやすい形

で情報発信するため、

ウェブの機能・コンテ

ンツの強化や取り上

げやすさを念頭にお

いた報道発表等に努

める。 

また、多様な媒体を

組み合わせた情報発

信を行うため、研究施

設の一般公開・見学者

の受入、一般市民を対

象としたシンポジウ

ムやワークショップ

の開催・所外のイベン

トへの参加、広報誌の

発行、防災教育のため

の講師派遣等も行う。 

②広報・アウトリーチ

活動の促進 

 

「生きる、を支える

科学技術」を目指す防

災科研に対する国民

の理解・信頼・支持を

得つつ、研究成果の普

及、国民の防災基礎力

の向上を図るため、防

災科研の研究活動や

研究成果、取組等につ

いて、ウェブやテレ

ビ・新聞等の報道機関

等も積極的に活用す

る。 

また、防災科研の組

織として、研究活動や

事業自体の魅力を高

め、幅広いステークホ

ルダーの防災はもと

よりレジリエントな

社会の構築にとって

防災科研が重要な機

関であるとの認識を

高めつつ、職員にとっ

て、誇りを持てる組織

となることを目的に

組織及び職員それぞ

れが行動しつづける

ブランディングの推

進を図ることとし、そ

○防災科研の活動に

関する国民の理解を

深めるため、多様な

手段を活用して情報

発信やアウトリーチ

活動に努めるなど、

社会から理解を得て

いく取組を積極的に

推進しているか。 

 

 

《評価指標》 

・研究活動・研究成

果の情報発信・ア

ウトリーチ活動の

成果 

 

・防災科学技術に関

する情報及び資料

の収集・整理・提供

に関する取組の成

課 

 

 

《モニタリング指

標》 

・シンポジウム・ワ

ークショップ開催

数 

 

・プレスリリース等

の件数 

②広報・アウトリーチ活動の促進 

 

 

・令和２年度から導入したCMS（コンテンツ・

マネジメント・システム）の所内利用を促

進し、所内のウェブ編集・更新担当者の拡

大を図った。また、防災科研公式ウェブサ

イト等へアナリティクスツールを導入す

ることで、客観的なサイト閲覧・訪問者デ

ータをもとに、ユーザー視点にたってサ

イト改善を図っていく体制の構築を行っ

た。 

 

・研究成果の発表やシンポジウム、公開実験

の案内等の報道発表・記者案内を 16 件実

施し、また、年４回の広報誌（防災科研ニ

ュース）及び財務情報と非財務情報をま

とめた「統合レポート 2020(完成版)」の

発行を行った。 

特に、研究成果の発表の際は、オンライン

での説明付き報道発表や、都内や支所に

出向いての対面型記者説明会を実施する

など、コロナ禍の経験を踏まえて、発表内

容・状況に適した記者との対話の場を設

けた。さらに、民間企業等との共同発表、

共同実験等を積極的に行い、その訴求力

を活かすことで、多数のテレビ・新聞に取

り上げられ、全国規模で当所の研究活動

の理解促進を図ることができた。 

 

・コロナ禍が続く中で、令和２年度に引き続

き、シンポジウム・ワークショップ等の開

②広報・アウトリーチ活動の促

進 

 

・ユーザーの視点にたったウェ

ブサイト改善に向けた体制整

備等が着実に進められるとと

もに、CMS の利用者増大は、特

定の者しかできない業務を減

らすという観点からも「健康

経営宣言」にも沿った取組と

なっており、また、所員の情報

発信意欲等の向上にも繋がる

取り組みとなっている。 

 

・コロナ禍での蓄積と、情報発信

の内容に鑑みて、オンライン

だけでなく、対面も含めた効

果的な記者との対話の機会を

選択して設けていることで防

災科研の露出状況は増えてき

ている。また、民間企業との共

同発表、共同実験等を積極的

に実施し、報道発表等が取り

上げられ易いような情報発信

に努めたことで、これまで以

上に多数のテレビ・新聞等に

取り上げられている。 

 

・夏の特別イベントは、情報発信

と研究活動への貢献の相乗効

果を意識したコンテンツ制作

を進めることができた。 
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さらに、基盤的地

震・火山観測網やＥ－

ディフェンス等によ

って得られたデータ

やそれらに基づく成

果が、我が国の安全・

安心に貢献している

ことが周知されるよ

うな取組を行う。 

の理念に基づく情報

発信及び双方向のコ

ミュニケーションを

促進する。 

具体的には、情報発

信を行う際は、研究成

果の普及、国民の防災

リテラシーの向上に

加え、外部機関との共

同研究・共創の取組の

促進も目指して、所内

外でワークショップ

を開催するほか、ウェ

ブの機能・コンテンツ

の強化、広報誌の発行

及び報道機関等の取

り上げやすさを念頭

においた報道発表な

ど、国民に対し分かり

やすい形での情報発

信に努める。 

また、「新たな生活

様式」を取り入れ、定

着させることを重視

し、ＩＣＴの積極的な

活用により、リモート

参加や双方向コミュ

ニケーションの方法

を柔軟に進め、一般市

民を対象としたシン

ポジウムやワークシ

ョップの開催・所外の

イベントへの参加、防

 

・論文数・口頭発表

件数等 

 

・公開ウェブの利便

性 

催数は35件と令和元年度と比べて減少し

ているが、リモートによる参加方式を加

えたことにより、個別のシンポジウム・ワ

ークショップにおける参加者は増加して

いる。（例：デ活シンポジウムは、令和元

年度と比べて約 1.3～1.5 倍） 

 

・令和３年度は、つくば市の小中学校の児童

生徒を対象とした“夏の特別イベント”

を８月末に開催し、それに向けて、つくば

市向けの教育支援コンテンツの開発を行

うとともに、イベントを通じて、ステーク

ホルダーの視点を研究開発活動にフィー

ドバックすることへとつなげた。 
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災教育普及のための

講師派遣等を実施し、

ステークホルダーの

視点を防災科研の研

究開発活動やブラン

ディング推進活動等

に活かす。さらに、国

際協力枠組みに関連

する会合の開催に合

わせて積極的に防災

科研の取組に関する

情報発信を行う。 

加えて、MOWLAS、気

象・雪氷に関するレー

ダー観測、Ｅ－ディフ

ェンス等によって得

られたデータやそれ

らに基づく研究成果

を、ウェブやシンポジ

ウム等を活用して、こ

れらが我が国の安全・

安心に貢献している

ことが周知されるよ

うな取組を行う。 

 

 

③災害情報のアーカ

イブ機能の強化 

 

防災科学技術の中

核的機関として、防災

科研の研究成果のみ

③災害情報のアーカ

イブ機能の強化 

 

防災科学技術の中

核的機関として、災

害時における組織間

 ③災害情報のアーカイブ機能の強化 

 

③災害情報のアーカイブ機能の

強化 

 

・SIP4D と連接するシステム

は、都道府県を中心に順調に

拡大している。 
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ならず、国内外の防災

科学技術に関する研

究や、様々な自然災害

に関する資料を収集・

整理して、データベー

ス化を進め、ウェブ等

を通じて研究者、防災

の専門家、一般市民等

へ効果的に提供する 

での状況認識の統一

や的確な災害対応及

び防災科学技術の研

究開発の発展に寄与

するべく、基盤的防

災情報流通ネットワ

ーク（SIP4D: Shared 

Information Plat-

form for Disaster 

Management）の研究

開発を進めるととも

に、防災科研の研究

成果のみならず、国

内外の防災科学技術

に関する研究や、

様々な自然災害に関

する資料を収集・整

理して、データベー

ス化を進め、防災ク

ロスビュー（元 NIED-

CRS）等、ウェブ等を

通じて行政等の災害

対応機関、研究者、

防災の専門家、一般

市民等へ効果的に提

供する。令和３年度

については以下の業

務を実施する。 

 

これを軸に、防災クロスビュ

ーによる常時情報発信、災害

情報のアーカイブも順次強化

されており、業務の加速化が

進められている。 

 

・SIP4D を基盤的な情

報流通ネットワー

クとして所内外で

・SIP4Dと外部システム連接については令和

２年度の成果を踏まえ、協定締結や、災害

対応における内閣府防災との連携を通じ
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活用できるよう研

究開発を進める。特

に外部機関との連

接の拡充に伴う処

理の安定化・高速化

に加えて、共通化デ

ー タ フ レ ー ム

（SIP4D-ZIP）によ

る簡便かつ汎用性

の高いデータ相互

運用技術の実証に

取り組む。 

 

て府省庁・都道府県・指定公共機関等の災

害対応機関との連接の拡充推進を継続し

た。令和３年度末の段階で、半数を超える

都道府県で SIP4D との連接にむけた具体

的な動き（SIP4D との連接を開始、連接機

能開発に着手、予算獲得や連接への技術

検討を開始等）があり、令和３年度は特に

都道府県との連接が大きく進捗した。 

 

・SIP4Dとの連接が完了している都道府県か

らは、汎用的なデータ交換方式である共

通化データフレーム（SIP4D-ZIP）に基づ

き災害時に情報共有を行い、令和３年８

月の大雨においては計10県からの避難所

情報が SIP4D の統合処理を経て共有を行

った。また、ISUT オペレーションツール

キットによる SIP4D の共有情報の自動反

映機能を用いることで、SIP4D とのシステ

ム連接がなされていない機関において

も、最新の避難所状況を ISUT-SITE を通

じ活用できる環境を構築した。 

 

・SIP 第２期の課題「ビッグデータ・AI を活

用したサイバー空間基盤技術」の分野間

連携基盤と SIP4D 本環境との連接試験を

実施し、SIP4D の活用による防災分野と他

分野のデータ連携において実システム同

士のデータ連携が可能であることを実証

した。 

 

・総合防災情報センタ

ーを中核とし、ICT

・総合防災情報センター統合運用室では、研

究推進及び災害対応に役立つ情報基盤の
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統括室、広報・ブラ

ンディング推進課

を始め所内各研究

部門、センター、プ

ロジェクト、課室等

と全所的な連携を

進め、基礎研究及び

基盤的研究開発を

促進する共通のデ

ータ基盤の構築、並

びに研究成果に関

する情報のデータ

ベース化・共用・統

合発信を加速する

とともに、防災科学

知の統合に向けた

取組を推進する。ま

た、「自然災害ハザ

ード・リスク評価に

関する研究」と連携

し、災害資料アーカ

イブの構築と災害

資料集約手順の SOP

化を進める。 

 

NIED-GeoDB について、情報プロダクツ及

び情報レイヤーの登録数を 221 増やし総

計 414 とした。また、これまでに整備した

電子地図、衛星写真について継続すると

ともに、新たに道路網のデジタルデータ

の調達を、共同研究先とも共有可能かつ

災害対応時に一般公開可能な契約に基づ

き、実施した。令和３年 10 月の阿蘇山噴

火対応においては、事前に登録した火山

防災マップを防災クロスビューへ迅速に

掲載することができた。さらに、Ｅ－ディ

フェンスの実験データ公開システム

（ASEBI）と火山防災研究部門におけるデ

ータ管理状況を把握し、データ資産の共

有・利活用促進の検討を行い、防災科研デ

ジタルライブラリ構築の推進のために有

益となる知見を得た。また、令和３年度に

設立された出資法人における情報プロダ

クツ利用モデルを通じ、所外における情

報プロダクツの利活用について検討し、

情報プロダクツの外部利用に関わる今後

の検討課題が把握された。情報プロダク

ツの統合的な発信に向けた戦略・計画策

定について、広報・ブランディング推進課

と連携し、検討を開始した。 

 

・防災科研の研究成果等を社会に公開・提供

するプラットフォームとして、防災科研

機関リポジトリ（NIED-IR）の整備を行っ

た。防災科学技術研究所機関リポジトリ

構築・運用要領を定め、運用体制を確立し

た。防災科研刊行物については、令和３年
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度は研究資料 12件、研究報告１件、主要

災害調査 34 件と、研究データ６件、合計

53 件を登録した。研究成果以外の登録も

推進すべく、講演資料５点、広報・ブラン

ディング推進課による防災科研ニュース

27 件、首都圏レジリエンス研究プロジェ

クトによる報告書５件が登録された。

NIED-IR で公開された資料等の閲覧数は

令和２年度の 216,604 回から令和３年度

は 335,659 回に増加、ダウンロード数は

令和２年度 81,766 回から令和３年度

182,903 回に増加となり、閲覧数は約 1.5

倍、ダウンロード数は約 2.2 倍となった。

また、成果の登録・公開を迅速化・多様化

する観点も踏まえて NIED-IR 運用要領を

制定し、NIED-IR に対する資料の登録者の

指定、登録者用のマニュアル作成を行っ

た。 

 

・災害発生時に爆発的に増える災害対応資

料及び膨大な現地調査写真は、平時の一

般資料に比べて数が非常に多く、アーカ

イブは困難であった。今年度はこの課題

解消に向けた第一歩として、これら資料

の収集、メタデータ検討、ファイル命名規

則、共有といったアーカイブに到るまで

の個々のプロセスにおける技術的な検討

に着手し、SOP 化を視野に入れた作業フロ

ーを構築した。災害対応資料アーカイブ

については、資料収集と同時に研究に活

用できるデータ整理も視野に入れて都道

府県・自治体等の被害報や会議資料等の
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資料を収集した。次に、取得した資料のメ

タデータの入力方法の検討と、資料ごと

の発行状況の可視化を通じた整理手法の

構築を行った。災害写真アーカイブにつ

いては、災害発生直後から現地の変化を

経時的に記録することをテーマに据え

て、令和３年度には自然災害情報室の職

員が「平成30年西日本豪雨３年後調査（岡

山県）」と「平成 28年熊本地震５年後調査

(熊本県)」の２件の調査を行った。現地調

査写真のアーカイブに必要なメタデータ

の検討のみならず、災害直後の災害全体

像の速報的な共有も視野に入れて、現地

調査中に Web-GIS で現地調査写真と調査

経路を迅速に共有する作業フローの構築

を行った。３回の現地調査で得られた知

見をフィードバックし、作業フロー全体

の修正を行った。これらを通し、災害対応

資料、災害調査写真のそれぞれについて、

令和３年度以降につながる知見を得た。 

 

・防災科学技術に関する資料のアーカイブ

構築を目的として、関連する図書、災害記

録、学術論文、地図、統計等の情報及び資

料 4,246 点を収集し、総蔵書数は 118,961

点となった。また、防災基礎力の向上に資

する資料として重点的に収集を行ってい

る防災教育コレクションについては新た

に 99 点を収集し、総蔵書数は 2,484 点と

なった。防災教育コレクションについて

は、2022 年１月刊行の広報誌「防災科研

ニュース」No.215 号で紹介し、所外への
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アピールを行った。外国雑誌については、

所内研究者の要望に基づき図書資料委員

会の検討結果を受けて、年間購読タイト

ル 61 誌と１パッケージを購入した。購入

に際し、経費削減を図るために PPV 等を

利用するなど購入方法を最適化し、令和

４年度は利用の少ない４タイトルの購読

を中止することで 180 万円の予算を削減

できる見込みとなった。令和３年度に発

生した災害については被災地域の地方紙

（令和３年７月１日からの大雨(熱海市

伊豆山土砂災害)：熱海新聞、静岡新聞、

中日新聞、令和３年８月11日からの大雨：

佐賀新聞、西日本新聞）を収集し、自然災

害情報室閲覧室で供覧した。 

 

・収集した資料は、OPAC（オンライン蔵書目

録）に登録することで所内外での利用が

可能となる。登録には、自然災害情報室が

独自に整備した防災科学技術に最適化さ

れた資料メタデータを使用し、令和３年

度は OPAC の登録対象となる資料 2,244 点

を登録した。電子資源へのアクセスを円

滑化するために、OPAC の検索結果に目的

の資料へのリンクを追加する機能を実装

した。また、メタデータと実物の対応の確

認として、３日間の閉室期間を設け蔵書

点検を実施した。 

 

・所蔵資料の国内外での幅広い利活用、及び

新型コロナウイルス流行下における非接

触で安全な災害・防災資料の提供のため
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に、防災科研が独自に所有する貴重な資

料を中心として、所蔵資料のデジタル化

の推進が求められている。加えて、既存資

料の長期保存の観点から、劣化防止対策

も同時並行で行う必要がある。そこで貴

重資料として絵図１点を高解像度でデジ

タルデータ化し、劣化防止対策として資

料の裏打ち・しわのばし等の対処を行っ

た。また、資料保存のための環境整備（温

湿度管理・カビ防止対策）を継続して実施

した。 

 

・収集した情報及び資料は自然災害情報室

で供覧し、入室者数は所内 292 名、所外 54

名、貸出冊数は 420 冊、複写冊数は 130 冊

であった。なお、新型コロナウイルス流行

下であっても、サービス提供が維持出来

るよう努め、利用者が安全に資料や施設

の利用ができるよう、所外からの来室者

情報の記録、事前連絡制による滞在時間

の短縮化、定期的な換気や消毒などの新

型コロナウイルス感染症対策を継続して

実施した。 

 

・自然災害情報室の Web サイトで紹介して

いる所蔵資料や公開している画像・動画

データ、その他文献に関する問い合わせ

は所内 221 件、所外 60件であった。さら

に、業務効率化の試みとして所内からの

「資料取り寄せ依頼」をオンライン手続

化し、令和３年７月より運用を開始、７件

の依頼があった。問い合わせ資料に対し、
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オンラインや外部からの入手方法を案内

し、提供した。 

 

・外国雑誌の提供について、令和２年度に引

き続き新型コロナウイルス対策として接

触する機会を減らすため、文献の依頼が

あった場合には積極的に PPV を利用する

などして非接触（電子データなど）での提

供を優先した（PPV 提供 41 件）。また、テ

レワーク時など所外からでも電子ジャー

ナルアクセスや文献の入手ができるよ

う、所内掲示板（2021 年７月掲載）や、所

内研修会（2021 年 11 月、12 月、2022 年

２月開催）を活用し、積極的に利用方法や

問い合わせ方法を周知した。 

 

・防災科研研究成果の公開媒体として、研究

報告１冊（86 号）、研究資料 12 冊（462 号

～473 号）、主要災害調査２冊（59 号：2021

年 2 月福島県沖および３月宮城県沖の地

震被害調査報告、60 号：令和２年７月豪

雨調査報告）を編集・刊行した。なお、令

和３年度より冊子印刷部数を削減し機関

リポジトリによるオンライン刊行への切

替を実施、印刷及び冊子送付に伴うコス

トを削減した。刊行物公開についても業

務効率化を進めるため、これまで押印ベ

ースで進めていた原稿提出や承認手続き

をオンライン手続化することで、投稿か

ら研究成果公開までの迅速化を実現し

た。 
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・利用者の求めに応じ、NACSIS-ILL など図

書館間連携を利用した資料提供を42件実

施した。 

 

・図書館等連携として、国立国会図書館、国

立情報学研究所、防災専門図書館、独立行

政法人図書館コンソーシアム、国立研究

開発法人協議会、松代地震センター、災害

資料アーカイブ機関と資料に関する情報

交換を行った。国立国会図書館の東日本

大震災アーカイブ「ひなぎく」に対してデ

ータ連携として、震災 10 年企画展の展示

資料データ（動画１点・画像 49 点）を提

供した。 

 

・令和２年度に引き続き図書館・研究機関等

30 機関が参加する「被災地図書館メーリ

ングリスト」のホストとしてこれを運用

し、災害アーカイブ運営に関する知見を

共有・蓄積する情報交換の場を提供した。 

 

・被災経験の継承、知見の普及活動を目的と

した連携イベントとして下記３件を実施

した。 

①東日本大震災アーカイブワークショッ

プにおける震災記録に関する継続的な

情報交換。また、震災 10 年企画展「10

万冊が語りかける東日本大震災」にお

ける、ワークショップ参加機関が所蔵

する災害アーカイブ書棚ポスターの展

示 

②日本ジオパークネットワーク(JGN)と



64 

の台風災害共同展示「気象災害大国 

日本」（於：磐梯山噴火記念館） 

③図書館総合展 ONLINE plus に出展し、

東日本大震災アーカイブ担当者インタ

ビューなど動画 21本と災害アーカイブ

機関 37 機関の紹介パネルを公開。サテ

ライト会場では①で使用した書棚ポス

ターの一部を展示。開催期間中の Webペ

ージ総閲覧数は 1,535 回、公開した動画

の再生回数は 1,820 回。開催終了後もア

ーカイブとして公開を継続 

 

・令和２年度に実施した「新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）×災害時避難に関す

る情報集約サイトβ版（i-DESC）」におい

て中央省庁・都道府県・市区町村・マスメ

ディア・研究機関等から発信されている

COVID-19 下の災害時避難に関する情報を

集約した情報データベースを活用し、情

報発信の実態および社会的傾向に関する

データマイニング手法を用いた分析を行

った。その結果、内閣府・消防庁・厚生労

働省の通知に基づき、都道府県および市

区町村の多くが住民に対して、出水期に

向けたCOVID-19下での災害時避難に関す

る情報発信を実施しているが、情報発信

のタイミングや内容にばらつきがあるこ

とが明らかになった。例えば、豪雨等によ

る一時的な危険を回避するための行動

（生存避難）のみを呼び掛けている自治

体もあれば、避難後を想定し避難所等に

おける生活基盤の確保（生活避難）まで言
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及する自治体もあった。また、規模の小さ

い自治体では Web サイトを通じた情報発

信があまり見られず、広報誌などを通じ

て住民に呼びかけている事例も見られ

た。さらに、マスメディア等から収集した

Web 記事のテキストマイニング分析では、

2020年４月～12月を５つのフェーズに分

けて考察したところ、当初は特出した頻

出語が見られないものの、出水期直前に

は「マスク」や「スペース」などの文言の

出現頻度が増えること、その後のフェー

ズでは令和２年７月豪雨の発生を踏まえ

て「施設」「運営」「設置」「体調」「段ボー

ル」といった用語の出現頻度が増えるこ

とが明らかになった。こうした社会的傾

向の分析がテキストマイニング等から定

量的に把握できることで、社会的関心に

応じた迅速な課題解決へとつなげていく

可能性が示された。これらの分析結果に

ついては国際誌および国内学術誌にそれ

ぞれ１編の論文が掲載された。 

 

・災害時には、所内外

の活動と密に連携

し、SIP4D 等を活用

した情報集約に努

める。また防災クロ

スビュー等を構築・

開設し、広く一般へ

の情報提供と、行政

等の災害対応機関

への情報支援を行

・警戒段階から提供する防災クロスビュー

と、発災後に提供する防災クロスビュー

の公開・運用を実施した。警戒段階から提

供する防災クロスビューとして「気象災

害版 2021」を公開し、出水期には大雨の

稀さ情報、類似台風経路などの大雨・洪水

の警戒の対応に資する情報（計 47 種）、冬

期には積雪深推定、「雪おろシグナル」な

どの雪氷災害の警戒に資する情報（計 17

種）の発信を行った。発災後に提供する防
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う。 災クロスビューの運用として「令和３年

７月１日からの大雨」、「令和３年７月 10

日九州南部大雨特別警報」、「令和３年８

月の大雨」、「令和３年阿蘇山の火山活動」

の４つの防災クロスビューを開設し運用

した。 

 

・令和３年度は、特にリアルタイム情報のア

ーカイブに重点を置いた運用を行った。

特定時点における災害事象を再現するた

めの仕組みとして、実効雨量などのデー

タをアーカイブし、再現プロダクツとし

て生成・公開し振り返ることが可能な時

空間情報再現技術を開発した。これを令

和３年７月１日からの大雨(熱海市伊豆

山土砂災害)および令和３年８月 11 日か

らの大雨に関する防災クロスビューの実

災害に適用し、８種のリアルタイム情報

について再現プロダクツを生成・公開し

た。 

 

・防災クロスビューの Twitter アカウント

を継続運用し、災害時や新規コンテンツ

追加時などに積極的に実施した。フォロ

ワー数は昨年度末比約 300 アカウント増

加し 8,331 となり、継続的な情報発信力

を保持した。 

 

・災害対応機関（府省庁、指定公共機関、都

道府県、市町村）に対して限定公開を行う

ISUT-SITE を２つの災害（令和３年７月１

日からの大雨、令和３年８月の大雨、令和
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４年３月１６日の福島県沖の地震）にお

いて開設し、継続的に運用した。 

 

・情報プロダクツの安定供給・品質確保に向

け、プロダクツ生成手順と各プロダクツ

の設定に必要となる設定値等を整理し、

SOP 化を進めた。所内の危機管理文書体系

における本 SOP の位置付けを整理すると

ともに、情報統合班の作業手順の枠組を、

「業務の流れ」を定める SOP、具体作業を

定めるアクションカード、詳細作業や様

式を示す各種作業手引・様式の３つに分

け、本 SOP の中で位置付けを明確にした。

昨年度より運用を開始した「アクション

カード」については、訓練・災害を通じた

改善により、定型業務の内容やフレーム

に関する課題抽出、改善を図った。また、

部署間協業による情報プロダクツ発信の

強化を行った。風水害では、類似台風経路

などの、警戒段階から必要な情報のテン

プレートを拡充し、警戒段階から情報発

信を可能とした。火山災害、雪氷災害にお

いても迅速に情報発信ができるように、

各担当部署と平時より連携し、災害発生

時の対応手順の明確化及び明文化を実施

した。 

 

・情報プロダクツの発信状況や、防災科研の

災害対応状況を記録し、発信方法・対応方

法の振り返りと改善を行うことを目的

に、防災クロスビューの掲載状況、及び対

応者間のチャットやメールの履歴を自動
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的に取得・記録するシステムを構築した。

このシステムを用いて、令和４年度の出

水期に向け、訓練や実践の対応の記録を

自動取得し、事後評価できる準備を整え

た。 

 

・ISUT-SITE の運用において、研究開発中で

あっても災害時に有用となりうるプロダ

クツを検証・協議できる場（通称「ISUT-

Lab.」)を構築した。本枠組みで内閣府（防

災担当）の職員と研究者の間で検討を踏

まえた情報プロダクツについては、ISUT-

SITE へ反映できる環境を整備した。この

枠組みを踏まえて、内閣府（防災担当）の

職員と研究者の間で、気象庁が発表する

警戒情報と市区町村が発表する避難情報

のクロス判定をリアルタイムで実行する

技術開発などが行われるなど、研究者と

行政担当者が研究開発内容を検討する場

を創出した。 

 

(４）研究開発の国際

的な展開 

 

我が国の防災科学

技術の研究開発及び

情報の受発信の中核

的機関として、海外の

研究機関・国際機関と

の共同研究や協定、国

際共著論文の発表等

による連携を推進し、

(４）研究開発の国際

的な展開 

 

我が国の防災科学

技術の研究開発及び

情報の受発信の中核

的機関として、海外の

研究機関・国際機関と

の共同研究や協定、国

際共著論文の発表等

による連携を推進し、

○防災科研及び我が

国の国際的な位置づ

けの向上に向けた研

究の促進が図られて

いるか。 

 

 

《評価指標》 

・海外の研究機関・

国際機関等との連

携による成果 

（４）研究開発の国際的な展開 

 

 

・国際的なネットワークの強化については

IRDR での国際協力を推進するため、日本

の活動主体となる防災減災連携研究ハブ

の事務局機能を強化し、国際的活動の支援

を効果的に実施した。５月に IRDR プレセ

ッションの開催を支援し、林理事長が

IRDR 日本国内委員会の委員長として議長

を務め「オンライン・シンセシス・システ

(４）研究開発の国際的な展開 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果
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国際的なネットワー

クの強化、防災科学技

術の海外展開への取

組を通じて、防災科研

及び我が国の国際的

な位置づけの向上を

図る。 

このため、アジア・

太平洋地域の地震観

測網を活用した津波

予測システムの開発、

WOVO（World Organi-

zation of Volcano 

Observatories）との

連携に基づく火山観

測データに関する国

際データベースの充

実・共有化の推進、国

際 NPO 法 人 GEM 

(Global Earthquake 

Model)との連携に基

づく国際的な地震ハ

ザード評価、リスク評

価手法の開発とその

標準化等の取組を引

き続き推進する。ま

た、2015 年４月ネパー

ル地震において実施

した現地災害調査の

実績を踏まえ、海外で

発生した災害に対し

ても被災地に貢献で

きる取組を実施する。

国際的なネットワー

クの強化、防災科学技

術の海外展開への取

組を通じて、防災科研

及び我が国の国際的

な位置づけの向上を

図る。 

このため、アジア・

太平洋地域の地震観

測網を活用した津波

予測システムの開発、

WOVO（World Organi-

zation of Volcano 

Observatories）との

連携に基づく火山観

測データに関する国

際データベースの充

実・共有化の推進、西

太平洋地域等におけ

る各機関との地震観

測データ共有による

地震カタログ整備及

び津波予測精度の向

上、雪氷防災実験施設

を用いた国際共同研

究を進める。また、国

際 NPO 法 人 GEM 

(Global Earthquake 

Model) と引き続き連

携するとともに、TEM

（Taiwan Earthquake 

Model）、GNS（ニュージ

ーランド）とのワーク

 

 

《モニタリング指

標》 

・海外の研究機関・

国際機関等との共

同研究件数 

 

・海外からの研修生

等の受入数 

 

・論文数・口頭発表

件数等（国際）、

TOP10%論文数 

 

ム（OSS）の確立とファシリテーター育成」

を中心に防災減災連携研究ハブのメンバ

ーによる講演と国際的に活躍する研究者

や実務者とのパネルディスカッションを

実施した。本プレセッションおよび６月の

IRDR 国際会議で、防災減災連携研究ハブ

を活動基盤とし IRDR の活動を牽引する拠

点 と な る 日 本 の IRDR ICoE 

（International Center of Excellence）

の設立を提案し、10月の IRDR 科学委員会

で ICoE-Coherence として承認された。12

月には日本 ICoE の初の活動として ICoE

台北と共催で OSS とファシリテーターに

関する人材育成オンラインセミナーを実

施し、防災科研から林理事長の他、研究者

２名が講師として参加した。 

 

・海外との共同研究等の実施に関して、

WOVO, SCEC、WMO (世界気象機関)等との

データ連携協力を推進した。 

 

・雪氷研究についてはいずれもオンライン

会議を活用し、協力覚書を締結している

イタリア共和国国際環境モニタリングセ

ンター(CIMA)とは雪氷モデルのデータの

授受と協議を実施した。スイス連邦雪・雪

崩研究所(SLF)とは積雪変質モデル

(SNOWPACK)改良に取り組んだ。さらに、ノ

ルウェー北極大学が主催する着氷・着雪

に関する研究及び対策技術の開発のため

の研究コンソーシアムの形成を目的とす

る国際着氷研究プロジェクトにおいて

は、令和４年度以降の他国機関への滞在

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、Ａ評

定とする。 

 

○「研究開発の国際的な展開」と

して、新型コロナウイルス感

染症の感染が拡大する中、海

外の研究機関等との連携を推

進した以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価でき

る。 

・日本の IRDR ICoE の設立によ

り、災害リスク統合研究にお

ける国際的なネットワークの

強化と我が国の国際的な位置

づけの向上に貢献するととも

に、国際発信を強化した。本

IRDR ICoE の事務局を防災科

研が努めることにより、日本

の防災科学技術研究の中核的

機関として、我が国政府およ

び国内の防災関連機関と連

携・協力して、グローバルな課

題に関する研究を推進できる

体制構築に尽力した。 

 

・新型コロナウイルス感染症の

感染拡大により国境を越える

往来が制限される中、オンラ

インツールを活用した国際会

議やワークショップ等を積極

的に開催することにより、海

外との研究協力を推進した。 
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さらに、国際シンポジ

ウムの開催、海外から

の人材・視察の受け入

れ等に取り組む。 

また、国際的な研究開

発動向や防災に関す

る国際協力のニーズ

を踏まえ、企業も含め

新たな協力連携相手

の開拓に努めるとと

もに、防災科学技術に

関する国際共同研究

及び技術の海外展開

のための事業を推進

する。 

 

ショップを開催し、ア

ジア・環太平洋地域で

の研究交流を進め、

SCEC（南カリフォルニ

ア地震センター）との

連携を図り、地震ハザ

ード・リスク評価の国

際展開を行う。 

また、海外で発生し

た災害に対しても被

災地に貢献できる取

組を実施し、国際シン

ポジウム等の開催や

参加、海外からの人

材・視察の受け入れ等

に取り組む。 

また、国際的な研究

開発動向や防災に関

する国際協力のニー

ズを踏まえ、企業も含

め新たな協力連携相

手の開拓に努めると

ともに、防災科学技術

に関する国際共同研

究及び技術の海外展

開のための事業を推

進し、その一環とし

て、米国テキサス大学

宇宙開発センターと

連携し、衛星データの

災害対応における活

用方策の検討を進め

る。 

による研究交流に向けて各国研究の進捗

状況についての情報交換を行った。 

 

・地震ハザード・リスク評価の国際展開とし

ては、６月と 12 月に開催された GEM の運

営委員会に出席し、ハザード・リスクのモ

デリング作業に関する技術支援等につい

て議論を行った。12 月には、令和 2 年度

に新型コロナウィルスの感染拡大により

延期となった日本・台湾・ニュージーラン

ドの地震ハザード評価に関するワークシ

ョップをオンライン開催し、情報共有を

行った。 

 

・米国テキサス大学オースティン校宇宙研

究センターとの衛星データの防災利用に

向けた研究開発については令和４年度に

向けて研究進捗の共有等を行うイベント

を検討中である。 

 

・Ｅ－ディフェンスが協力協定を締結して

いる米国 Natural Hazards Engineering 

Research Infrastructure （NHERI）と、

Ｅ－ディフェンスを活用した研究に係る

検討会議を実施し、令和４年度のワークシ

ョップの開催準備に取り組んだ。 

 

・11 月には協力覚書を締結している韓国気

象庁レーダーセンター主催の国際会議に

オンラインで参加、基調講演を行うととも

に、気象レーダーの利活用について意見交

換を行った。また、令和４年度に予定して

いる合同ワークショップに向け、研究成果

 

・国際シンポジウムについては

筑波会議スペシャルセッショ

ンの企画・開催により、防災科

研のレジリエンス向上に向け

た幅広い研究や取組を広く発

信した。その他、研究発表や講

演等を積極的に実施し、防災

科研の取組を含めた防災関連

情報の国際発信を強化した。 

 

・第 17 回世界地震工学会議の現

地展示を行うことにより、関

係者との連携強化及びプレゼ

ンスの向上に寄与した。 

 

・JICA 等の海外からの研修に関

してもコロナ禍にも関わらず

積極的に貢献し、オンライン

での研修を行うとともに、見

学ができるように研修時期を

ずらして実施した。 

 

・クロアチアで発生した地震に

対して被災地の Build Back 

Better(より良い復興)に貢献

する左記の取組に加え、駐ク

ロアチア日本大使館も含めた

中長期的な支援に向けての議

論等を継続的に実施した。 

 

・台湾の国家災害防救科技セン

ター(NCDR)との協力について
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さらに、台湾の国家

災害防救科技センタ

ー(NCDR)と、防災に関

する共同研究、情報交

換、年次ワークショッ

プ開催等の協力を行

う。 

なお、これらの実施

については、COVID-19

に係る水際対策の状

況を注視し、必要に応

じてオンラインを活

用して非対面で行う

こととし、国境をまた

ぐ往来が困難な情勢

下でも、積極的に研究

開発の国際的な展開

を図る。 

に関する情報交換を継続した。 

 

・国際シンポジウム開催については９月に

開催された筑波会議2021において防災科

研の企画でスペシャルセッション「首都

圏のレジリエンス」を主催し、防災科研他

の若手研究者と民間企業の経営者による

プレゼンテーションとパネルディスカッ

ションをオンラインとのハイブリット形

式で行った他、ダイジェスト版アーカイ

ブ動画を配信した。発表や講演を実施し

た国際シンポジウムとして、日本地球惑

星科学連合 2021 年大会（JpGU Meeting 

2021）が５月末からオンライン方式で開

催され、防災レジリエンスの強化をテー

マとするセッションで講演とディスカッ

ション等を行うとともに専用サイトで

MOWLAS の紹介を実施した。また９月末か

らハイブリッド形式で開催された第17回

世界地震工学会議に現地（仙台市）および

オンラインで参加し、地震津波工学に関

する研究発表の他、展示ブースでも防災

科研の地震研究の取組を紹介した。さら

に、10月にオンラインで開催された第 18

回 STS（Science and Technology in So-

ciety）フォーラムに参加し、関連行事で

ある第10回世界研究機関長会議では林理

事長が科学技術によるレジリエントな社

会への貢献に関する基調講演を行った。 

 

・海外からの研修に関しては、５月及び１月

にJICA水災害軽減研修をオンライン形式

で実施し、水・土砂防災研究部門の取組や

は、ワークショップ開催の他、

オンライン会議を重ね継続的

な研究交流を実施した。 

 

・統合レポート英語版の作成や

英語版 HPの拡充を行うなど、

国際的な理解とプレゼンスの

向上のため、海外への情報発

信を強化した。 

 

・所内向け国際展開ワークショ

ップを開催し、課題や潜在的

な需要を抽出し、今後の取組

を展望した。 

 

・所内の外国人研究者に対する

支援の強化として、重要な事

務連絡（メール、ガルーンな

ど）や文書・様式（規定、NISE

など）の英訳を作成し、該当者

に周知した。 
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大型降雨実験施設の紹介を行った。７月

にはJICA国際地震工学研修をオンライン

講義と大型耐震実験施設見学で実施し

た。さらに 11 月には JICA 中央アジア・コ

ーカサス総合防災研修を、地震のメカニ

ズムについての動画配信形式で実施する

など人材育成の観点からオンライン研修

の受入れを継続した。 

 

・防災に関する国際協力については、平成30

年度に開始された SATREPS 事業「産業集

積地におけるArea-BCMの構築を通じた地

域レジリエンスの強化」プロジェクトに

て、対象国のタイ国において水害リスク

のある地域の各主体が協働して地域全体

の BCM 運用体制を確立・展開することを

目指し、タイのチュラロンコン大学等と

ともに、事業間相互依存リスクを考慮し

たタイ国工業集積地におけるビジネスイ

ンパクト分析（BIA）可視化ツールキット

の高度化を図るため、工業団地運営会社

からインフラに関する情報を収集した。

また、令和２年度からのクロアチア共和

国の震災復興に向けた協力の一環として

フラスティッチ駐日クロアチア大使をつ

くば本所（７月）とＥ－ディフェンス（10

月）に迎え、大型実験施設と地震防災に関

する取組等を幅広く紹介するとともに、

長期的な協力関係構築について協議を行

った。また、クロアチア国営放送(HRT) の

取材に応じ、MOWLAS や大型降雨実験施設

をはじめとする防災科研の取組が同国の

テレビで紹介された。9月には世界銀行が
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支援するバングラデシュ首都開発庁の災

害リスク軽減に関するオンラインセミナ

ーで、Ｅ－ディフェンス実験による地震

工学研究および SIP4D をはじめとする防

災情報プラットフォームについて講演を

実施した。 

 

・台湾の国家災害防救科技センター(NCDR)

との協力については、９月に NCDR が技術

的協力を行うGCTFグローバル協力訓練枠

組の国土強靭化をテーマとするバーチャ

ルワークショップにおいて理事長が講演

を行ったのをはじめ「OSS とファシリテー

ター」他のテーマについて継続的な研究

交流を進めた。 

 

・2020 年統合レポートの英語版作成や英語

版HPの拡充を行うなど防災科研の取組に

ついて海外への情報発信を強化した。 

 

（５）人材育成 

 

防災科研は、我が国

の防災科学技術の発

展を通じて国及び国

民の安全・安心の確保

に貢献するため、防災

科研内外の研究者等

の養成・資質向上のみ

ならず、地方公共団体

や地域の防災リーダ

ー等広く防災に携わ

る人材の養成・資質向

（５）人材育成 

 

防災科研は、我が国

の防災科学技術の発

展を通じて国及び国

民の安全・安心の確保

に貢献するため、防災

科研内外の研究者等

の養成・資質向上のみ

ならず、地方公共団体

や地域の防災リーダ

ー等広く防災に携わ

る人材の養成・資質向

○防災に携わる人材

の養成や資質の向上

に資する取組が推進

されているか。 

 

 

《評価指標》 

・人材育成のための

取組の成果 

 

 

《モニタリング指

標》 

（５）人材育成 

 

・連携大学院制度による大学院生を３名受

入、協働大学院制度による大学院生を５

名受入、研究員・研修生 11 名、また、イ

ンターンシップ制度により９名を受け入

れた。 

 

・クロスアポイントメント制度では、大学

等から 13人を受け入れ、研究者間の共

同の推進に努めた。 

 

・レジリエントな社会の実現を目指し、企

（５）人材育成 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」

に向けて成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされて

いるため、Ａ評定とする。 
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上等に取り組む。 

具体的には、連携大

学院制度やインター

ンシップ制度を活用

した内外からの優秀

な大学生・大学院生の

積極的な受け入れ、ク

ロスアポイントメン

ト制度・人事交流等を

通じた研究者間の協

働の推進及び地方公

共団体や地域の防災

実務担当者を対象と

した受入・研修プログ

ラムを開設するとと

もに、これらの者の防

災実務及び研究開発

現場での協働の推進

を通じ、人材の育成や

資質の向上に取り組

む。 

さらに、将来の防災

科学技術を担う人材

の裾野を広げるとと

もに、国民全体の防災

リテラシー向上を図

るため、教育機関や地

方公共団体、NPO 法人

等を対象として、防災

教育のための講師派

遣・研修等にも着実に

取り組む。 

上等に取り組む。 

具体的には、連携大

学院制度、インターン

シップ制度等を活用

した内外からの優秀

な大学生・大学院生の

積極的な受け入れ、ク

ロスアポイントメン

ト制度・人事交流等を

通じた研究者間の協

働の推進及び地方公

共団体や地域の防災

実務担当者を対象と

した受入・研修プログ

ラムを開設するとと

もに、これらの者の防

災実務及び研究開発

現場での協働の推進

を通じ、人材の育成や

資質の向上に取り組

む。 

さらに、将来の防災

科学技術を担う人材

の裾野を広げるとと

もに、国民全体の防災

リテラシー向上を図

るため、全国各地の教

育機関や地方公共団

体、NPO 法人等を対象

として、講師派遣等の

仕組み作りや防災教

育に取り組む。レジリ

エンス研究教育推進

・研究員・研修生・イ

ンターンシップ等

の受入数 

 

 

業、研究機関、大学がそれぞれの強みを生

かしつつ協働し、これまでにない新たな

理論や技術を開発したり、それらを社会

実装する人材を育成したりするために設

立されたレジリエンス研究教育推進コン

ソーシアム（会長：防災科研理事長 林春

男、事務局：筑波大学）については、筑波

大学の教員に加え、防災科研を始めとす

る参画機関の研究者等が筑波大学の教員

として学位認定の主査を務めるほか、防

災科研で業務を行いながら学位取得を目

指す所外からの大学院生を受け入れてい

る。。 

 

・防災科研より３名の研究職員が筑波大学

の教員として、筑波大学で授業を行うと

ともに、５名の大学院生の学位論文執筆

に向けた指導・教育を行った。また、防災

科研内での協働大学院生への指導及び協

働大学院生による研究活動の実施を実現

するため、防災科研における受入体制を

整え、所外から２名の学生を受け入れた。 

 

・教育機関、国、地方公共団体及び NPO 法人

等を対象として、防災教育普及及び災害

対応時の実務支援のための講師派遣を行

った。 

 

・平成 30 年度から開始したアウトリーチプ

ロジェクト（ベルマーク教育助成財団及

びガールスカウト日本連盟と連携した防

災科学教室）では、手法については、令和

２年度から試行的に開始したオンライン

 

（Ａ評定の根拠） 

○「人材育成」として、つくば地

区における防災に関わる人材

育成に対して、筑波大学をは

じめ産学官の連携協働の枠組

みの構築と討議の進展にリー

ダーシップを発揮したことな

どが契機となり、筑波大学と

の協働大学院方式による学位

プログラムが開始され、以下

の実績等につながったことは

顕著な成果であり、また、今後

の防災科学技術に関わる人材

育成を、組織として継続的に

進める方向性を示す具体的な

取組として高く評価できる。 

・筑波大学及び民間企業等で構

成される「レジリエンス研究

教育推進コンソーシアム」が

令和２年に開設した筑波大学

のリスク・レジリエンス工学

プログラムに防災科研も主要

な運営メンバーとして参画

し、防災科研の研究者が指導

教員として当該プログラムで

授業を行うほか、防災科研で

の受入体制を整備し所外から

大学院生を受け入れた。これ

まで培った防災研究の知見を

活かし、次世代を担う人材の

育成に取り組んだ。 
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コンソーシアムの枠

組により、筑波大学を

はじめとする参画機

関と協働でリスク・レ

ジリエンス工学学位

プログラムの運営に

取り組む。 

 

実施を定常化させるとともに、内容につ

いては、特別支援学校向けのコンテンツ

開発に着手した。 

 

・つくば市の小中学校の児童生徒を対象と

した“夏の特別イベント”を８月末に開催

し、それに向け、つくば市向けの教育支援

コンテンツの開発を行った。 

 

 

・筑波大学とは、連携大学院制度

を活用した大学生、大学院生

の受入れを行っているところ

であるが、これに加えて筑波

大学及び民間企業等で構成さ

れる「レジリエンス研究教育

推進コンソーシアム」が推進

する筑波大学のリスク・レジ

リエンス工学学位プログラム

において、防災科研もコンソ

ーシアムの重要な構成員とし

て当該学位プログラムの運営

に主体的に関わるとともに、

筑波大学との協働大学院方式

による学位プログラムを開始

した。 

 

・アウトリーチプロジェクトの

特別支援学校向けコンテンツ

開発は、障害のある児童生徒

が、自然災害の脅威と自身が

とるべき行動（必要な備え、避

難行動等）について学ぶため

の下地を作ることができ、我

が国全体の防災に携わる人材

の底上げにつながる取組とな

った。 

 

（６）防災行政への貢

献 

 

（６）防災行政への貢

献 

 

○国、地方公共団体

等への防災に貢献す

る取組は適切に行わ

（６）防災行政への貢献 

 

 

（６）防災行政への貢献 

補助評定：Ｓ 
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防災科研は、災害対

策基本法に基づく指

定公共機関として、同

法及び関係法令や自

らが定めた防災業務

計画に基づき、重大な

災害が発生した場合

には、都道府県や市町

村に協力することが

求められている。 

そのため、防災科研

全体として対応する

観点から体制の整備

を図る。重大な災害が

発生した場合には、災

害対応を総括する責

任者を置き、当該者を

中心として複数部門

の職員から構成され

る分野横断的な災害

対応の組織を立ち上

げる。また、災害情報

システム等を活用し

ながら、発災後の被害

拡大防止及び復旧・復

興に資する防災科学

技術に基づいた情報

提供を関係機関等へ

迅速に行うとともに、

職員を派遣して災害

現場の支援等を行う。 

さらに、災害時の被

防災科研は、災害対

策基本法に基づく指

定公共機関として、同

法及び関係法令や自

らが定めた防災業務

計画に基づき、重大な

災害が発生した場合

には、都道府県や市町

村に協力することが

求められている。 

そのため、防災科研

全体として対応する

観点から体制の整備

を図る。重大な災害が

発生した場合には、災

害対応を総括する責

任者を置き、当該者を

中心として複数部門

の職員から構成され

る分野横断的な災害

対応の組織を立ち上

げる。また、災害情報

システム等を活用し

ながら、発災後の被害

拡大防止及び復旧・復

興に資する防災科学

技術に基づいた情報

提供を関係機関等へ

迅速に行うとともに、

職員を派遣して災害

現場の支援等を行う。

加えて、「災害時情報

れているか。 

 

 

《評価指標》 

・国や地方公共団体

等との協力や支援

等の取組の成果 

 

 

《モニタリング指

標》 

・災害調査の実施・

支援等の件数 

 

・国や地方自治体等

への情報提供・協

力等の件数 

 

・防災科研は、防災基本計画に位置付けら

れている ISUT（アイサット：

Information Support Team、災害時情報

集約支援チーム）の一員として、大規模

災害時における状況認識の統一に資する

よう、基盤的防災情報流通ネットワーク

（SIP4D）および ISUT-SITE を運用し、

被災県における情報収集・集約及び情報

共有を支援する活動を実施した。今年度

においては、静岡県熱海市伊豆山地区に

大規模な土石流被害をもたらした「令和

３年７月１日からの大雨」と、九州北部

地方や中国地方等、広範囲に渡って浸水

被害や土砂災害をもたらした「令和３年

８月 11 日からの大雨」の対応へ職員を

派遣し、情報支援活動を実施した。 

 

・令和３年７月１日からの大雨において

は、静岡県庁と熱海市役所に職員を派遣

し、静岡県へ４名のべ 15 日間（7/3～

7/9：7 日間） 、熱海市へ１名のべ２日

間（７月７日、７月 12日）、遠隔支援の

べ４日間（７月 13 日～７月 16 日）情報

支援活動を行った。現地では、熱海市伊

豆山地区で発生した大規模な土石流被害

による被害家屋数の確認や安否確認に向

けた対応がされ、ISUT はそれらの活動を

支援するため、ISUT-SITE を活用し、情

報の集約・更新、共通状況図を作成し、

現場対応や災害対策本部会議に提示する

資料にも活用され、迅速な対応に貢献し

た。 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて特に顕著な

成果の創出や将来的な特別な成

果の創出の期待等が認められる

ため、Ｓ評定とする。  

 

（Ｓ評定の根拠） 

○「防災行政への貢献」として、

基盤的防災情報流通ネットワ

ーク（SIP4D）を活用して現地

での情報収集・集約及び情報

共有を行い防災行政に貢献し

た以下の実績等は、特に顕著

な成果として高く評価でき

る。 

 

・国の防災基本計画に位置付け

られたこともあり、SIP4D と連

接する都道府県システムは順

調に拡張してきている。 

 

・令和３年７月（熱海土砂災害）、

８月（九州大雨）、令和４年３

月（福島県沖地震）に、内閣府

との官民チーム「災害時情報

集約支援チーム（ISUT）」の一
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害拡大防止及び速や

かな復旧・復興の実効

性を高めるため、被災

した都道府県や市町

村の職員等を交えた

フォローアップを行

い、災害現場で必要と

されている防災科学

技術のニーズを明ら

かにして、必要に応じ

て研究開発に反映さ

せるとともに、国、地

方公共団体との連携・

協働を強化する。 

集 約 支 援 チ ー ム

（ISUT）」の活動の支

援等を行う。 

災害時には、内閣府が

設置するISUTを始め、

所内外の活動と密に

連携し、SIP4D による

情報集約・共有に努め

る。また、ISUT-SITE を

運用し、災害対応従事

者に向けた情報提供

に努める。 

さらに、災害時の被

害拡大防止及び速や

かな復旧・復興の実効

性を高めるため、被災

した都道府県や市町

村の職員等を交えた

フォローアップを行

い、災害現場で必要と

されている防災科学

技術のニーズを明ら

かにして、必要に応じ

て研究開発に反映さ

せるとともに、国、地

方公共団体との連携・

協働を強化する。 

地方自治体や公益

企業体と協定を締結

し、地震や津波の早期

検知やモニタリング

技術、即時予測技術を

 

・令和３年８月 11 日からの大雨において

は、佐賀県庁に職員を派遣し、２名のべ

３日間（８月 15日～８月 17 日）、遠隔

支援のべ５日間（８月 18 日～８月 22

日）情報支援活動を行った。現地では、

浸水域推定結果等を ISUT-SITE にて共有

し、災害情報を災害対応組織自らが活用

するシーン等が確認された。 

 

・令和４年福島県沖を震源とする地震にお

いては、福島県庁と宮城県庁に職員を派

遣し、福島県へ１名のべ３日間（３月 16

日～３月 18 日）、宮城県へ１名のべ２日

間（３月 16 日～３月 17日）、3月 18 日か

ら遠隔支援に移行し、対応を継続してい

る。 

 

・自治体における災害情報の利活用を推進

することを目的として、自治体が保有す

べき災害情報システムの雛形として、

SIP4D 利活用システムを研究開発し、オー

プンソース・システムとして公開・継続更

新している。令和４年３月現在、都道府県

では徳島県と宮崎県の総合防災情報シス

テムのベースシステムとして採用され

た。また基礎自治体では、愛知県豊橋市、

愛知県岡崎市、宮崎県小林市、鹿児島県鹿

児島市など、多くの基礎自治体で社会実

装が進んだ。 

 

・国等の委員会への情報提供については、地

員として情報共有支援活動を

行った。SIP4D で流通する情報

を可視化した ISUT-SITE は、

現地の災害対策本部で共通ビ

ューアとして使用され、さら

に各組織自らが操作するとこ

ろまで浸透するなど、防災行

政に貢献した。 

 

・過年度より引き続き、SIP4D、

bosaiXview、ISUT-SITE が実災

害時に稼働し、各地域、各組織

の災害対応に大きく貢献し

た。現場においては、これまで

ISUT がサイトを操作し情報を

説明する形が主であったが、

現在は災害対応機関自らが直

接活用するシーンが多々見ら

れ、情報共有・利活用に関する

有用性の認知が拡大してい

る。 

 

・南海トラフ評価検討会での評

価の重要な役割として、低周

波微動等のスロー地震モニタ

リング成果が、当該検討会の

報道発表資料に採用された。 

 

・令和３年 10 月７日の千葉県北

西部の地震や令和４年３月 16

日福島県沖の地震の解析結果

が地震調査委員会の地震の評
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実装し、広く防災減災

に貢献する。地方自治

体や公益企業体との

海底地震津波観測網

データや、強震観測網

データ利活用に関す

る協定を結び、各地域

や各事業の防災減災

へ連携して取り組む。 

震調査研究推進本部、南海トラフ沿いの

地震に関する評価検討会・地震防災対策

強化地域判定会（南海トラフ評価検討

会）、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡

会等に数多くの提供を行った。 

 

・低周波微動等のスロー地震モニタリング

の成果を南海トラフ沿いの地震に関する

検討会等に毎月提出した。 

 

・令和３年７月 29 日のアラスカの地震

（M8.0）で S-net と DONET で１㎝前後の

津波を観測し、地震調査委員会に解析結

果を報告した。 

 

・令和３年 10 月７日の千葉県北西部の地震

(M5.9 最大震度５強)で、地震調査委員会

に地震解析の結果を報告し、地震の評価

に取り入れられた。 

 

・令和４年１月 16日のトンガの火山噴火に

際し、臨時に参集して、S-net と DONET の

津波を解析し、Web で公開した。 

 

・令和４年３月 16 日福島県沖の地震（M7.4,

最大震度６強）では、臨時参集し、地震調

査委員会に地震解析の結果を報告し、地

震の評価に取り入れられた。 

 

価に取り入れられた。 
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１．事業に関する基本情報 

 Ⅰ-２防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

２．主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報  ②主要なインプット情報 

指標 
数値

目標 

平成

28 年

度 

平成

29 年

度 

平成

30 年

度 

令和

元年

度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

 

平成

28 年

度 

平成

29 年

度 

平成

30 年

度 

令和

元年

度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

論文数（編）  
126

編 

140

編 

134

編 

138

編 
76 編 69 編  予算額（千円） 

2,856 

,420 

2,735 

,359 

2,738 

,628 

4,459 

,580 

4,538           

  ,142 

4,136 

,375 
 

学会等での

口頭発表数

（件） 

 
709

件 

679

件 

691

件 

640

件 

246

件 

233

件 
 決算額（千円） 

3,200 

,454 

3,492 

,203 

3,700 

,397 

5,165 

,655 

4,347    

,146 

4,636 

,205 
 

         
経常費用（千

円） 

3,669 

,471 

2,743 

,285 

4,204 

,347 

5,388 

,355 

4,582           

  ,570 

4,576 

,348 
 

         
経常損益（千

円） 

353 

,203 

△77 

,449 

123 

,299 

△171 

,261 

 △142 

,591 

△84 

,540 
 

         
行政コスト（千

円）（※） 

1,460 

,510 

2,398 

,269 

2,090 

,528 

6,063 

,107 

4,620 

,320 

4,609 

,671 
 

         
従 事 人 員 数

（人） 

106.2 

人 

76.3 

人 

83 

人 

89.1 

人 

81.9

人 

95.1

人 
 

※論文数・学会での口頭発表数は、研究プロジェクトのみの合計を記載している。 ※平成 28 年度から平成 30 年度には行政サービス実施コストの金額を記載している。 

３．中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(令和３年度の 

該当部分) 

評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ａ 

２．防災科学技術に関

する基礎研究及び基

盤的研究開発の推進 

２．防災科学技術に

関する基礎研究及

び基盤的研究開発

の推進 

 

防災科学技術と

は、「災害を未然に防

○研究開発成果を

最大化するための

研究開発マネジメ

ントは適切に図ら

れているか。 

 

 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的

研究開発の推進 

 

 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成

果の最大化」に向けた研究開発能力及び経営

２．防災科学技術に関する基礎

研究及び基盤的研究開発の推

進 

 

<評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に
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止する予測力・予防

力」、「被害の拡大を

食い止める対応力」、

そして「災害からの

復旧・復興を実現す

る回復力」、の全てを

含む幅広い概念であ

る。防災に関する総

合的な研究機関であ

る強みを活かし、「災

害は自然と社会の交

互作用のなかで発生

するもの」との認識

に立ち、防災科学技

術の研究開発も自然

と社会の交互作用を

対象としつつ、「予測

力・予防力」、「対応

力」、「回復力」の全て

を対象とした幅広い

研究を促進すること

が、真の意味で防災

科学技術の水準の向

上につながる。 

このような認識の

下、防災科研内外の

異なる研究分野間と

の連携にあたり、コ・

デザイン、コ・プロダ

クションが可能にな

るようにリスクコミ

ュニケーションの手

《評価指標》 

・理事長のリーダー

シップが発揮さ

れるマネジメン

ト体制の構築・運

用状況 

 

 

管理能力の強化を図るため、理事長が職員一

人一人と意見交換をする場など、様々な機会

を設けて研究者から話を聞いている。 

  

・また、各種事業の推進に向けた検討において

は、理事長が担当者とヒアリングを実施し、

翌年度の予算配分を検討するなど適切なマ

ネジメントを行っている。 

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、評定

をＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「災害をリアルタイムで観測・

予測するための研究開発の推

進」として、観測・予測データ

の実用化や利活用を促進する

とともに新たな制度を創出す

る研究成果を出した以下の実

績等は、顕著な成果として高

く評価できる。 

・地震動即時予測を行う「揺れ」

から「揺れ」による予測システ

ムに、観測値を即時補間した

格子状の実況値に基づき予測

を行うアルゴリズムを実装

し、予測良否の評価を試行し

た。巨大地震の検知・解析能力

の向上のため、強震指標を用

いたマグニチュード推定シス

テムと、海溝型巨大地震に特

化した震源過程解析システム

を開発した。システムの安定

動作に役立てるため、強震デ

ータの伝送遅延を把握するシ
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法を積極的に活用し

つつ、中長期計画に

従い以下のとおり研

究開発を推進する。 

ステム及び４成分強震データ

を活用して観測品質を把握す

るシステムを開発した。 

 

・津波予測システムプロトタイ

プのリアルタイムデータを用

いた検証稼働により安定性を

向上させた。Multi-index 法を

用いた南海トラフ地域の概観

的な津波遡上即時予測機能の

追加、DONET を用いた Marlin

の高度化、津波データ同化へ

の DONET データ取り込みによ

るシステム高度化及び南海ト

ラフ 10シナリオによる津波シ

ミュレーションとそれを用い

た予測システム検証により、

南海トラフ巨大地震への対応

強化が進展した。システム構

築に伴うデータ・ソフトウェ

アの公開継続と更新を行い成

果の活用を促進した。 

 

・MOWLAS データ等を統合的に解

析することにより、従来モデ

ルよりも有意に浅い新たなプ

レート形状モデルを提案し

た。さらに、高精度な発震機構

解や小繰り返し地震を自動解

析するシステムを開発するな

ど、地震発生の長期評価の高

度化に繋がる新たな仕組みを
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構築した。各処理結果を可視

化する地震活動総合モニタリ

ングシステムのプロトタイプ

を運用し、必要な機能改善を

行った。 

 

・火山観測データ一元化共有シ

ステム（JVDN システム）のデ

ータを活用し、振幅を用いた

震源決定法（ASL 法）、地震波

干渉法、長周期モニタリング

の自動解析結果など、新たな

情報プロダクツを創出した。 

 

・水蒸気噴火のポテンシャル評

価を目的とし、地震動と空気

振動から噴火に関与した水蒸

気量を推定する手法を確立し

た。 

 

・自治体における噴火時対応タ

イムラインの対象を那須岳と

して試作し、研修や避難訓練

において活用した。 

 

○「社会基盤の強靱性の向上を

目指した研究開発の推進」と

して、大規模実験施設及び研

究成果が着実に利活用され国

内外における社会基盤の強靭

性の向上に寄与した以下の実

績等は、顕著な成果として高
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く評価できる。 

・国内の設備機器のガイドライ

ンに関わる有識者を含む連携

体制の構築により、設備機器

の評価の進め方や国内設備機

器のガイドラインへの実験結

果の反映、Ｅ－ディフェンス

を活用した評価実験などを討

議されており、利活用センタ

ーの方向性に沿った大型実験

施設を活用の一環として、Ｅ

－ディフェンスを活用した第

３者機関としての評価が行え

る体制の構築と実験による評

価システムの構築も見込まれ

る。 

 

・非構造部材の耐震性能を向上

させるための国際的な取組に

ついては、特に日本の比較的

新しい建物では地震により構

造部材に被害が生じるのはま

れであり、むしろ非構造部材

の方が被害は生じやすく、そ

れによる建物機能の低下、日

常業務の中断による深刻な経

済損失を生じることから、重

要な取組である。 

 

・Ｅ－ディフェンスによる実大

配管実験の実証により、社会

実装が加速されることが期待
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される。 

 

・「首都圏を中心としたレジリエ

ンス総合力向上プロジェク

ト」では、Ｅ－ディフェンス

の加振能力を活かし、低層か

ら高層までの地震応答を再現

でき、繰返して評価実験で使

用できる、居室内を模擬でき

る試験システムを構築した。

実験施設利活用に向けた評価

技術の高度化と居室内映像の

情報プロダクツの生成にもつ

ながる成果である。今後の所

が進める第３者機関としての

評価にも利用できる検証シス

テムとなることが期待できる

ことも高く評価できる。 

 

○「災害リスクの低減に向けた

基盤的研究開発の推進」とし

て、基盤的研究開発を推進す

るとともに社会実装に向けた

積極的な取組を進めた以下の

実績等は、顕著な成果として

高く評価できる。 

・独自に開発した雲レーダのノ

イズ除去技術を活用し、ゲリ

ラ豪雨を雲の段階から検出し

て、リアルタイムで表示する

技術を完成し、Web で公開され

た。 
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・顕著な大雨をもたらす線状降

水帯の自動検出技術を開発

し、気象庁で実装された。 

 

・令和２年度の大雪災害を踏ま

え、モニタリング、予測情報を

活用した災害リスク低減のた

めの豪雪対応を関係機関と連

携して実施した（新潟県、国交

省、NEXCO など：大雪検証委員、

豪雪対策の再検討、雪氷路面

状況監視など）。 

 

・日本全国を対象とした集中豪

雪アラート（全国合成版）を開

発した。 

 

・市街地の最適除雪ルート、レー

ダーデータを活用した雪崩危

険性の短時間予測等、新しい

雪氷災害情報プロダクツの創

出を推進した。 

 

・地震・津波を統合したハザー

ド・リスク情報ステーション

の開発に向けた基盤の構築が

進み、南海トラフ地震等につ

いて多様性、不確実性を考慮

した 2021 年起点の地震動予測

地図（NIED 作成版）を作成し、

J-SHIS より公開するとともに
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（2021 年７月）、応答スペクト

ルについても評価を行い地震

調査研究推進本部から試作版

として 2022 年中に公表予定と

なった。特に、地震ハザードに

関する情報は、地震保険料率

改定（2022 年 10 月予定）の基

礎資料になるなど、損害保険

分野をはじめとして広く活用

されている。 

 

・関東地域を対象とした地震複

合災害の統合的評価として、

広帯域地震動シミュレーショ

ンによる液状化・地すべり評

価、及び富士山噴火による降

灰の評価を行い、それらを連

携させたシミュレーションプ

ラットフォームの開発に着手

した。 

 

・リアルタイム地震被害推定情

報（J-RISQ）の社会実装に向

け、ハザード・リスク実験コン

ソーシアムと協働で 39機関を

対象とした実験配信を実施。

中小・零細企業の事業継続等

への活用の可能性を探る活動

にも進展した。 

 

・SIP 第２期と連携して、SIP4D

で流通する自然動態情報と社
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会動態情報を時空間演算で統

合解析し可視化する意思決定

支援情報プロダクツのアジャ

イル開発および自動生成のた

めの処理フレームワークをク

ラウド上に構築した。 

 

・意思決定者（内閣府防災）との

協働により、要望に即応した

情報プロダクツの生成・可視

化を常時実行する処理フロー

を形成。令和３年８月の大雨

に適用し、災害動態解析によ

るプロアクティブな意思決定

支援の可能性を実証した。 

 

・防災科学技術を活用し持続的

なレジリエンス向上に資する

研究開発モデルの構築を行っ

た。それに基づき、災害対策や

意思決定支援・行動支援に資

する概念設計、評価指標、およ

び Web ツール群の開発および

既存のツールの高度化を行う

とともに、防災基礎力指標の

構築に取り組んだ。 

 

・You@Risk など一部のツールに

ついては学校教育現場や地域

コミュニティ等において実証

的な研究を実施した。 
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（１）災害をリアルタ

イムで観測・予測す

るための研究開発の

推進 

 

（１）災害をリアル

タイムで観測・予

測するための研究

開発の推進 

 

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

 

《評価指標》 

・地震・津波の観測・

予測研究開発の

成果 

 

・成果の社会実装に

向けた取組の進

捗 

 

 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するた

めの研究開発の推進 

 

（１）災害をリアルタイムで観

測・予測するための研究開発

の推進 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、Ａ評

定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「災害をリアルタイムで観測・

予測するための研究開発の推

進」として、観測・予測データ

の実用化や利活用を促進する

とともに新たな制度を創出す

る研究成果を出した以下の実

績等は、顕著な成果として高

く評価できる。 

・地震動即時予測を行う「揺れ」

から「揺れ」による予測システ

ムに、観測値を即時補間した

格子状の実況値に基づき予測

を行うアルゴリズムを実装

し、予測良否の評価を試行し
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た。巨大地震の検知・解析能力

の向上のため、強震指標を用

いたマグニチュード推定シス

テムと、海溝型巨大地震に特

化した震源過程解析システム

を開発した。システムの安定

動作に役立てるため、強震デ

ータの伝送遅延を把握するシ

ステム及び４軸強震観測を活

用して観測品質を把握するシ

ステムを開発した。 

 

・津波予測システムプロトタイ

プのリアルタイムデータを用

いた検証稼働により安定性を

向上させた。Multi-index 法を

用いた南海トラフ地域の概観

的な津波遡上即時予測機能の

追加、DONET を用いた Marlin

の高度化、津波データ同化へ

の DONET データ取込みによる

システム高度化及び南海トラ

フ 10シナリオによる津波シミ

ュレーションとそれを用いた

予測システム検証により、南

海トラフ巨大地震への対応強

化が進展した。システム構築

に伴うデータ・ソフトウェア

の公開継続と更新を行い成果

の活用を促進した。 

 

・MOWLAS データ等を統合的に解
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析することにより、従来モデ

ルよりも有意に浅い新たなプ

レート形状モデルを提案し

た。さらに、高精度な発震機構

解や小繰り返し地震を自動解

析するシステムを開発するな

ど、地震発生の長期評価の高

度化に繋がる新たな仕組みを

構築した。各処理結果を可視

化する地震活動総合モニタリ

ングシステムのプロトタイプ

を運用し、必要な機能改善を

行った。 

 

・火山観測データ一元化共有シ

ステム（JVDN システム）のデ

ータを活用し、振幅を用いた

震源決定法（ASL 法）、地震波

干渉法、長周期モニタリング

の自動解析結果など、新たな

情報プロダクツを創出した。 

 

・水蒸気噴火のポテンシャル評

価を目的とし、地震動と空気

振動から噴火に関与した水蒸

気量を推定する手法を確立し

た。 

 

・自治体における噴火時対応タ

イムラインの対象を那須岳と

して試作し、研修や避難訓練

において活用した。 



91 

 

①地震・津波予測技術

の戦略的高度化研究 

 

 

平成 23年東北地方太

平洋沖地震では、津波

警報による津波予測高

が過小評価であったた

めに迅速な避難に繋げ

られず、また被害の把

握が遅れた。また、緊急

地震速報についても頻

発した余震に対する誤

報等の課題が見出され

た。今後発生が懸念さ

れる首都直下地震をは

じめとする内陸部を震

源とする地震、南海ト

ラフや日本海溝等にお

ける海溝型巨大地震及

びその余震による被害

の軽減に向けては、上

記課題の解決が重要と

なる。このため、以下の

研究開発に取り組む。 

 

 

 

防災科研が安定的に

運用する世界最大規模

の稠密かつ高精度な陸

①地震・津波予測技

術の戦略的高度化

研究 

 

平成23年東北地方

太平洋沖地震では、

津波警報による津波

予測高が過小評価で

あったために迅速な

避難に繋げられず、

また被害の把握が遅

れた。また、緊急地震

速報についても頻発

した余震に対する誤

報等の課題が見出さ

れた。今後発生が懸

念される首都直下地

震をはじめとする内

陸部を震源とする地

震、南海トラフや日

本海溝等における海

溝型巨大地震及びそ

の余震による被害の

軽減に向けては、上

記課題の解決が重要

となる。このため、以

下の研究開発に取り

組む。 

防災科研が安定的

に運用するMOWLASに

より新たに得られる

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 ①地震・津波予測技術の戦略的

高度化研究 

 

 

・地震動即時予測を行う「揺れ」

から「揺れ」による予測システ

ムに、観測値を即時補間した

格子状の実況値に基づき予測

を行うアルゴリズムを実装

し、予測良否の評価を試行し

た。巨大地震の検知・解析能力

の向上のため、強震指標を用

いたマグニチュード推定シス

テムと、海溝型巨大地震に特

化した震源過程解析システム

を開発した。システムの安定

動作に役立てるため、強震デ

ータの伝送遅延を把握するシ

ステム及び４軸強震観測を活

用して観測品質を把握するシ

ステムを開発した。以上のこ

とは顕著な成果として、高く

評価できる。 

 

・震源過程解析システムの解析

ルーチンを効率化し、汎用計

算サーバのクラスタシステム

に移行することができた。併

せて、地震の震源過程解析を

行い国の委員会等に報告する

とともに、ネットワークセン
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域及び S-net や DONET

等の海域の基盤的地

震・津波観測網により

新たに得られる海陸統

合のデータに加えて、

海外を含む様々な機関

のデータや必要に応じ

てそれらを補完する機

動的な調査観測のデー

タを最大限活用した研

究開発を実施すること

により、地震及び津波

に係る防災・減災に貢

献する。 

具体的には、シミュ

レーション等の技術を

活用し、迅速かつ確実

な地震動や津波の即時

予測技術や直後の被害

予測技術の開発を行う

とともに、高信頼・効率

的な地震・津波観測を

行うための観測機材や

観測技術を開発する。

また、従来の地震カタ

ログに具わる多様な情

報の活用等により地震

発生の長期評価の発展

につながる地震発生モ

デルを構築するととも

に、室内実験、大規模シ

ミュレーション等を活

海陸統合のデータに

加えて、海外を含む

様々な機関のデータ

や必要に応じてそれ

らを補完する機動的

な調査観測のデータ

を最大限活用した研

究開発を実施するこ

とにより、地震及び

津波に係る防災・減

災に貢献する。 

 

 

 

具体的には、シミ

ュレーション等の技

術を活用し、迅速か

つ確実な地震動や津

波の即時予測技術や

直後の被害予測技術

の開発を目指すとと

もに、高信頼・効率的

な地震・津波観測を

行うための観測機材

や観測技術の開発

や、従来の地震カタ

ログに具わる多様な

情報の活用等により

地震発生の長期評価

の発展につながる地

震発生モデルの構

築、室内実験、大規模

ターの Web から社会に向けた

情報発信を行っており高く評

価できる。 

 

・長周期地震動に関する即時予

測情報の社会実装を目的とし

て、令和２年９月に取得した

予報業務許可に基づき広く一

般に長周期地震動の即時予測

情報を配信するとともに、地

点予測機能の長周期地震動モ

ニタへの実装など配信システ

ムの高度化も実現すること

で、長周期地震動による被害

軽減に向けて社会に大きく貢

献した。また、より確度の高い

長周期地震動の即時予測技術

開発を目指し、「揺れ」から「揺

れ」を直接予測する AI技術を

長周期地震動予測へ適用する

など、予測技術のさらなる高

度化も着実に進捗させた。こ

れらのことは高く評価でき

る。 

 

・津波即時予測、津波の成長・収

束予測と遠地津波予測を行う

システムで構成される津波予

測システムプロトタイプを検

証稼働させ、検証用プラット

フォームを通じた予測精度の

検証や、地震津波と障害発生
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用して、被害をもたら

す大地震に関する研究

も行う。 

地震・津波防災研究

の中核的機関として国

内外の機関とも連携

し、日本における地震

観測データを集約・公

開・解析し、得られた地

震津波防災情報やシミ

ュレーション結果を国

民に対して分かりやす

く情報発信を行うとと

もに、政府関係委員会

等への資料提供、地方

公共団体やインフラス

トラクチャー事業者等

との協働に取り組むこ

とにより、国民の安全・

安心と社会の安定的発

展に貢献する。 

なお、S-net の観測デ

ータを活用した津波の

遡上の即時予測を実現

する研究開発と分かり

やすい情報提供を目指

した実証実験は、社会

実装に向けた取組の一

環として、「戦略的イノ

ベーション創造プログ

ラム（SIP）」において府

省・分野横断的に行う。 

シミュレーション等

を活用した被害をも

たらす大地震に関す

る研究の実施等を目

指し、令和３年度は、

以下の研究を実施す

る。 

 

時の挙動、継続稼働による安

定性、システムの操作性等に

ついて課題抽出・機能検証を

実施した。抽出された課題を

解決するためのシステム改良

と津波予測、津波被害推定技

術の高度化を進めており高く

評価できる。 

 

・南海トラフ地震 10 シナリオに

基づき津波シミュレーション

を実施して海底水圧データ・

沿岸津波高・津波浸水深分布

を評価し、津波遡上即時予測

システム及び Marlin の想定南

海トラフ地震に対する検証を

行うことができており、今後

の成果の創出に期待でき、高

く評価できる。 

 

・成果公開サイトへのデータや

プログラムの追加や更新、ま

た各サイトのセキュリティ強

化、SIP4D や土木学会等との連

携による継続的な情報発信と

コンテンツの充実化、微分イ

ンバージョンによる津波予測

手法の特許登録により成果の

公開・活用が着実に進捗した

ことは極めて高く評価でき

る。 

 

・即時地震動予測、即

時余震活動予測の

システム化に関す

る各種調査（フィ

ージビリティ・ス

タディを含む）を

継続し、前年度ま

でに構築したシス

テムの高度化を行

う。有望なアルゴ

リズムについては

随時システムに組

み込む。即時地震

動予測システムの

うち、データ同化

システムの構築を

継続し、実時間で

処理を行うための

改良を実施する。

海域地震動データ

を効果的に即時予

測に活かすための

各種研究を継続す

る。特に即時地震

・海溝型地震に特化した震源過程解析システ

ムについて、解析ルーチンの効率化を行

い、高性能の並列計算機を利用したシステ

ムから汎用計算サーバを用いたクラスタシ

ステムへの移行を行った。「揺れ」から「揺

れ」による強震動リアルタイム補間システ

ムにおいては、観測値を即時補間した格子

状の実況値に基づき予測を行うアルゴリズ

ムを実装し、地震動の即時予測を行うため

のパラメータチューニングを行うととも

に、予測の良否判定を行うためのデータを

自動的に生成するプログラムを整備した。

また、巨大地震の検知・解析能力の向上の

ため、巨大地震の規模推定を安定に行える

ように、観測された強震動指標と各種の距

離減衰式を用いてマグニチュードを推定す

るシステムを開発した。 

 

・強震動リアルタイム補間システムや「強震

モニタ」の誤報防止に用いるために必要な

強震データの伝送遅延と波形品質を判定す

るシステムを開発、また、４軸強震観測を

活用して観測品質を把握するシステムを開

発した。 
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 動予測のアルゴリ

ズムの高精度化と

観測データに基づ

く性能評価を行

う。長周期地震動

に関しては、民間

企業等と連携した

予測情報に関する

実証実験において

情報をユーザーに

配信し、情報の配

信側・利活用側双

方の課題の抽出や

改善等を継続す

る。 

 

 

・令和２年度に取得した長周期地震動の予報

業務許可に基づき、一般ユーザー向けに地

図上に予測情報を可視化した長周期地震動

モニターや予測情報を数値として取得可能

な長周期地震動指標 API により、長周期地

震動の即時予測情報を配信した。長周期地

震動モニタに、ユーザーが予め登録した地

点における予測情報を表示する地点予測機

能を実装し、システムを高度化した。ま

た、より確度の高い長周期地震動の即時予

測技術の開発を目的として、「揺れ」から

「揺れ」を直接予測する AI 技術を長周期地

震動予測へ適用した。 

 

・余震による地震動の迅速予測・地震直後の

面的地震動推定技術の開発において、2008

年岩手宮城内陸、2018 年大阪府北部、2021

年２月 13日福島県沖の３地震のデータを用

いて、平穏時に対する地震発生確率の相対

値を算出した。 

 

・大地震による強震動及び津波生成メカニズ

ムの解明の基礎とするため、令和３年５月

１日宮城県沖の地震について震源過程解析

を行い、地震調査委員会や地震予知連絡会

において報告を行うとともに、ネットワー

クセンターの Web サイトを通じて情報の発

信を行った。 

 

・陸海統合地震津波火山観測網

（MOWLAS）の観測データを総

合的に用いて、様々な地震活

動をリアルタイムかつ高精度

で把握する手法の開発ならび

に高度化が進展した。特に海

域で発生する地震について、

より高精度に震源位置や発震

機構解を推定するための技術

開発が行われ、地震発生層の

理解が進んだことは高く評価

できる。 

 

・観測データの総合的な解析に

基づき、浅部で従来モデルよ

りも有意に浅い、新たなフィ

リピン海プレート形状モデル

を提案した。モデルは、インタ

ーネットを介して一般に公開

した。今後、地震活動評価や強

震動予測等への活用が期待さ

れ、これらの成果は高く評価

できる。 

 

・計算機上において、巨大地震震

源域の深部側で繰り返し発生

するスロースリップイベント

（SSE）に加え、日向灘北部・

南部を震源域とする長期的

SSE 及び日向灘から足摺沖で

発生する SSE の再来間隔の地

域的違いの再現に成功した。

・津波即時予測、津波

の成長・収束予測

・津波遡上即時予測システム及び海底水圧デ

ータを用いた津波波源逆解析とそれに基づ
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と遠地津波予測を

行うシステムで構

成される津波予測

システムプロトタ

イプを検証稼働さ

せて、検証用プラ

ットフォームを通

じた予測精度の検

証や、地震津波と

障害発生時の挙

動、継続稼働によ

る安定性、システ

ムの操作性等につ

いて課題抽出・機

能検証を実施す

る。抽出された課

題を解決するため

のシステム改良

と、津波予測、津波

被害推定技術の高

度化を進める。ス

テークホルダーと

の連携や普及啓発

活動を継続し、予

測技術対応地域及

び利活用主体の拡

大を図る。 

 

く津波概観予測計算を実現する津波波源自

動解析システム（Marlin）について、長期間

のプロセスの安定的な稼働を確認し、M7 ク

ラスの中規模地震での挙動や海底観測網シ

ステムのメンテナンス時及び障害発生時の

挙動を検証した。Marlin の処理アルゴリズ

ムの改修を実施し、解析の高速化を実現し

た。 

 

・津波データ同化システムの検証稼働では、水

圧計障害等の異常データの混入時の計算の

発散を防止するための改修により、長期間の

安定的な稼働が実現できることを確認した。

S-netデータに加えてDONETデータを取り込

んだリアルタイム稼働を開始するとともに、

データ同化による津波波動場より津波継続

を評価する指標として津波エネルギーを常

時計算する機能を追加した。 

 

・日本周辺及び環太平洋で発生した地震によ

る日本沿岸への津波の影響を迅速に評価す

る津波伝播自動計算システム（NB システム）

も安定的な稼働を継続的に実現した。 

 

・検証用プラットフォームである津波予測情

報統合可視化 Web を改修して津波データ同

化による波動場の時間進展の連続表示を可

能としたほか、実データに基づき津波浸水予

測システムの情報が適切に表示されること

を確認した。さらに、南海トラフ地震を踏ま

えたシステム高度化として、Multi-index 法

津波遡上即時予測システムについて、令和元

古いアナログ記録から過去の

スロー地震の発生状況を検出

する技術の開発を進めてお

り、更なるパラメータチュー

ニングによる精度向上が期待

され、これらの成果は高く評

価できる。 

 

・地殻活動総合モニタリングの

成果及び日本列島地震情報基

盤データベースの情報を適宜

公開するとともに、得られた

情報を臨時及び定期的に開催

される国の地震調査委員会等

の各種委員会へ資料提供し、

地震活動評価に大きく貢献し

ており高く評価できる。 

 

・南海トラフ大地震の発生シナ

リオ研究においては、想定シ

ナリオを用いて、津波被害想

定や地震動被害想定へ向けた

連携研究が進展している。 

 

・大型摩擦実験データを用いた

研究により、前震発生と巨大

地震の準備過程に関する研

究、スロースリップと前震の

成長に関する研究など、地震

発生プロセスの研究の進展は

大きく評価される。これらの

研究成果をもとに巨大地震発
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年度に構築した南海トラフ地域を概観した

津波データベースから DONET 海底水圧デー

タを用いてシナリオ検索し概観的な津波遡

上予測を実施する機能を追加した。 

 

・巨大地震発生メカニズム研究プロジェクト

が提案する南海トラフ地震 10 シナリオに基

づき津波シミュレーションを実施して海底

水圧データ・沿岸津波高・津波浸水深分布を

評価し、津波遡上即時予測システム及び

Marlin の想定南海トラフ地震に対する検証

を行った。また、津波予測の多重化のため、

震源データのみでシナリオ選別して予測す

る手法を津波予測システムの機能に追加し

た。 

 

・千葉県九十九里・外房地域を対象とした津波

シナリオバンクのデータと津波シミュレー

タ（TNS）のプログラムの公開を継続し、TNS

については津波遡上シミュレーションモデ

ルを比較検証に基づき公開パッケージのバ

ージョンアップを行った。 

 

・WebAPI による津波遡上即時予測システムか

ら SIP4D への情報配信を継続し、防災情報イ

ノベーションプラットフォーム公開系クラ

ウド基盤で運用している TNS・津波シナリオ

バンクの公開サイト、津波遡上即時予測シス

テム可視化 Web とともにセキュリティ強化

を行って、安定的なデータ配信・情報公開を

図った。また、津波シナリオバンクへの DOI

付与や Marlin で実装している微分インバー

生の摩擦法則構築の研究は着

実に進展している。 

 

・これまで、発生シナリオの構築

が困難とされていた内陸大地

震のシナリオ構築であるが、

測地データと地震データを統

合し、非弾性変形領域の抽出

に成功したことは、想定断層

面の抽出が困難な内陸大地震

のシナリオ作成にとって、非

常に大きな進歩であり、大き

く評価できる。 

 

・顕著な成果として、本研究に直

接関連した研究業務から

Nature Communications とい

った世界第一線の学術雑誌に

成果が掲載され様々な研究分

野にも影響を与えていること

は特筆に値する。 
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ジョンによる津波予測手法の特許登録によ

り成果の公開が進展した。土木学会と連携し

た津波防災研究ポータルサイトについても

継続的な情報発信とセキュリティの強化を

実施した。 

 

・令和４年１月のトンガ噴火に伴って発生し

た津波について、ラム波（大気中を伝播する

波動）を津波の原因とみなした数値シミュレ

ーションを実施し、S-net 及び DONET を含む

世界中の海底水圧計で実際に観測された第

１波の振幅及び到達時刻の再現に成功した。

本研究成果を、著名な国際学術誌である

「Science」に投稿を行った。 

 

・海陸地震観測網の

観測データを統合

的に解析するため

の技術開発ならび

にシミュレーショ

ンや統計解析等に

基づく「異常」現象

検知方法の開発・

自動処理化を継続

するとともに、結

果を総合的に利活

用するための仕組

みを通じて、地震

発生長期評価に資

するデータベース

の構築を進める。

地殻活動総合モニ

・地殻活動総合モニタリングシステム構築の一

環として、海域及び陸域観測網のデータを用

いた震源決定処理技術の高度化を行うととも

に、大地震との関連が示唆されているスロー

地震活動のモニタリング技術高度化を進め

た。東北地方太平洋沖では S-net データを用

いた高精度震源決定技術の開発を行った。S-

net 観測点に対し、構造探査により推定した

堆積層厚から求めた観測点補正値を適用する

とともに簡易的な三次元速度構造を用いた震

源決定を行ったところ、従来の震源決定法で

見られた震源のばらつきが低下し、太平洋プ

レートの沈み込みや起震断層の分布が明確化

した。また、高精度即時震源パラメータ解析

システム（AQUA システム）に S-net データ

を取り込んだところ、規模や発震機構の推定

結果に大きな変化は無かったものの、セント

ロイド深さはより正確に求まることが明らか
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タリングシステム

において、様々な

現象を自動検出す

るための技術開発

ならびに解析手法

の検証を進めると

ともに、活動の可

視化技術の開発・

実装を行う。評価

が終了した項目か

ら、地震調査委員

会等の各種委員会

に現況評価資料と

して資料提供を行

う。整備が完了し

た項目について、

所内外へ公開す

る。所外への情報

公開にあたって

は、総合防災情報

センターとの協働

を進める。 

 

になった。南海トラフ域においては、三次元

地下構造に基づく発震機構解析手法の自動処

理システムを開発するとともに、試験運用を

通じてシステムの改修を行った。本システム

により、南海トラフ域で発生した中規模以上

の地震の発生層特定の精度が向上した。これ

までの Hi-net 震源カタログと観測波形をデ

ータとし、小繰り返し地震を自動検出するシ

ステムの開発に着手し、試験運用を行った。

その結果、特定の地域のプレート間定常すべ

り速度や固着状態の変化を随時モニタリング

することが可能となった。 

 

・日本列島地震情報基盤データベースの整備

として、過去の Hi-net 震源カタログのデー

タベースを ArcGIS Pro に連携して表示する

ためのシステムを構築するとともに、総合モ

ニタリングシステムのプロトタイプとして、

Webインターフェースを介して様々な研究成

果を統合的に表示、ダウンロードするシステ

ムの仮運用を行った。MOWLAS や臨時観測等

のデータを総合的に解析し、駿河湾以西のフ

ィリピン海プレート形状モデルを新たに構

築した。この解析により、駿河トラフから深

さ 20km 程度までの領域で、実際のフィリピ

ン海プレートは従来のモデルよりも６～

10km 浅いことが分かった。この更新された

モデルはインターネットを介して一般に公

開した。 

 

・計算機上において、巨大地震震源域の深部側

で繰り返し発生するスロースリップイベント

（SSE）に加え、日向灘北部・南部を震源域
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とする長期的 SSE 及び日向灘から足摺沖で発

生する SSE の再来間隔の地域的違いの再現に

成功した。このシミュレーションの更なるパ

ラメータチューニングを実施するため、紙記

録として保存されている古い観測波形をデジ

タイズし、過去のスロー地震発生状況を検出

する技術の開発を行った。 

 

・上記モニタリング成果ならびに得られたデ

ータベースは、随時、インターネットを介し

て一般に公開するとともに、地震調査委員会

や南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会等に現況評価資料として適宜情報提供を

行った。 

 

・南海トラフ応力蓄

積モデルを用いた

エネルギー収支に

基づく大地震発生

シナリオの構築を

行うとともに、内

陸地震発生シナリ

オ作成のための応

力分布の推定を試

みる。さらに、超大

型岩石摩擦試験機

の製作を進めると

ともに、大型岩石

摩擦実験の実施及

び実験データ解析

により、断層の破

壊法則についての

検討を進める。 

・プレート形状とその運動から想定されるプレ

ート間カップリングの強さを南海トラフ応力

蓄積モデルを用いて計算し、南海トラフ巨大

地震発生域においては、プレート間カップリ

ングが弱く、巨大地震が発生しやすい状況と

なっていることを確認した。さらに、南海ト

ラフ巨大地震の発生との相互作用によって生

じる内陸大地震の破壊シナリオ研究を開始し

南海トラフ地震との相互作用が比較的単純な

北陸地方を対象に研究を行った。測地データ

と地震データの統合解析から非弾性変形領域

を推定し、それによる地殻応力変化分布を見

積もって、内陸大地震の発生シナリオ構築の

ための基本情報とした。 

 

・超大型岩石摩擦試験機の製作の一環として詳

細設計を進めた。防災科研所有の大型振動台

を利用した大型岩石摩擦実験のデータを解析

し、断層面の不均質度合いが前震発生状況を
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 左右することを見出した。さらに、４m長岩

石試料を用いた岩石摩擦実験を実施し、発生

した極微小地震とその背景で発生しているス

ロースリップとの関係を解析し、スロースリ

ップの加速によってより大きな前震の発生が

促進されていることを見出した。さらに、断

層摩擦弱化の性質はその構成鉱物と摩擦熱と

の関係があることや、波動伝播シミュレーシ

ョンの大型岩石摩擦実験への導入を行い、実

験データ解析の高度化を推進した。 

 

・環太平洋域で発生している巨大地震の実時間

解析結果をまとめ、震源時間関数から破壊エ

ネルギーや剪断応力の推定を行い、巨大地震

発生シナリオへの利用可能性を検討した。ま

た、副次的に得られる実時間解析結果を

twitter に自動投稿するシステムを構築し

た。 

 

・令和２年度に作成した、歴史的に確認されて

いない破壊様式の巨大地震も含む南海トラ

フ巨大地震の今後起こりうる多様な破壊シ

ナリオリストに基づき、万一巨大地震が発生

した場合に想定される被害津波の全容解明

及び地震動被害の全容解明に向け所内他研

究プロジェクトとの共同研究を開始した。 

 

②火山災害の観測予測

研究 

 

平成 26年の御嶽山の

噴火災害は、水蒸気噴

火予測の困難さや事前

②火山災害の観測予

測研究 

 

平成26年の御嶽山

の噴火災害は、水蒸

気噴火予測の困難さ

 ②火山災害の観測予測研究 

 

 

②火山災害の観測予測研究 

 

 

・V-net データ解析による火山噴

火機構の解明、地上設置型レ

ーダー干渉計観測システムや
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に適切な情報提供がで

きなかったことなどに

より戦後最悪の火山災

害となった。本噴火災

害により、火山防災対

策推進の仕組み、火山

監視・観測体制、火山防

災情報の伝達、適切な

避難方策、火山防災教

育や知識の普及、火山

研究体制の強化と火山

専門家の育成など、火

山防災対策に関する

様々な課題が明らかに

なった。火山災害によ

る被害の軽減を図るた

め、上記課題の解決を

目指し以下の研究開発

に取り組む。 

基盤的火山観測網、

火山ガス・地殻変動・温

度の把握を目的とした

リモートセンシング技

術等による多項目の火

山観測データを活用

し、多様な火山現象の

メカニズムの解明や火

山災害過程を把握する

ための研究開発を進め

る。 

また、事象系統樹は、

地域住民、地方公共団

や事前に適切な情報

提供ができなかった

ことなどにより戦後

最大の犠牲者を生じ

る火山災害となっ

た。本噴火災害によ

り、火山防災対策推

進の仕組み、火山監

視・観測体制、火山防

災情報の伝達、適切

な避難方策、火山防

災教育や知識の普

及、火山研究体制の

強化と火山専門家の

育成など、火山防災

対策に関する様々な

課題が明らかになっ

た。火山災害による

被害の軽減を図るた

め、上記課題の解決

を目指し、令和３年

度は以下の研究開発

に取り組む。 

火山観測・災害予

測・防災対策まで含

めた事象系統樹の整

備及びこれらの分岐

判断・推移予測を行

うための技術開発を

進める。このために

下記の項目を実施す

る。 

ARTS-SE、火山灰可搬型分析装

置、火山シミュレーションな

どの技術開発を着実に進め

た。また、次世代火山研究推進

事業において火山観測データ

一元化共有システム（JVDN シ

ステム）の運用・高度化を行

い、大学・気象庁・研究機関な

どの連携による研究基盤の提

供を行うとともに、これらの

データを用いた火山活動度の

評価手法の開発を進めた。ま

た、新たに開始した火山機動

観測実証研究事業は、火山研

究・火山防災研究の中核機関

となることを目的としてお

り、そのための機能・体制の構

築に着手した。 

 

・リモートセンシングによる火

山活動度把握において衛星

SAR 自動解析システムの構築

を着実に進めるとともに、火

山ガスや熱の把握のためのカ

メラ開発により定常観測の実

現への方向性を明確にし、着

実な成果を得た。 

 

・地球物理学的観測と地質学的

観測から水蒸気噴火のポテン

シャル評価を行うための基礎

的な知見を取得した。また、シ
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体や政府が、噴火災害

の恐れのある噴火活動

に対して、その火山活

動や噴火現象の推移の

全体像を把握し、適切

な判断をする基本とな

るもので、社会的に重

要である。この事象系

統樹による推移予測技

術の開発、実験的・数値

的手法による多様な火

山現象を再現する物理

モデルの構築などによ

り、火山活動及び火山

災害の推移を予測する

技術開発を実施する。

さらに、水蒸気噴火の

先行現象の研究等に資

するため、火口付近を

含む火山体周辺におい

て火山観測網を補完す

る機動的な調査観測を

行うほか、噴火様式の

変化を早期に捉えるた

め、遠隔で火山ガスや

火山灰等の分析を行う

モニタリング技術を開

発する。 

災害リスク情報に関

する研究と連携し、火

山活動と火山災害に関

する空間的・時間的情

 ミュレーション技術の開発に

おいても、確率評価へつなげ

る手法の検討等、発展がみら

れた。 

 

・噴火ハザードのリスク評価の

定量化や防災対応のタイムラ

インは SOP の提供に向けた具

体的な成果を創出した。 

 

・基盤的火山観測網

（V-net）や機動観

測網、さらに火山

観測データ一元化

共 有 シ ス テ ム 

（JVDN システム）

に集約された多項

目観測データを活

用し、噴火に関連

する火山性微動や

地殻変動等のメカ

ニズムの解明や火

山災害過程を把握

するための研究開

発を進め、JVDN シ

ステムに実装して

統合し、情報プロ

ダクツとして提供

を開始する。 

 

・基盤的火山観測網（V-net）等のリアルタイ

ムデータを活用し、地震計振幅を用いた震源

決定法（ASL 法）、地震波干渉法、長周期モニ

タリングの自動解析結果を JVDN システム

（火山観測データ一元化共有システム）に組

み込み、火山活動を評価するための新しい指

標を提供した。また、本システムのデータを

用い、地震波相関による火山下での地震波速

度の異常判定や、観測点の時計ずれ量を自動

で推定する技術の開発を行い、オンライン処

理として実装した。 

 

・活動評価を表現する方法として、火山活動の

推移や火山データをわかりやすく表現する

状態遷移図を提案した。 

 

・JVDN システムの開

発では、データや

処理結果を火山災

害対策のための情

報ツールで表示で

きるよう、システ

ムのバージョンア

ップを進める。事

象系統樹の分岐判

断に必要な観測項

目や開発すべき技
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報を一元化し、火山防

災に関わる住民・国・地

方公共団体・研究機関

が迅速に共有・利活用

できるシステムを開発

する。また、火山専門家

の知見を社会に効果的

に伝える手法の開発

等、火山災害による被

害の軽減につなげるた

めのリスクコミュニケ

ーションの在り方に関

する研究を実施する。

国内の火山研究の活性

化と成果の社会実装を

推進するため、大学・研

究機関・火山防災協議

会等との連携を強化

し、研究実施体制の強

化・充実を図る 

術について、必要

なデータを集める

とともに、データ

処理技術の開発を

進める。 

 

・地上設置型レーダ

ー干渉計による機

動観測に向けた高

時間分解能観測手

法の開発を進め

る。 

 

・地上設置型レーダー干渉計による連続観測

を稼働率 98%以上で実施した。地上設置型レ

ーダー干渉計解析結果の公開方法について

検討した（令和４年度に JVDN での公開予

定）。また、数値気象モデルから大気遅延を

軽減するアルゴリズムを完成させるととも

に、オフセットトラッキング法により分解能

の向上を実現した。さらに、スラントレンジ

の空間分布から地殻変動の異常検知を抽出

する手法を開発した。 

 

・InSAR 解析データ

のデータベース化

を推進する。 

 

・衛星 SAR データを解析するソフトウェアに、

大規模変動を検出するアルゴリズムを追加

することにより InSAR 解析の高度化を進め

るとともに、その解析データのデータベース

化を行った。 

 

・ARTS-SE のデータ

の処理手法の開発

において、STIC に

よる箱根試験観

測、斜め観測デー

タの処理技術開

発、火成岩の赤外

分光放射率計測）

を継続して実施す

・STIC を改造した手持装置である STIC-P によ

る火山試験観測（ヘリ観測：箱根、那須）を

実施し、斜め観測データの SfM/MVS 処理、DSM

導出、オルソ補正手法を開発した。 
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る。 

 

・非冷却型赤外カメ

ラ,冷却型赤外カ

メラ、画像分光装

置、スペクトル・構

造推定カメラを、

それぞれのプロト

タイプを改造し小

型する。また、スペ

クトル・ストラク

チャの推定手法の

検討及びスペクト

ルデータベースフ

ォーマットの検討

を行う。 

 

・非冷却型赤外カメラ及び冷却型赤外カメラ

を改造・小型化しマルチバンド赤外カメラ

(STIC-P)を作成したほか、画像分光装置、ス

ペクトル・構造推定カメラを改造・小型化し

G-STIC を作成した。これらを用いて火山試

験観測（地上観測：阿蘇）を実施した。G-STIC

の噴煙観測結果により SO2ガスの可視化の可

能性が示唆された。STIC-P の地上観測では

可視、赤外による噴煙動画の観測を実現し

た。 

 

・伊豆大島を対象と

して，物質科学分

析・実験から噴火

過程をモデル化す

る。 

 

・伊豆大島における溶岩及び泥流のサンプル

を取得し、粘性測定を行い、モデル化の基礎

データを取得した。 

 

・火山泥流のハザー

ド評価手法を開発

する。 

 

・重力流（火砕流・火山泥流・溶岩流）につい

てのシミュレーションについて統一的に取

り扱う検討を行った。 

 

・マグマシステム内

進化過程シミュレ

ーションマスター

モデル開発の検討

を進める 

・水蒸気噴火ポテンシャル評価では、硫黄島に

おける地震波及び空気振動のデータから総

噴出量（固体と熱水）の推定、及び、堆積物

総厚分布から固体噴出量の推定を行い、その

差引量として熱水量を、2.4x104～4.2x106kg
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 と定量的に求め、水蒸気噴火のダイナミクス

解明の知見を得た。 

 

・噴火の爆発性評価では、マグマを想定した高

粘性流体中における発泡シミュレーション

を実施し、粘性と発泡の時間スケールや過剰

圧の溜め込み具合について定量的な評価を

行った。 

 

・水蒸気爆発シミュ

レーションのため

の設計を行う。 

 

・気泡を含むマグマ

の粘性流動シミュ

レーションを行

う。 

 

・火山ハザード評価

システムの開発を

進める。 

・次世代火山研究推進事業では、火砕流シミュ

レーションについて確率評価を行うための

手法を提案するとともに、簡易型降灰シミュ

レーションモジュールの追加など、火山ハザ

ード評価システムの開発を推進した。 

 

・重点火山として阿

蘇山・霧島山を対

象に研究を進め

る．火山灰自動採

取・可搬型分析装

置（VOLCAT)やパー

シベルによる試験

観測を実施する。

また、地震・火山噴

火連動評価、溶岩

流、火山泥流、火砕

流シミュレーショ

ン、物質科学的解

析を実施する。 

 

・重点火山の１つである霧島において、パーシ

ベル観測を継続実施した。また、中米におけ

る地震・火山噴火連動性評価を実施するとと

もに、溶岩流・火山泥流・火砕流シミュレー

ションのコード開発を進め、物質科学モデル

の解析による知見を加えて高度化した。 

 

・令和４年１月に発生したトンガ噴火に関し、

気圧データの解析を行うとともに現地（トン

ガ及びニュージーランド）とのオンラインに

よる情報交換を実施し、現象の解明に着手し

た。 

・那須岳火山防災協 ・那須岳周辺の自治体等防災関係機関から得
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議会において、噴

火を想定した防災

訓練及び火山に関

する研修を実施す

る。また、訓練結果

を反映したタイム

ラインを作成し、

次のステップの訓

練や研修に活用す

る。 

 

られたニーズ（訓練や研修の実施）や課題（噴

火経験がなく噴火時対応のイメージが持て

ない、他機関との連携が不明瞭、火山防災へ

の意識が低い等）を解決するために、那須岳

火山防災協議会コアグループ会議参加機関

による防災対応（関係機関間の情報共有や連

携）について、「噴火時対応タイムライン（以

下タイムライン）」を作成し、実効性を検証

するための防災訓練・研修を実施した。タイ

ムラインは噴火警戒レベル毎に異なる内容

となることから、令和２年度の噴火警戒レベ

ル４を想定したタイムラインに引き続き、令

和３年度は噴火警戒レベル２を想定したタ

イムラインを作成した。また、過去に自治体・

地域・その他行政機関によって実施された那

須岳噴火を想定した避難訓練を調査して内

容を整理し、それらを参考にわたる３か年の

訓練計画を作成した。本計画では、最終的に

は自治体等による主体的な訓練を実施でき

るようになることを目的とし、併せて噴火を

想定した「防災訓練実施マニュアル」を作成

した。 

 

・栃木県那須町、北海

道壮瞥町、鹿児島

県鹿児島市と連携

しアウトリーチ活

動（教育活動）を実

施する。 

 

・栃木県那須町においてアウトリーチ活動を

実施した。 

 

・火山災害リスク評

価の観点から、自

・火山災害イベントツリーの溶岩流による人

的被害の視点から、避難シミュレーションの
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治体間の連携支援

を行う。 

手法について検討を行った。 

・災害過程部門と連

携し、火山災害の

ベントツリーの構

築、火山噴火時の

安全確保坑道フロ

ーの構築に着手す

るとともに、シミ

ュレーションを活

用したリスク情報

プロダクツの設計

を行う。 

 

・火山災害イベントツリーの溶岩流による人

的被害の視点から、避難シミュレーションの

手法について検討を行った。 

・降灰によるリスク

評価を行うため

に、降灰量データ

の補間法やリスク

カーブの検討を開

始する。 

 

・伊豆大島の降灰量実績から降灰量データ推

定を行うソフトウェアを開発した。これを用

いたリスクカーブの検討に着手した。 

 

・火山機動観測実証

研究事業におい

て、その企画・機材

管理・運営を行う

体制の構築と、我

が国の火山分野に

おける国際連携体

制の情報集約に着

手する。 

 

・火山機動観測実証研究事業を開始し、地震計

や地磁気観測の機材を導入するとともに、機

材管理システムを開発した。また、国内関係

機関の海外連携についてオンラインアンケ

ート調査を実施した。 

 

（２）社会基盤の強靱 （２）社会基盤の強 ○安全・安心な社会 （２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究 （２）社会基盤の強靱性の向上
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性の向上を目指した

研究開発の推進 

 

実大三次元震動破壊実

験施設等研究基盤を活

用した地震減災研究 

 

今後発生が懸念され

ている南海トラフ巨大

地震や首都直下地震

等、巨大地震災害に対

する我が国におけるレ

ジリエンス向上に貢献

するため、Ｅ－ディフ

ェンス等研究基盤を活

用して、地震被害の再

現や構造物等の耐震

性・対策技術を実証及

び評価する実験を実施

することにより、地震

減災技術の高度化と社

会基盤の強靭化に資す

る研究及びシミュレー

ション技術を活用した

耐震性評価に関する研

究を行う。 

地震減災技術の高度

化と社会基盤の強靭化

に資する研究では、Ｅ

－ディフェンスを活用

した大規模・最先端な

震動実験により、実験

靱性の向上を目指

した研究開発の推

進 

 

実大三次元震動破壊

実験施設等研究基盤

を活用した地震減災

研究 

 

Ｅ－ディフェンス

を活用した大規模・

最先端な震動実験に

より、実験データの

取得・蓄積・解析を実

施する。地震被害の

再現や構造物等の耐

震性・対策技術を実

証及び評価する実験

を実施することによ

り、地震減災技術の

高度化と社会基盤の

強靭化に資する研究

及びシミュレーショ

ン技術を活用した耐

震性評価に関する研

究を行う。このうち、

令和３年度は以下の

研究を実施する。 

 

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

 

《評価指標》 

・社会基盤の強靱性

の向上を目指し

た研究開発の成

果 

 

・成果の社会実装に

向けた取組の進

捗 

 

 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

開発の推進 

 

 

実大三次元震動破壊実験施設等研究基盤を活

用した地震減災研究 

 

を目指した研究開発の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

施設利活用の業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に向

けて顕著な成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認めら

れるため、Ａ評定とする。 

 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「社会基盤の強靱性の向上を

目指した研究開発の推進」と

して、大規模実験施設及び研

究成果が着実に利活用され国

内外における社会基盤の強靭

性の向上に寄与した以下の実

績等は、顕著な成果として高

く評価できる。 

・地震対応力向上のためのダメ

ージ評価手法の研究では、中

層のオフィスビル試験体に設

置するセンサシステム及び地

震応答データによる動特性を

評価するアルゴリズムについ

・地震減災技術の高

度化と社会基盤の

強靭化に資する研

・地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化

に資する研究のうち、地震対応力向上のため

のダメージ評価手法の研究開発では、令和４
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データの取得・蓄積・解

析を実施する。具体的

には、構造物等の耐震

性評価、応答制御、機能

維持システム等の課題

や社会基盤を構成する

構造物、地盤等の地震

時挙動解明に関する課

題に重点的に取組、地

震時の破壊や被害に至

る過程の再現、対策技

術の適用性・有効性等

を実証する。 

シミュレーション技術

を活用した耐震性評価

に関する研究では、Ｅ

－ディフェンスで実施

した実験を再現するシ

ミュレーション技術

（数値震動台）の性能

向上や利便性向上等に

関する研究開発等を行

い、耐震性評価への活

用を目指す。 

これらの研究は、関係

機関との連携・協働体

制の下で推進し、Ｅ－

ディフェンスで実施し

た実験から得られるデ

ータ・映像については、

公開することにより、

我が国全体の地震減災

究について、地震

対応力向上のため

のダメージ評価手

法の研究開発で

は、令和４年度に

実施予定の実験に

供する中層のオフ

ィスビル試験体の

製作に着手すると

ともに、実験計画

を検討する。また、

試験体に設置する

センサシステムの

検討、及び地震応

答データによる動

特性を評価するア

ルゴリズム開発に

引き続き取り組

む。 

 

年度に実施予定の実験に供する中層のオフ

ィスビル試験体について、令和２年度に定め

た規模と寸法、主要部材の選定に基づいて試

験体設計を進め、製作の着手として工事発注

を行った。また、実験の予備解析を実施し、

実験計画に反映した。センサーを具備するカ

ーテンウォールのメーカーとの打合せを継

続し、センサシステムの開発を進めるととも

に、大型耐震実験施設での振動台実験を援用

してセンサシステムの要素実験を実施した。

国内の有識者との連携体制を構築し、設備機

器の評価の進め方や国内設備機器のガイド

ラインへの実験結果の反映方法、Ｅ－ディフ

ェンスを活用した評価実験などの議論を実

施した。 

 

・地震応答データから建物の動的特性（ダイナ

ミクス）を評価する手法を検討し、このアル

ゴリズム研究をより高度に進めるために外

部資金（科研費、基盤Ｂ）により実施した。

さらに、この実験に係る国内外の研究推進体

制の構築については、2021 年５月 20 日に台

湾、韓国、日本の３か国で The 2022 E-De-

fense test and the relevant ac-tions re-

garding NSCs を開催し、10 層オフィスビル

実験では各国の研究テーマに関する部材設

置について議論したほか、８月 10 日に台湾、

韓国、中国、米国、トルコ、スイス、日本の

７か国による、The 2nd online workshop re-

garding the 2022 ten-story office test

を開催し、10 層オフィスビル実験に対する

研究テーマ提案、参加機関の構造体に関する

て取りまとめた。また、地震で

の応答や被害についての可視

化技術の開発についても取り

組み、更には、国内の設備機器

のガイドラインに関わる有識

者を含む連携体制の構築によ

り、設備機器の評価の進め方

や国内設備機器のガイドライ

ンへの実験結果の反映、Ｅ－

ディフェンスを活用した評価

実験などを討議されており、

防災科研の方向性に沿った大

型実験施設の利活用の一環と

して、Ｅ－ディフェンスを活

用した第３者機関としての評

価が行える体制の構築と実験

による評価システムの構築も

見込まれる。 

 

・非構造部材の耐震性能を向上

させるための国際的な取組で

は、比較的新しい建物におい

て、構造部材より非構造部材

の被害が生じやすく、それに

よる建物機能の低下、日常業

務の中断等の深刻な経済損失

を生じることから、国際的な

連携による非構造部材の評

価・対策研究に向けた推進体

制の構築を進めた。 

 

・「首都圏を中心としたレジリエ
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に関する研究開発振興

と防災意識啓発に貢献

する。また、「戦略的イ

ノベーション創造プロ

グラム（SIP）」等の一環

として、Ｅ－ディフェ

ンスを活用した実験研

究を関係機関と共同で

実施する。 

ブラインド解析についても討議を行い、国際

的な研究の協調を進めた。また、事前研究で

ある 2015 年度の 10 層ＲＣ実験における滑

り基礎構造の研究の成果が国際ジャーナル

のEngineering Structuresに掲載された（令

和３年４月）。 

 

・新技術である上水道管継手補強技術のＥ－

ディフェンスによる耐震性評価実験を、民間

企業、地方自治体と大学を含む共同実験とし

て行い、実環境と同様に大型土槽内に上水道

管を埋設した地盤試験体を用いることによ

り、その耐震性能の高さを実証した。 

 

ンス総合力向上プロジェク

ト」では、Ｅ－ディフェンスの

加振能力を活かし、低層から

高層までの地震応答を再現で

き、繰り返して評価実験で使

用できる、居室内を模擬でき

る試験システムを構築した。

実験施設利活用に向けた評価

技術の高度化と居室内映像の

情報プロダクツの生成にもつ

ながる成果である。今後の所

が進める第３者機関としての

評価にも利用できる検証シス

テムとなることも期待でき

る。 

 

・「シミュレーション技術を活用

した耐震性評価に関する研究」

では、学会の中でミニシンポジ

ウムを開催し、Ｅ－ディフェン

スの新たな展開を考える上で貴

重な視点を得た。 

文部科学省の補助

事業である「首都

圏を中心としたレ

ジリエンス総合力

向上プロジェク

ト」では、室内空間

被害の解明と被害

度の定量的評価、

各種データ収集を

目的として、各種

非構造部材、屋内

設備、家具、什器等

の地震動による損

傷を再現する実験

を実施する。 

 

・「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向

上プロジェクト」における非構造部材を含む

構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整

備の課題では、センシング技術の高度化と実

証を基軸として、居室内の什器・家具、非構

造部材の耐震性能評価と地震対策を進める

ためのＥ－ディフェンスを活用した震動台

実験を実施し、損壊状況を含む目的としたデ

ータを取得した。ここでは、Ｅ－ディフェン

スの加振能力を活かし、低層から高層までの

地震応答を再現と繰り返して評価実験で使

用できる、居室内を模擬する試験システムを

構築して実施した。実験施設利活用に向けた

評価技術の高度化と情報プロダクツの生成

に関する研究開発の推進につながる成果で

ある。 

 

免震、制振等の耐 ・免震、制振等の耐震技術の性能評価や課題抽
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震技術の性能評価

や課題抽出、新技

術の研究開発に必

要となる実物部材

を対象とする実証

試験について、そ

の試験設備が必要

とする仕様や試験

方法、運用方法等

についての調査研

究を実施する。 

 

出として鉛直免震に係る研究を進めるとと

もに、新技術の研究開発に必要となる実物部

材を対象とする実証試験について、加力に関

する性能、摩擦などを除去できる方法、ハイ

ブリッドシミュレーション実験への適用な

ど、その試験設備が必要とする要件に係る調

査研究を実施した。 

 

また、社会基盤施

設として大規模空

間の機能維持に関

する研究、及び地

盤の液状化に関す

る減災技術の実験

研究に引き続き取

り組むとともに、

実験施設利活用に

向けた評価技術の

高度化と情報プロ

ダクツの生成に関

する研究開発を推

進する。 

 

・社会基盤施設として大規模空間の機能維持

に関する研究では、地震時の損傷状況把握や

地震後の構造ヘルスモニタリング手法の開

発に向けて、災害時に避難所となる体育館を

想定し、外装材の敷設状況を再現した大型耐

震実験施設における振動台実験を行い、外装

材や地震損傷が体育館の動的特性に与える

影響を検討した。また、体育館の損傷を制御

する技術の研究開発のための振動台実験の

計画を行った。 

 

・地盤の液状化に関する減災技術の取組では、

南海トラフ地震等で想定されている長継続

時間地震動における地盤の液状化メカニズ

ムとそれに伴う建物被害現象の解明に向け

て、小型模型を用いた遠心振動実験及び浸潤

試験を実施した。これにより、従来の液状化

判定法では考慮されていない地震動継続中

の地盤中の水の移動及び地下水位より浅い

地盤への水の浸潤が、地盤の液状化や地盤上
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の建物被害に与える影響を明らかにした。 

 

これらの推進で

は、関係機関と連

携した体制を構築

するとともに、実

験施設等の研究資

源を有効に活用す

る。 

 

・東北大学との連携の下で、東北大学の小型振

動台の動作確認とそれを用いた縮尺模型実

験の準備を進めるなど、関係機関との連携体

制の構築、実験施設等の研究資源の有効活用

も推進した。 

 

・シミュレーション

技術を活用した

耐震性評価に関

する研究につい

て、数値震動台等

シミュレーショ

ン技術を活用し

た研究では、耐震

性能やリスク評

価のため、材料構

成則や AI 等によ

る評価・予測高度

化のプログラム

の開発に引き続

き取り組む。産学

官での商用耐震

解析プログラム

の共同研究をさ

らに進め、社会へ

の普及・利用を見

据えた実装計画

を策定し、Ｅ－デ

・シミュレーション技術を活用した耐震性評

価に関する研究について、数値震動台等シミ

ュレーション技術を活用した研究では、耐震

性能やリスク評価のため、材料構成則や AI

等による評価・予測高度化のプログラムの開

発に取り組んだ。産学官での商用耐震解析プ

ログラムの共同研究をさらに進め、社会への

普及・利用を見据えた実装計画を策定し、Ｅ

－ディフェンスの４層 RC 建物実験を対象と

する妥当性確認を行った。 
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ィフェンスの４

層 RC 建物実験を

対象とする妥当

性確認を行う。 

 

都市規模のシミ

ュレーションシ

ステムの開発で

は、災害時の動き

を評価するため

多様な建物の地

震応答のセンシ

ングを集約しモ

デル化するシス

テムの開発に着

手するとともに、

多様なデータを

一元的に扱う情

報モデルとイン

ターフェイスを

検討する。 

・都市規模のシミュレーションシステムの開

発では、令和３年９月に Inclusive Innova-

tion for the New Normal をメインテーマに

掲げ開催された「TSUKUBA CONFERENCE For 

Future Shakers 2021」（筑波会議）において、

数値震動台の担当研究員がＥ－ディフェン

ス実験データを活用した構造物の地震応答

シミュレーション（数値震動台）の研究開発

とシミュレーション技術の都市のレジリエ

ンス評価への活用に向けて Cyber Physical 

System（都市 CPS）のプロトタイプ構築の取

組を紹介した。 

 

・令和３年９月に仙台において開催された第

17 回世界地震工学会議（17th World Confer-

ence on Earthquake Engineering）におい

て、Ｅ－ディフェンス運用開始からこれまで

を踏まえ、Ｅ－ディフェンスを含む大型実験

設備の今後の展開を議論するミニシンポジ

ウムを開催した。ここでは、視点を数値シミ

ュレーション開発への実験成果活用を議論

の主眼とし、国内外のプレゼンテーション後

に、実験成果活用、実験と数値解析の連携、

国際協力、AI等の新技術活用、の活発な議論

があった。また、この会議での内容を国内外

の有識者と共に論文として取りまとめ JDR

へ投稿した。 
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（３）災害リスクの低

減に向けた基盤的研

究開発の推進 

 

（３）災害リスクの

低減に向けた基盤

的研究開発の推進 

 

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

 

《評価指標》 

・気象災害の軽減に

関する研究開発

の成果 

 

・成果の社会実装に

向けた取組の進

捗 

 

 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

 

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開

発の推進 

 

（３）災害リスクの低減に向け

た基盤的研究開発の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため、Ａ評

定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「災害リスクの低減に向けた

基盤的研究開発の推進」とし

て、基盤的研究開発を推進す

るとともに社会実装に向けた

積極的な取組を進めた以下の

実績等は、顕著な成果として

高く評価できる。・独自に開発

した雲レーダのノイズ除去技

術を活用し、ゲリラ豪雨を雲

の段階から検出して、リアル

タイムで表示する技術を完成

し、Web 上に公開した。 
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・MP フェーズドアレイ気象レー

ダーを用いた豪雨直前予報情

報については、東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競

技大会に提供した。 

 

・24 時間降水量の「稀さ」（何年

に 1回の大雨か）を監視し、50

年に一度の大雨が一定の面積

割合を超えた危険流域を自動

検出するシステムを開発し、

「すいガイド」として取りま

とめた。 

 

・顕著な大雨をもたらす線状降

水帯の自動検出技術を開発

し、「顕著な大雨に関する情

報」に用いる技術として気象

庁で実装された。 

 

・令和２年度の大雪災害を踏ま

え、モニタリング、予測情報を

活用した災害リスク低減のた

めの豪雪対応を関係機関と連

携して実施した（新潟県、国交

省、NEXCO など：大雪検証委員、

豪雪対策の再検討、雪氷路面

状況監視など）。 

 

・日本全国を対象とした集中豪

雪アラート（全国合成版）を開

発した。 
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・市街地の最適除雪ルート、レー

ダーデータを活用した雪崩危

険性の短時間予測等、新しい

雪氷災害情報プロダクツの創

出を推進した。 

 

・地震・津波を統合したハザー

ド・リスク情報ステーション

の開発に向けた基盤の構築が

進み、南海トラフ地震等につ

いて多様性、不確実性を考慮

した 2021 年起点の地震動予測

地図（NIED 作成版）を作成し、

J-SHIS より公開するとともに

（2021 年７月）、応答スペクト

ルについても評価を行い地震

調査研究推進本部から試作版

として 2022 年中に公表予定と

なった。特に、地震ハザードに

関する情報は、地震保険料率

改定（2022 年 10 月予定）の基

礎資料になるなど、損害保険

分野をはじめとして広く活用

されている。 

 

・関東地域を対象とした地震複

合災害の統合的評価として、

広帯域地震動シミュレーショ

ンによる液状化・地すべり評

価、及び富士山噴火による降

灰の評価を行い、それらを連
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携させたシミュレーションプ

ラットフォームの開発に着手

した。 

 

・リアルタイム地震被害推定情

報（J-RISQ）の社会実装に向

け、ハザード・リスク実験コン

ソーシアムと協働で 39機関を

対象とした実験配信を実施。

中小・零細企業の事業継続等

への活用の可能性を探る活動

にも進展した。 

 

・SIP 第２期と連携して、SIP4D

で流通する自然動態情報と社

会動態情報を時空間演算で統

合解析し可視化する意思決定

支援情報プロダクツのアジャ

イル開発および自動生成のた

めの処理フレームワークをク

ラウド上に構築した。 

 

・意思決定者（内閣府防災）との

協働により、要望に即応した

情報プロダクツの生成・可視

化を常時実行する処理フロー

を形成。令和３年８月の大雨

に適用し、災害動態解析によ

るプロアクティブな意思決定

支援の可能性を実証した。 

 

・防災科学技術を活用し持続的
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なレジリエンス向上に資する

研究開発モデルの構築を行っ

た。それに基づき、災害対策や

意思決定支援・行動支援に資

する概念設計、評価指標、およ

び Web ツール群の開発および

既存のツールの高度化を行う

とともに、防災基礎力指標の

構築に取り組んだ。 

 

・You@Risk など一部のツールに

ついては学校教育現場や地域

コミュニティ等において実証

的な研究を実施した。 

 

①気象災害の軽減に関

する研究 

(a)マルチセンシング

に基づく水災害予測

技術に関する研究 

 

豪雨・突風・降雹・落

雷等激しい気象や都市

の浸水を引き起こす積

乱雲の予測精度は依然

として低い。また防災

情報を提供するタイミ

ングの難しさ等によ

り、毎年のように被害

を伴う土砂災害が発生

している。さらに気候

変動に伴う巨大台風の

①気象災害の軽減に

関する研究 

(a)マルチセンシン

グに基づく水災害

予測技術の開発 

 

豪雨・突風・降雹・

落雷等激しい気象や

都市の浸水を引き起

こす積乱雲の予測精

度は依然として低

い。また防災情報を

提供するタイミング

の難しさ等により、

毎年のように被害を

伴う土砂災害が発生

している。さらに気

①気象災害の軽減に関する研究 

 

(a) マルチセンシングに基づく水災害予測技術

の開発 

 

 

 

①気象災害の軽減に関する研究 

 

(a) マルチセンシングに基づく

水災害予測技術の開発 

 

・ゲリラ豪雨の早期予測を目的

とした「雲レーダー観測によ

る積雲分布」表示システムは、

世界でも例を見ないゲリラ豪

雨監視システムとして高く評

価することができる。 

 

・１地点の浸水情報から即時的

に面的な浸水域を推定するツ

ールの開発、及び浸水マップ

の被災自治体への提供は、年

度計画を超える成果として高
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発生と、それに伴う高

潮等の災害が懸念され

ている。一方、防災現場

においては、確率的な

予測情報の活用方法が

確立していないなど、

情報が十分に利活用さ

れていない。このよう

な状況を改善するた

め、以下の研究開発に

取り組む。 

雲レーダ、ドップラ

ーライダー及びマイク

ロ波放射計等を活用し

た積乱雲等大気擾乱の

早期検知技術の開発、X

バンド MPレーダを活用

した雹及び融解層の検

知技術の高度化、並び

に雷の早期検知可能性

の検討を行う。また、デ

ータ同化手法等を活用

した１時間先までのゲ

リラ豪雨の予測技術及

び市町村単位で竜巻警

戒情報を作成する技術

の開発、豪雨によって

発生する浸水を確率的

に予測するモデルの開

発とその実証試験、過

去の土石流等の履歴解

析に基づく土石流危険

候変動に伴う巨大台

風の発生と、それに

伴う高潮等の災害が

懸念されている。一

方、防災現場におい

ては、確率的な予測

情報の活用方法が確

立していないなど、

情報が十分に利活用

されていない。この

ような状況を改善す

るため、令和３年度

は以下の研究開発に

取り組む。 

 

く評価できる。 

 

・防災科研が運用する高感度地

震観測網の地震計のノイズか

ら河川流量の増加が推定可能

であることを見出したこと

は，新たな科学的可能性を示

した独自の成果として評価で

きる。 

 

・防災科研を中心とした研究グ

ループにより、顕著な大雨を

もたらす線状降水帯の自動検

出技術を開発し、「顕著な大雨

に関する情報」として気象庁

で実装され、今後のさらなる

利活用が期待できる。 

 

・その他の研究開発についても

着実に実施されている。 

 

・雲レーダー、ドップ

ラーライダー、マ

イクロ波放射計、X

バンド MP レーダ

ー、雷３次元マッ

ピングシステム等

の観測機器を活用

した積乱雲の早期

検知技術、雹及び

融解層の検知技

術、雷の早期検知

技術、データ同化

に基づく１km メッ

シュの風向・風速

推定技術の高度化

を進め、可能なも

のについては成果

・開発を行ってきた雲レーダーのリアルタイ

ムノイズ除去技術を活用した「雲レーダー観

測による積雲分布」をリアルタイムで表示す

るシステムを Web 上に公開した。また、雲レ

ーダーのデータを数値予報の初期値に同化

する手法を開発し、これまで予測することの

できなかった激しい降水を予測し得ること

を示した。 

 

・ドップラーライダーやマイクロ波放射計デ

ータを同化した１km メッシュ風向・風速情

報を活用し、自治体と強風予測実験を実施す

るとともに、近畿地方へ適応するための高度

化を行った。また、東京消防庁にデータを提

供するとともに、研修生２名を受け入れシス

テムの実装に向けた協力を進めた。 
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度評価手法の開発を行

う。 

大型降雨実験施設を活

用して、斜面崩壊の危

険域を絞り込む手法の

開発を行うとともに、

斜面の変動を監視する

手法の高度化とリアル

タイムで斜面崩壊危険

度を評価するシステム

の開発を進める。 

高潮による浸水被害の

避難方策の検討に役立

てることを目指して、

台風時等における波、

流れ、土粒子輸送等の

観測と台風による潮位

変動や浸水情報等の予

測システムの性能向上

を図るとともに、将来

起こり得る気象災害を

把握するため、台風災

害を含む気象データベ

ースの高度化や気候変

動等に伴う海面水温の

変動等が激しい気象の

発生に及ぼす影響の解

明を進める。 

なお豪雨、竜巻、浸水予

測技術の開発と実証実

験の一部は、社会実装

に向けた取組の一環と

の利活用者との協

働を図る。 

 

・ＸバンドＭＰレーダーに基づく降雹分布情

報を Web-GIS システム「ソラチェク」を通し

てリアルタイム公開した。 

 

・民間企業との協働により雷３次元マッピン

グシステムに基づく雷アラートシステムを

構築し、民間企業と実証実験を行い、その有

効性と課題の抽出を行った。 

 

・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会にＭＰフェーズドアレイ気象レーダ

ーを用いた豪雨直前予測情報を提供した。 

 

・成果の社会実装を進めるため、東京消防庁、

南足柄市への情報提供を通じた研究開発、民

間企業との雷予測モデルや水蒸気観測等に

関する共同開発等を進めた。また、連携大学

院制度を活用した人材育成、高等学校等にお

ける防災教育を行った。さらに、防災科研が

出資して設立したＩ－レジリエンス株式会

社への研究者２名の派遣、東京消防庁から研

修生２名の受入れなどの協力を行った。 

 

・豪雨に伴う洪水・浸

水を確率的に予測

するモデル及びリ

アルタイムで危険

度の高い流域を把

握する技術の開発

を進める。また豪

雨災害の土砂移動

分布図の作成や衛

・24 時間降水量の「稀さ」（何年に１回の大雨

か）を監視し、50年に一度の大雨が一定の面

積割合を超えた危険流域を自動検出するシ

ステム「すいガイド」を開発した 

 

・降雨流出氾濫モデルを活用し、防災科研が運

用する高感度地震観測網の地震計のノイズ

から河川流量の増加が推定可能であること

を見出した。 
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して、「戦略的イノベー

ション創造プログラム

（SIP）」において府省・

分野横断的に行う。 

 

星画像を用いた斜

面変動範囲の抽出

技術の開発を進め

るとともに、土石

流危険度表示シス

テムの改良を行

う。 

 

 

・１地点の浸水情報（例えば Twitter の写真情

報）から、即時的に面的な浸水域を推定する

ツールを開発した。その手法に基づき、令和

３年８月の豪雨で水害が発生した久留米市

に浸水推定域を提供し、罹災調査の参考情報

として活用された。 

 

・令和２年７月豪雨における熊本県の土砂災

害について土砂移動分布図の作成を進めた。

さらに、令和３年７月～９月の大雨で土石流

が発生した７地域を対象に、災害前後の

Sentinel-2 衛星画像（分解能: 10m）から作

成した正規化植生指標（NDVI）差分画像を用

いて斜面変動範囲を抽出し、防災クロスビュ

ーで公開した。 

 

・大型降雨実験施設

を活用して、斜面

の圧力変動や雨水

浸透を監視する技

術の高度化を進め

るとともに、地方

自治体の協力のも

と、地盤情報やセ

ンシング技術によ

り斜面崩壊危険度

を評価する手法の

高度化を図る。 

 

・大型降雨実験施設を活用した実験により、斜

面の圧力変動や雨水浸透を検知するセンサ

ー技術の高度化を図り、南足柄市をフィー

ルドとしたセンサーの試験運用を行うとと

もに、市の防災担当者に情報を提供した。 

・高潮による浸水被

害の避難方策の検

・本州の試験地での観測は新型コロナウイル

ス感染症の影響等により実施できなかった
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討に役立てるべ

く、台風時等にお

ける波、流れ等の

観測を沖縄県西表

島及び本州の試験

地で行うととも

に、漂流物を考慮

した沿岸災害予測

モデルの高度化を

図る。また、台風災

害を含む気象デー

タベースを更新す

るとともに、気候

変動等に伴う海面

水温の変動等が激

しい気象の発生に

及ぼす影響の解明

を進める。 

河川氾濫や土砂災

害等の深刻な被害

を引き起こす線状

降水帯による集中

豪雨の発生が近年

多発している。 

「SIP 第 2 期」と連

携しながら、線状

降水帯対策とし

て、令和３年度は

以下の研究開発に

取り組む。 

が、西表島で観測し取得した台風時の海洋観

測データを活用して、台風強風時における高

潮予測モデルのチューニング・精度検証等を

実施した。また、バーチャルリアリティを活

用した「体験型高潮浸水シミュレータ」に車

やコンテナなどの漂流物を組み込む設定を

行った。海面水温が豪雨発生に及ぼす影響を

明らかにするため、五島列島・女島における

気象観測を実施した。さらに、台風災害デー

タベースに積算雨量・浸水件数等を表示する

機能を加えるとともに、令和３年に日本に接

近した９個の台風について、台風接近前に

「類似した経路をもつ過去の台風」による降

水量や被害状況を公表し、啓発を図った。 

 

・浸水危険域に曝露人口を重ね、被災人口を推

定するシステムの開発を進めた。 

 

・マイクロ波放射計

を九州地方に設置

・熊本県天草にマイクロ波放射計を設置する

とともに、安定に稼働させるため気圧計が故
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し、他の水蒸気観

測機器とともに水

蒸気マルチセンシ

ング網を構築す

る。さらに、クラウ

ウドＨＰＣ（High 

Performance Com-

puting）を用いた

予測システムを社

会実装プロトタイ

プとして開発す

る。 

 

障した場合でも水蒸気量が計算できる手法

を構築した。また、クラウウドＨＰＣを用い

た予測システムを構築し、機能を付加した場

合の改良についての検討を進めた。 

・水蒸気情報の同化

手法の高度化を図

り、数時間先まで

の線状降水帯の発

達予測技術の開発

を進め、予測精度

を検証する。 

・水蒸気の同化手法の高度化を図り、線状降水

帯予測における水蒸気データ同化の有効性

を実証的に示した。また、令和３年８月の豪

雨において、九州地域 11 自治体で実証実験

を行い、線状降水帯予測情報の有効性を検証

した。さらに、令和３年７月に九州南部で大

雨特別警報が発表され水害が起こった事例

に対して予測実験を行い、水蒸気データを同

化することによって、土砂災害警戒情報より

も 40 分早く災害につながる可能性の高い大

雨の発生を予測でき、避難に向けたリードタ

イム（猶予時間）を長く確保できる可能性が

あることを示した。 

 

・防災科研を中心とした研究グループにより、

顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検

出技術を開発し、「顕著な大雨に関する情報」

に用いる技術として気象庁で実装された。 
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・過去の線状降水帯

を引き起こした雨

量情報の統計解析

に基づき、予測雨

量を再現確率に変

換し、避難エリア

を特定する技術開

発を進める。 

従来のリアルタイ

ムハザード情報を

リスク情報に変換

する点に関して、

防災情報研究部門

等と連携しながら

研究開発を進め

る。 

・雨量の再現期間を利用して危険な市町村を

絞り込む技術を開発した。また、浸水危険域

に曝露人口を重ね、被災人口を推定するシス

テムの開発を防災情報研究部門と連携して

進めた。 

 

(b)多様化する雪氷災

害の危険度把握と面

的予測の融合研究 

 

平成 26年豪雪による

甲信越地方での記録的

大雪に伴う交通障害

等、近年、豪雪地帯以外

で発生する突発的な雪

の災害に対する社会の

脆弱性が課題となって

いる。このため、豪雪地

帯以外も対象とした、

空間規模や時間スケー

ル（数時間～数週間）の

異なる様々な雪氷災害

(b)多様化する雪氷

災害の危険度把握

と面的予測の融合

研究 

 

平成26年豪雪によ

る関東甲信地方での

記録的大雪に伴う交

通障害等、近年豪雪

地帯以外で発生する

突発的な雪の災害に

対する社会の脆弱性

が課題となってい

る。また、平成 30 年

に北陸地方を中心と

して広域に雪氷災害

 (b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予

測の融合研究 

(b)多様化する雪氷災害の危険

度把握と面的予測の融合研究 

 

・レーダーによる降雪分布情報

に基づき集中豪雪の危険度が

高まる領域を、全国を対象に

評価するシステムが構築され

た。これは豪雪災害発生リス

クの軽減に有用な情報を提供

するものであり、重要な成果

として高く評価できる。 

 

・雪下ろし事故防止につながる

「雪おろシグナル」の対象領

域と空間解像度が向上したほ

か、積雪観測点が無い地域で
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にも対応可能な対策技

術の研究開発に取り組

む。また、地震、火山等

の他の災害と複合して

起こる雪氷災害や温暖

化に伴い極端化する雪

氷災害に関する研究を

行う。 

具体的には、雪氷災

害危険度の現況把握技

術と特定の範囲を数キ

ロメッシュで予測する

面的予測技術を開発

し、それらを融合する

ことで様々な規模や時

間スケールの雪氷災害

にも幅広く活用可能な

リアルタイムハザード

マップ作成技術を確立

する。雪氷災害危険度

の現況把握技術の開発

においては、降雪監視

レーダと地上降雪粒子

観測ネットワークの観

測とを組み合わせ、精

度の高い降雪量及び降

雪種の面的推定手法を

確立し、豪雪地帯以外

の気象観測レーダによ

る正確な降雪量の推定

を可能にする技術の開

発につなげるほか、雪

が発生したように、

日本海寒帯気団収束

帯（JPCZ）に起因する

時として局地的に発

生する時間的にも集

中した豪雪に対して

は積雪地域において

も対応しきれない事

が社会的に大きな課

題となっている。こ

のため、JPCZ に起因

する豪雪災害の問題

を解決するための研

究を加速する。また

豪雪地帯以外も対象

とした、空間規模や

時間スケール（数時

間～数週間）の異な

る様々な雪氷災害に

も対応可能な対策技

術の研究開発に取り

組む。さらに、地震、

火山等の他の災害と

複合して起こる雪氷

災害や温暖化に伴い

極端化する雪氷災害

に関する研究を行

う。具体的には、令和

３年度は以下の研究

開発に取り組む。 

 

も積雪重量の推定が可能とな

るシステムを別途開発するな

ど、屋根雪災害軽減に資する

情報構築が進展し、今後の成

果の利活用が期待される。 

 

・雪氷災害の観測・検知に関する

新たな技術や、それらを活用

した雪氷災害発生リスクのリ

アルタイム評価手法が進展し

た。 

 

・吹雪、吹きだまりモデルと積雪

モデルの統合化が推進された

ほか、一部の予測モデルでは

降雪モデルと積雪モデルにつ

いても統合がなされるなど、

雪氷災害リアルタイムハザー

ドマップ作成システム（統合

化 ver.）の完成に向けた大き

な進展が見られた。またモデ

ルの解像度向上などの高度化

も図られた。 

 

・雪氷災害発生予測システムの

試験運用や道路雪氷予測、除

雪ルートの最適化について、

自治体と連携した実証実験が

着実に進展し、実用化に向け

た準備が整えられている。さ

らに、雪氷災害の被害リスク

軽減のためのタイムラインが・対象となる災害・地 ・全国を対象に災害をもたらす集中降雪の検
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氷防災実験棟を用いた

都市圏の豪雪災害の想

定等も含めた実験を行

う。 

今後増加が予想される

極端気象に伴う雪氷災

害について、その発生

機構の解明、融雪地す

べりや地震誘発雪崩な

どの雪氷現象と他の自

然現象との複合災害に

関する発生機構の解明

についても取り組む。

これらの成果の社会還

元として、地方公共団

体や道路管理業者等の

ステークホルダーへ予

測情報を試験的に提供

し、実際に利活用して

もらうとともにフィー

ドバックを得ることで

社会実装試験を行う。 

 

域特性を考慮した

集中豪雪判別基準

の閾値の調査によ

る集中豪雪アラー

トの改良及び雨雪

判別の良否で誤差

が左右される温暖

地域でのレーダー

定量的降雪強度推

定手法の改良を進

め、GIS 上で集中豪

雪アラート情報に

観測点の降水形態

を合わせた試験配

信を実施する。ま

た「雪おろシグナ

ル」の詳細化のた

めのデータ融合技

術の改良及び対象

地域の拡張を行

う。さらに、山岳気

象観測網の観測地

点の拡張と観測デ

ータを活用したス

キー場等の総合的

な雪氷防災に向け

た研究を推進す

る。また、災害ポテ

ンシャルの現況把

握のための技術

（道路状況判別シ

ステム、着雪検知

知を可能にするため、国土交通省 XRAIN のレ

ーダー合成降水量と気象庁推計気象分布の

気温データを利用し、固相（氷）と液相（水）

の降水量を分けて推定する手法を開発した。

これにより雨雪判別を高度化でき、固相降水

量と複数の判定基準を使用し、急速な積雪増

と継続した大雪による影響の両方を評価す

る全国を対象とした集中豪雪アラートをプ

ロダクトとして作成した。また令和２年冬期

の関越道の立ち往生を生じた集中降雪を受

け、レーダーによる降雪強度推定の検証・開

発のため新潟県中越地域に降雪粒子観測点

を整備した。 

 

・秋田大学との共同研究により、従来型「雪お

ろシグナル」と診断型積雪分布モデルを融合

し、１km メッシュで積雪重量分布を作成す

る手法の開発を進め、防災クロスビューなど

の Web-GIS システム上にて社会に向けて発

信した。また、大雪時に「雪おろシグナル」

が雪下ろしの判断に有効活用されているこ

とが実証される中で、対象地域を、これまで

の６県（新潟県、山形県、富山県、秋田県、

長野県、福井県）から北海道、青森県、福島

県にも拡大した。気象庁の解析積雪深データ

を用いた積雪重量の計算手法の開発により、

非雪国地域など積雪深観測点が少なく、「雪

おろシグナル」の対象外となっている地域に

おいても積雪重量の推定が可能となり、Web-

GIS システム「ソラチェク」にて公開を開始

した。 

 

試作されるなど、モニタリン

グ、予測情報を有効に活用す

るための検討も進展した。 

 

・我が国を代表するスキーリゾ

ート地である北海道ニセコ地

域を対象とした吹きだまりお

よびそれによる雪崩の高解像

度の予測・検証さらに雪崩災

害リスク情報の検討が進展す

るなど、地域における雪氷災

害の軽減・防止に寄与した。 
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装置及び積雪ゾン

デ）の開発・改良を

進める。現況把握

技術による雪氷防

災情報コンテンツ

の防災クロスビュ

ー（旧 NIED-CRS）

等を通した社会へ

の発信を進める。 

 

・スマートフォン画像に基づく道路状況 AI 判

別システムで、判別カテゴリーを５から 14

に増加し、移動観測車による教師データを元

にシステムを改良した結果、判定精度を85％

から 95％に向上させた（官民研究開発投資

拡大プログラム：PRISM との連携に基づく）。

降雪時の首都高速道路での移動観測との比

較検証において概ね適切な路面判定結果が

当該システムにより得られた。判定データを

防災情報サービスプラットフォームに受け

渡す仕組みも構築した。その他、着雪検知装

置（８方位の着雪・冠雪の重量・厚さ）の検

知結果と実際の電線着雪状況との関連性を

検証し着雪の有無や着雪重量増加モニタリ

ングに関する有効性を確認したほか、雪崩斜

面管理のための積雪ゾンデの改良（含水率計

測部の環境依存誤差軽減など）など計測手法

の高度化を行った。 

 

・各モデルの高精度

化に向けて、雪崩、

吹雪のハザードマ

ップの面的予測に

ついては 250ｍメ

ッシュ化と、着雪

ハザードマップの

高度方向の高解像

度化の検討を行

う。また、モデル間

の連携・結合を進

めるとともに精度

検証のための野外

・吹雪、吹きだまりモデルと積雪モデル

SNOWPACK を統合するなど、雪氷災害リアル

タイムハザードマップ作成システムの高度

化を推進した。山形県肘折の集中観測点を対

象として、精度検証のための野外観測を実施

し、山岳域での吹雪による積雪再配分とそれ

に伴う吹きだまり、雪庇の形成過程が時系列

で計算可能となった。また、それにより得た

積雪分布に対して積雪モデルを適用するこ

とで雪庇周辺での積雪重量や底面流出量、積

雪安定度分布など雪崩発生危険度評価に重

要な要素が計算可能となった。20m メッシュ

で計算を行い、局所的な吹きだまりにおける
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観測を継続する。

GIS を用いた雪氷

災害リアルタイム

ハザードマップ作

成システム（統合

化 ver.）の高度化

についても推進

し、災害危険度情

報を示すなど、災

害対応・対策にお

ける意思決定に資

する情報を提供す

るための指標化及

び将来的な本運用

に向けた検討を継

続的に進める。 

 

積雪不安定化が再現された。都市域・非雪国

における雪氷災害に関しては、着雪予測モデ

ルについて、高層建築物への着雪災害リスク

を考慮し、地上高だけでなく、標高 100m、標

高 200m における高度別着雪予測情報を構築

し、東京スカイツリー等で実証実験を行うこ

とによって鉛直方向の高解像度化を実施し

た。雪崩、吹雪の面的ハザードマップに関し

てはレーダー情報や土地利用状況に基づく

高解像度化（250m メッシュ）を実施した。道

路雪氷モデルについては、路面の水はけや除

雪の影響など物理計算だけでは判定困難な

パラメータについて路面状態の実測値を用

いた最適化を行った。また、山間地の道路雪

氷状態をより正確に予測するため、周辺地形

による影の影響を GIS で計算し路面に入射

する日射量を評価するなど、地形の影響も考

慮した道路雪氷予測も可能とした。 

 

・前年度までの実証

実験の結果を踏ま

えた上で雪氷災害

発生予測モデルの

試験運用を継続

し、社会実装へ向

けた検討を進展さ

せる。また開発を

進めている道路雪

氷予測モデルに関

しては、雪氷セン

サーと路面予測技

術を組み合わせて

・雪氷災害発生予測モデルの社会実装に向け

た取組として、新潟県のバスやタクシー会社

との連携に基づく道路雪氷予測の実証実験

を継続的に実施したほか、連携に基づき得ら

れた観測データによるモデル検証と予測精

度向上に向けた改良を実施するなど、実社会

へ貢献する体制の構築を進めた。また、雪氷

災害発生予測モデルの試験運用を新潟県、山

形県、北海道（根室地方）において各道県及

び東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日

本）等と連携して継続実施し、モデルの検証

と改良を進展させた。 
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空港滑走路を対象

とした実証実験を

実施し、実用化に

向けた改良を進め

る。さらに、総合的

雪氷防災シミュレ

ーションに向けた

雪氷災害シナリオ

の作成を継続す

る。JPCZ に関する

豪雪災害研究で

は、実際に発生し

たイベント事例に

高解像度シミュレ

ーションを適用

し、大雪時の降雪

現象及び実際に発

生した交通障害・

災害との関連を解

析するほか、衛星

データを用いた広

域降雪量分布推定

手法の高度化も継

続し、モデルの検

証データを取得す

る。 

 

・滑走路雪氷予測に関して、空港の雪氷観測結

果を初期値として取り込み、気象予測モデル

や積雪変質モデル及び道路雪氷予測モデル

を統合した滑走路面の雪氷状態の予測を 30

時間先まで可能とする手法を構築し実用化

へ前進させた。雪崩、吹雪、着雪、立ち往生、

屋根雪を含む総合的雪氷災害シナリオの作

成を進めるとともに、それに基づいた予防や

対応のタイムラインを作成した。大雪時の災

害発生状況を早期に集約して公表するとと

もに、降積雪状況との関連の解析のために、

GISによる雪氷災害発生状況の表示システム

について冬期のはじめより運用した。 

 

・日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）に関する豪雪

災害については、JPCZ に伴う集中豪雪の現

状把握技術の開発を推進したほか、レーダー

情報に基づく最適除雪ルート決定モデルの

検証や、雪崩危険度の面的分布の短時間・高

解像度予測技術の開発としてレーダー情報

と積雪変質モデルから導かれる予測結果と

実際の雪崩発生事例との比較検証等を実施

し、研究開発を進展させた。その他、新潟地

方気象台や仙台管区気象台との研究会を継

続して開催するなど、関連機関との連携を深

めた。 

 

・科学的根拠に基づくスキー場の安全管理の

ために、ニセコアンヌプリ地区なだれ事故防

止対策協議会と連携して構築したスキー場

内での風向風速観測網や、地形による風向風

速の変化や雪崩の原因となる吹きだまりが
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形成されやすい場所を 20m 格子の高解像度

で予測するシステムを運用し、これらから得

られる情報プロダクツをスキー場の雪崩関

係者と共有するなど実証実験を推進した。ま

た、令和２年度に取得したモニタリングデー

タと比較検証し吹きだまり予測結果が定性

的に実測値と一致していることを確認する

など、モデルの精度確認と更なる高度化のた

めの比較検証を実施した。また、より定量的

な検証において極めて重要となる、航空レー

ザープロファイラによるニセコ地域での積

雪、吹きだまり分布の測量も実施した。 

 

・災害過程研究部門など防災科研内の他部門

とも連携して雪氷災害タイムラインを構築

したほか、雪氷災害の危険度把握と面的予測

を実際の災害対応に有効活用する方法を検

討した。 

 

②自然災害ハザード・

リスク評価と情報の

利活用に関する研究 

(a)自然災害ハザード・

リスク評価に関する

研究 

 

 

都市への経済、イン

フラ、人口等の集積は、

都市の災害リスクを増

大させており、首都直

下地震や南海トラフ地

②自然災害ハザー

ド・リスク評価と

情報の利活用に関

する研究 

(a)自然災害ハザー

ド・リスク評価に

関する研究 

 

都市への経済、イ

ンフラ、人口等の集

積は、都市の災害リ

スクを増大させてお

り、首都直下地震や

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

 

《評価指標》 

・自然災害ハザー

ド・リスク評価と

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活

用に関する研究 

 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研

究 

 

②自然災害ハザード・リスク評

価と情報の利活用に関する研

究 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評

価に関する研究 

 

 

・全体として地震・津波を統合し

たハザード・リスク情報ステ

ーションの開発に向けた基盤

の構築が進み、工学分野等で

利用のニーズの高い応答スペ
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震への備えは、我が国

の都市のレジリエンス

を高める上で喫緊の課

題の一つである。しか

し、国内の地理的条件

や社会経済構造の違い

により、地域によって

災害に対するリスク認

識には違いがある。こ

のため、都市が潜在的

に有する災害リスクを

共通のリスク指標で総

合的に評価した上で、

社会の各セクター（国、

地方公共団体、地域コ

ミュニティ、民間企業

等）が適切な災害対策

を実施できる社会の実

現に向け、地震や津波

をはじめとした各種自

然災害のハザード・リ

スク評価に関する研究

を行う。 

具体的には、地震及

び津波ハザード評価手

法の高度化のため、不

確実さを考慮した低頻

度な事象まで評価でき

る手法開発や、予測精

度向上のための震源及

び波源モデル等の研究

を行うことにより、地

南海トラフ地震への

備えは、我が国の都

市のレジリエンスを

高める上で喫緊の課

題の一つである。し

かし、国内の地理的

条件や社会経済構造

の違いにより、地域

によって災害に対す

るリスク認識には違

いがある。このため、

都市が潜在的に有す

る災害リスクを共通

のリスク指標で総合

的に評価した上で、

社会の各セクター

（国、地方公共団体、

地域コミュニティ、

民間企業等）が適切

な災害対策を実施で

きる社会の実現に向

け、地震や津波をは

じめとした各種自然

災害のハザード・リ

スク評価に関する研

究を行う。令和３年

度は以下の研究開発

に取り組む。 

 

情報の利活用に

関する研究開発

の成果 

 

・成果の社会実装に

向けた取組の進

捗 

 

 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

クトルによるハザード評価や

強震動統一データベース試作

版を用いた地震動予測モデル

の構築に着手する等の新たな

進展が見られた。また、2021 年

起点の地震動予測地図の公表

を行った。関東における地震

複合災害の評価研究として、

地震と関連する可能性のある

事象として富士山の宝永規模

噴火による降灰ハザード評価

を試算できた。地震ハザード

評価については地震保険料率

改定の基礎資料として活用さ

れる等社会に実装されている

ことは特筆すべき成果として

評価できる。 

 

・地震動の空間相関を考慮した

リスク評価手法の開発によ

り、市区町村単位等の地域全

体のリスク評価が可能になる

ことに期待できる。 

 

・津波ハザードステーション（J-

THIS）が安定的に運用され、デ

ータダウンロード機能が実

装、公開されることで、今後の

利活用の促進が期待できる。 

 

・リスクマネジメントに資する

共通リスク指標として耐震補

・全国を対象とした

地震ハザード評価

手法の高度化のた

・地震ハザード評価については、シナリオベー

スの長期間平均ハザードを評価するための

モデル構築を進めるとともに、2022 年起点
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震調査研究推進本部が

進めている全国地震動

予測地図、及び全国を

対象とした津波ハザー

ド評価の高度化に貢献

する。復旧・復興に至る

各セクターの適切な災

害対応を支援するた

め、全国概観版や地域

詳細版の地震及び津波

のリスク評価手法の研

究開発を行うととも

に、各セクターの課題

解決を目指したリスク

マネジメント手法の研

究開発を行う。また、ハ

ザード・リスク評価の

基盤情報として、詳細

な地形モデル、構造物

や人口等の社会基盤デ

ータベースの構築を行

うとともに、海陸統合

した地下構造等の地盤

情報や活断層情報の整

備を行う。 

さらに、風水害や土砂

災害等の各種自然災害

のハザード・リスク評

価の研究開発を他の研

究課題と連携しマルチ

ハザード・リスク評価

手法の研究開発を行う

め、シナリオベー

スの長期間平均ハ

ザードを評価する

ためのモデル構築

を進めるととも

に、2022 年起点の

確率論的地震動予

測地図と地域限定

版の応答スペクト

ルの試作版地図を

作成する。さらに

堆積層が厚い地域

における活断層の

近傍を対象とした

強震動評価手法等

の確立に向けた検

討を行う。強震動

統一データベース

試作版に基づく地

震動予測モデルを

試作する。ハザー

ド評価のための基

盤情報として、地

下構造等の地盤情

報の整備や海域を

含めたモデル化手

法の標準化の検討

を進めるととも

に、国の活断層基

本図（仮称）の作成

に資するため、活

断層の詳細位置に

の確率論的地震動予測地図の作成と地域限

定版の応答スペクトルのハザード評価を試

作した。堆積層が厚い地域における活断層の

近傍を対象とした強震動評価手法の確立に

向けて、上町断層帯を対象として複数の考え

方に基づいて震源をモデル化し、それぞれの

モデルについての強震動計算を実施した。強

震動統一データベース試作版に基づいて、上

下動を含む地震動予測モデルを試作した。地

震ハザードステーション（J-SHIS）について

は、2021 年起点の確率論的地震動予測地図

の公開を７月に行い、活断層基本図（仮称）

との連携に向けて活断層の詳細位置情報の

調査研究の成果によるデータを登録した。な

お、公開済の全国地震動予測地図 2020 年版

が令和４年 10 月に予定されている地震保険

料率改定に活用される見込みとなるなど、実

社会での利用における進展が見られた。 

 

・熊本地方の浅部・深部統合地盤構造モデルの

検証と山梨県・長野県地域の浅部・深部統合

地盤構造モデルの作成を通して手法の標準

化を進めるとともに南海トラフ海域の地下

構造モデルとの統合方法の検討に着手した。

国の活断層基本図（仮称）の作成に資するた

め、推定活断層の確実度を判断する根拠とな

る位置形状を含む詳細な情報の調査につい

て、東北・北海道地域の活断層を対象として

実施した。 

 

・地震リスク評価手法の高度化では、地震動の

空間相関を踏まえた評価手法と、主に非木造

強等の対策効果を反映できる

ことになったことは今後の利

用の進展に期待できる。また、

「地すべり地形分布図」が地

理院地図上の「他機関の情報」

として公開されたことにより

今後更なる利用の広がりに期

待できる。 

 

・マルチハザードリスク評価に

向け立ち上げた「準備会」が継

続的に運営され、地震複合災

害や火山噴火等の影響評価に

ついて所内の具体的な連携に

基づいて取り組んだことは今

後の更なる研究の加速が期待

できる。 

 

・自然災害事例マップにおいて

災害事例の空間的な空白域の

データを重点的に充実させる

ことで、今後の更なる利活用

の進展が期待できる。 

 

・リアルタイム地震被害推定情

報についてコロナ禍において

も実証実験の参加機関を拡張

し、社会実装に近い形に体制

を含め実現されており、特筆

すべき成果として評価でき

る。 
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とともに、過去の経験

から将来のリスクを予

測することを目指した

自然災害事例マップを

高度化する。 

また、リアルタイム被

害推定及び被害の状況

把握技術開発を行うと

ともに、ハザード・リス

ク評価、発災時の被害

推定や被害状況把握等

のシミュレーション技

術の研究開発を総合的

に行うことができるプ

ラットフォームを構築

する。 

研究成果の社会実装を

目指し、「戦略的イノベ

ーション創造プログラ

ム（SIP）」等の取組や関

係機関と連携したハザ

ード・リスク評価の地

域展開、仙台防災枠組

や国際 NPO 法人 GEM

（ Global Earthquake 

Model）等と連携による

国際展開を行う。 

 

関する調査検討を

引き続き実施す

る。地震リスク評

価手法の高度化の

ため、地震動の空

間相関特性を踏ま

えたリスク評価手

法や、主に非木造

建物を対象とした

地震動による損傷

を評価する手法を

検討する。地震の

ハザード・リスク

情報ステーション

の開発を行い、情

報の試験提供を継

続する。 

 

建物に着目した地震動による損傷評価手法

を検討した。地震動の空間相関を踏まえたリ

スク評価では、活断層を震源とする地震の地

震動計算結果を活用して生成した多数の地

震動シナリオに基づいて、従来の市区町村単

位でのリスク評価に加えて地震全体のリス

クをモデル化した。地震動による損傷評価手

法の検討は非木造建物の耐震診断結果を収

集したうえで、収集した耐震診断結果による

耐力分布に基づいて、耐力分布とリンクした

建物被害推定手法を作成した。 

 

・国際展開に関しては、新型コロ

ナウィルスの世界的流行の

中、GEM の活動を継続し、台湾

の TEM・ニュージーランドの

GNS Science と国際ワークシ

ョップを再開させ国際的な研

究者間の協力関係を強化し

た。 

 

・全国を対象とした

津波ハザード評価

手法の高度化で

は、津波レシピの

拡張に向け、津波

地震のスケーリン

グ則に関する検討

及び波源断層モデ

ルの設定方法等の

検討を行う。日本

海溝沿いで発生す

るプレート間巨大

地震、アウターラ

イズ地震等を対象

・全国を概観した津波ハザード評価では、地震

調査研究推進本部が日本海溝沿いの地震の

長期評価を改訂したのに伴い、津波地震、ア

ウターライズ地震およびスラブ内地震に対

するスケーリング則の検討、並びにこれらの

地震に対する波源断層モデル群の設定方法

等を検討し、長期評価改訂版に対応した津波

ハザード評価を行った。また、これまでに実

施してきた千島海溝沿い、相模トラフ沿い、

南海トラフ沿い、南西諸島沿いの４海域の地

震によって生じる津波と、令和３年度に実施

した日本海溝沿いの地震によって生じる津

波を統合し、５海域統合版の津波ハザード評

価を試作した。 
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とした確率論的津

波ハザード評価を

行う。モデル地域

を対象とした浸水

ハザード評価手法

の開発を進める。

津波ハザードステ

ーションの運用を

実施するととも

に、システム間連

携の実現に向けた

改良を行う。 

 

 

・モデル地域を対象とした津波ハザード評価

については、海岸及び河川堤防構造物等の複

数の破壊条件を設定し、相模トラフ沿いで巨

大地震が発生した場合に、東京湾を対象に計

算分解能 10m の高精度津波遡上計算を実施

した。その結果に基づき、東京湾地域に津波

が遡上する場合の津波浸水開始時間と浸水

域の拡大速度分布について検討した。また、

津波遡上計算の結果を可視化するための手

法について検討した。 

 

・津波ハザードステーションの運用では、利用

者のニーズを把握し、より有用かつ必要な情

報を提供できることを目的として、問い合わ

せ対応やアクセス解析を実施した。また、「津

波ハザード・リスク情報の高度利用に関する

委員会」の要望を踏まえ、データダウンロー

ド機能の実装などのシステムの改良を行い、

３月に公開した。 

 

・各種自然災害のハ

ザード・リスク評

価の研究開発の連

携によるマルチハ

ザード・リスク評

価手法の研究開発

及び過去の経験か

ら将来のリスクを

予測することを目

指した自然災害事

例マップの高度化

・リスクマネジメントに資する共通リスク指

標は、べき分布となるリスク量を適切に評価

出来るように改良した手法に基づいた上で、

地震動の空間相関の考慮や耐力分布とリン

クした建物被害推定手法といったリスク評

価手法の高度化を取り込んだリスク指標の

検討を行い、耐震補強によるリスク量の変化

について検証した。地すべりリスク評価で

は、「地すべり地形分布図」に記載された地

すべり地形に対して、災害発生リスク指標を

付与することを目的として、地すべり地形の
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を行う。地震及び

津波、斜面、風水害

ハザード・リスク

を対象とした共通

のリスク指標を改

良し、全国に適用

する。地すべり地

形分布図に新たな

地形情報を付加で

きるように、公開

プラットフォーム

を改良する。自然

災害マップの高度

化では、市町村誌

や災害誌に記載さ

れている事例情報

の収集を継続して

実施するほか、災

害イベントIDの構

築を進める。また

進行中の災害の類

似事例の抽出方法

の標準化を進め、

継続的な被災地被

害情報取得方法を

検討する。そのほ

か、自然災害マッ

プと外部との連携

を進める。 

再活動性評価を実施した。また、新たな地形

情報を付加するため、既往の災害発生履歴と

の関係を深層学習により解析する共同研究

を実施した。さらに、分布図デジタルデータ

の仕様を変更し、国土地理院地図上の「他機

関の情報」として公開した。雪氷災害に関し

ては、雪害記事の収集を進め、雪害データベ

ースを強化した。 

 

・マルチハザード・リスク評価手法の研究開発

については、他部門の研究員を交えた「マル

チハザードリスク準備会」を開催し、研究方

針の整理と計画の策定を行った。相模トラフ

沿いの地震による地震複合災害の評価に向

けた効率的な地震動評価作業の方針を検討

するとともに、富士山の宝永規模噴火を対象

とした降灰ハザード評価の試行と火山災害

を対象とした経済被害の試算を行った。 

 

・自然災害事例マップの高度化では、災害事例

データベースに収録された過去 1600 年間の

災害事例レコードの特徴を分析し、記録未収

録地域のうち記録があることが予想される

地域において、郷土資料などより詳細な資料

の入力を行い、従来の地域防災計画では収録

されていなかった災害事例が追加され、より

古い時代まで遡及可能になり、最大で約 4.5

倍にレコード数を増加させることで、より高

い精度での災害の発生間隔の把握や、より古

い時期まで遡及した分析をすることが可能

となった。また、災害事例の提供方法を試行

し、気象災害 2021 年冬の防災クロスビュー
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では「12 月の雪氷災害事例」として掲載し

た。外部との連携では、東北大学、国立情報

学研究所、国立歴史民俗博物館、ジオパーク

ネットワーク（磐梯山）、嬬恋郷土資料館、

茨城県危機管理課と連携し、共同研究、企画

展の開催や講演など研究成果の普及に努め

た。 

 

・リアルタイム被害

推定及び被害状況

把握のため、全国

を概観するリアル

タイム地震被害推

定システムによる

SIP4D やコンソー

シアムと連携した

情報配信を継続的

に行う。地震動、斜

面崩壊及び液状化

等のマルチハザー

ド・リスク評価に

向け、被害推定プ

ロトタイプシステ

ムの改良、及び画

像を用いた被害状

況把握モデルの精

度向上を行う。ハ

ザード・リスク評

価、発災時の被害

推定等のシミュレ

ーション技術を整

理し、プラットフ

・リアルタイム被害推定及び被害状況把握の

研究開発では、地震動を対象とした全国を概

観するリアルタイム被害推定・状況把握シス

テムの安定的運用および検索機能の追加等

の改良を行い情報配信の改善を図った結果、

自治体・学校・民間企業を中心に月平均

17,000 件のアクセス数が確認された。令和

３年４月の宮城県沖の地震、10 月の千葉県

北西部の地震等、震度５強以上が観測された

複数の地震において SIP4D、防災クロスビュ

ー、ハザード・リスク実験コンソーシアムに

推定情報を提供した。システムは小学生向け

の社会科の学習本で紹介された。マルチハザ

ード・リスク評価に向けたシステム改良とし

て、リアルタイム液状化被害推定システムを

開発した。このシステムによって推定された

液状化発生領域を航空写真判読結果と比較

した結果、従来手法よりも高精度に液状化領

域の早期把握が可能であることを確認した。

また、被害状況把握技術開発として、斜めか

ら撮影された被災画像を用いて建物被害を

３区分した教師データを構築するとともに、

画像を射影変換により補正するプログラム

を開発し、斜め画像とともに地震前後の建物
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ォームに、連携可

能な形で取り込

む。 

 

高さ変化を教師データに追加した深層学習

モデルの開発を行った。結果、建物被害３区

分を正答率70%以上で分類可能であることを

確認した。また、災害初期対応におけるドロ

ーンでの災害情報収集および状況把握技術

の開発について、ドローン災害対応ソリュー

ション「GEORIS（ジオリス）」として、災害初

期対応でドローンを扱える人材の育成

（education）と、災害対応現場で使いやす

いシステム（mapper）の開発を行った。さら

に、このソリューションの災害対応機関およ

び地方公共団体での災害時の活用検証に向

けて実証実験シナリオを設計し、社会実装に

向けた企業への技術移転を推進した。また、

令和３年８月の熱海市の土石流災害でその

有効性が着目されたドローンによるオルソ

画像の作成について、防災科研の公式動画と

して「オルソ画像作成の基礎」に関する一連

のオンデマンド教材を作成・公開した。 

 

・ハザード・リスク評価のためのシミュレーシ

ョン・プラットフォームに、強震動シミュレ

ーション結果と連携して「マルチハザードリ

スク準備会」において検討した液状化危険度

と地すべり危険度を算出する機能を取り込

んだ。 

 

・「戦略的イノベーシ

ョン創造プログラ

ム（SIP）」での取組

等を踏まえ、災害

リスク情報の利活

・ハザード・リスク評価の地域への展開の一環

として、産業界等へ研究成果を展開させるた

めに、民間企業等を対象としたリアルタム地

震被害推定情報の実証実験を引き続き行っ

た。民間ユーザーを 12 業種 39 機関にまで拡
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用に関する研究プ

ロジェクトや大学

等と連携を進め、

地震や津波を含め

た各種自然災害ハ

ザード・リスク評

価の地域への展開

を進める。地域で

の利活用を支援・

促進するための研

究会を実施する。

産業界等への研究

成果の展開を図る

コンソーシアム等

と連携する。地域

の大学等と連携

し、防災力強化推

進ナショナルセン

ターの立ち上げを

他部門と連携して

検討する。仙台防

災枠組や国際 NPO

法人 GEM との連携

を推進するととも

に、地域拡大を図

り、アジア・環太平

洋地域での研究交

流を更に進める。 

張した。実証実験では、期間中に配信条件に

合致した 34 地震の被害推定情報を配信し、

情報の受配信などに関する技術的なサポー

トを行いながら、個々の企業のニーズに合わ

せた利活用の促進を図った。また、ユーザー

から利活用に関するフィードバックとして

アンケート調査を実施し、主要な利活用目

的、利活用している情報種別、情報の取得範

囲などを調査するとともに、2021 年２月福

島県沖の地震の被害推定情報配信時の具体

的な利活用状況を把握した。また、実証実験

とは別に、中小・零細企業をテーゲットとし

た利活用促進のため、名古屋大学と協力し

て、愛知県内の中小・零細企業に対してアン

ケート調査・ヒアリングを実施して基礎デー

タを取得し、BCP への具体的な活用促進のた

めの分析を行った。また、リアルタイム被害

推定及びリモートセンシング情報を用いた

災害査定の迅速化について民間損害保険会

社との共同研究を継続し、複数の地震におけ

る損害保険支払いデータを用いた建物被害

関数を構築したほか、損保会社が撮影した災

害調査画像を使って深層学習により建物被

害を自動抽出するモデルを検証した。また、

千葉県との連携協定に基づき、地震や津波の

発生直後の千葉県や市町村の災害対応の迅

速化・効率化を目的として、地震被害予測シ

ステムと津波浸水予測システムの運用支援、

及びシステムを用いた訓練支援を行った。令

和３年 10 月に発生した千葉県北西部の地震

（千葉県内の最大震度５弱）では、初動対応

として地震被害予測システムが活用された。 
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・国際展開としては、国際 NPO 法人 Global 

Earthquake Model (GEM)の活動に引き続き

参画し、技術面からリーダーシップを発揮し

た。GEM の Governing Board 会議に参加し、

各地域のハザード・リスク評価における検討

状況や GEM の今後の戦略について議論した。

また、研究交流を続けている台湾の TEM・ニ

ュージーランド(NZ)の GNS Science と国際

ワークショップを開催した。日本の地震ハザ

ード評価、活断層データベース、強震動デー

タベース等についての取組 d について発表

するとともに、各地域のナショナル地震ハザ

ード評価及びその活用に関する課題・戦略に

ついて議論を行った。国際的な強震動予測ツ

ールのプラットフォームである米国カリフ

ォルニア地震センター(SCEC)の Broadband 

Platform (BBP)上に実装している NIED の強

震動予測手法プログラムについて、他国グル

ープの手法との比較検証を行いながら引き

続き手法の改良を行った。特に、応答スペク

トルに加えてフーリエ振幅スペクトルでの

妥当性検証の観点から、震源モデルの離散化

方法などについて改良を行った。 

 

(b)自然災害情報の利

活用に基づく災害対

策に関する研究 

 

 

東日本大震災や平成

27 年９月の関東・東北

(b)自然災害情報の

利活用に基づく災

害対策に関する研

究 

 

東日本大震災や平

成 27 年９月の関東・

 (b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に

関する研究 

 

 

 

(b)自然災害情報の利活用に基

づく災害対策に関する研究 

 

 

 

・SIP4D については、これまで

の取組の積み重ねが結実し、
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豪雨等では、社会を構

成する各セクター（国、

自治体、地域コミュニ

ティ、民間企業等）間で

の情報共有が十分でな

く、情報不足による対

応の遅れ等、災害対応

や復旧・復興において

多くの課題を残した。

また、地方公共団体に

おける人口減少等によ

り、平時からの事前対

策を行う社会的リソー

ス自体が不足してお

り、社会におけるレジ

リエンスの低下が懸念

されている。 

 

 

 

このような状況を改

善するためには、現在

のレジリエンスの状態

を評価するとともに、

各種災害情報を各セク

ター間で共有・利活用

することで連携・協働

し、予防力・対応力・回

復力を総合的に強化す

る災害対策・技術を社

会全体に浸透させるこ

とが必要である。 

東北豪雨、平成 28 年

の熊本地震等では、

社会を構成する各セ

クター（国、自治体、

地域コミュニティ、

民間企業等）間での

情報共有が十分でな

く、情報不足による

対応の遅れ等、災害

対応や復旧・復興に

おいて多くの課題を

残した。また、地方公

共団体における人口

減少等により、平時

からの事前対策を行

う社会的リソース自

体が不足しており、

社会におけるレジリ

エンスの低下が懸念

されている。 

このような状況を

改善するためには、

現在のレジリエンス

の状態を評価すると

ともに、各セクター

間が連携・協働し、予

防力・対応力・回復力

を総合的に強化する

災害対策・技術を社

会全体に浸透させる

ことが必要である。 

 

国の防災基本計画に明記され

たこと、国のデジタル社会の

実現に向けた重点計画に位置

付けられたこと、これらを踏

まえ、国の防災関係プラット

フォームについて、内閣府防

災やデジタル庁との協議が開

始されたことが、特に顕著な

成果として高く評価できる。

さらに、「イノベーション分

野のアカデミー賞」と言われ

る R&D100Awards を受賞し、

国内外の評価・認知もより高

まった。 

 

・SIP4D を中軸として、他部門

や他組織で開発された技術や

システムを連結し、総合的か

つ新たな情報プロダクツを生

成・共有・利活用する技術に

関する研究開発は着実に進展

した。特に、自然環境情報と

社会環境情報の時空間統合処

理技術を開発したことで、気

象災害を中心としたリアルタ

イムコンテンツを生成でき、

これを社会に発信できるよう

にしたことは大きな成果であ

る。 

 

・開発した技術は SIP4D や

bosaiXview 等に実装され、
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そのために、各種災

害に対する効果的な災

害対応及び復旧復興の

プロセスを解明し、事

前対策の実施状況から

その評価を実施可能な

手法を開発する。これ

により、レジリエンス

の状態に応じた防災上

の課題発見や各種災害

対策・技術の導入効果

の検証を可能とする。 

また、災害種別毎に開

発されたリスクコミュ

ニケーション手法やリ

スクマネジメント手法

について、横断的・共通

的観点から、予防力・対

応力・回復力を総合的

に強化する手法として

統合化・高度化すると

ともに、災害リスクガ

バナンス手法を確立す

る。 

さらに、社会実装を

担う行政や企業等と連

携して、各種手法を各

セクターが実行するた

め の 標 準 作 業 手 順

（SOP: Standard Oper-

ating Procedure）と、

各種災害情報の共有・

このため、令和３

年度は「SIP 第 2 期」

と連携しつつ、応急

対応期の効果的な情

報処理に注目した

「防災情報の効果的

な生成・流通・利活用

技術に関する研究」

に加え、応急対応期

から復旧復興期に至

る災害対応の全体像

の解明を目指す「災

害過程の科学的解明

と効果的な災害対応

対策に関する研究」

についての研究を実

施する。 

 

・令和２年度に開発した自然環境情報と社会

環境情報の組み合わせによるリアルタイム

に動的解析を行う災害動態解析技術を用い

て、内水リスク曝露人口や外水リスク曝露建

物数などに基づき、災害救助法適用相当の被

害を推定・予測し災害対応機関の意思決定を

支援するための情報プロダクツを生成する

技術を開発した。令和３年８月 11 日からの

大雨において、実際に住家被害が発生した広

島県等のデータに基づいて検証を行い、災害

救助法の適用公表日時よりも数時間程度早

い段階で災害救助法適用相当であることを

推定し、迅速な災害対応支援の意思決定に資

する情報プロダクツになることを明らかに

した。これらの技術研究成果を「SIP 第２期」

の研究開発として進めている災害動態意思

決定支援システム「DDS4D」に実装し、災害動

態情報の可視化インターフェース「DDS-VI」

により国や都道府県の災害対策本部に提供

できる仕組みを構築した。加えて、SIP4D の

データや DDS4D の解析結果などを監視する

ことで異状を検知し、災害対応タスクを自動

的に生成して多組織間の情報システムを連

動させ、災害対応における漏れや見逃しを可

能な限り低減する仕組みとして「非同期型連

動機構」を開発し、特許を出願した。 

 

・令和３年５月に改定された内閣府「避難情報

に関するガイドライン」では自治体が避難指

示等を発令する際の基準が設定されている

が、その後の豪雨災害において自治体による

避難指示発令の遅れが指摘された。それを踏

ISUT 活動を通じて災害対応等

で実際に活用される中で検証

している。その結果、現場重

視の研究開発スタイルによ

り、令和３年度の災害対応を

通じて、各種災害対応機関か

ら高く評価されているととも

に、さらなる期待発見にもつ

ながった。 

 

・令和３年度は、特に、動的な時

空間解析に注力した。実際に

リアルタイム処理・画面表示

まで実装したものも複数あ

り、今後の災害時における活

用と検証が重要となる。 

 

「災害過程の科学的解明と効果

的な災害対応対策に関する研

究」 

 

・平成 30年台風 15 号災害や、令

和２年熊本豪雨災害における

災害過程の調査結果を踏ま

え、災害過程の連鎖構造や過

程をモデリングするための情

報プロダクツの開発に取り組

んだ。また、YOU@RISK、地震 10

秒診断などの情報プロダクツ

の横展開を通じ、地域や学校

における災害対策や意思決定

支援・行動支援に貢献しつつ、
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利活用を実現するシス

テムの標準仕様を確立

する。これにより、効果

的な災害対策・技術を

社会全体に普及・浸透・

定着させ、社会全体の

レジリエンスの継続に

繋げる。 

これらの社会実装の

促進及び防災行政への

貢献のため、仙台防災

枠組みや学界（大学、研

究機関、学協会等）、「戦

略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」等

の取組と連携の下、所

内外の研究開発成果を

一元的にネットワーク

化し、社会における各

セクターが予防・対応・

回復それぞれの目的に

活用できる「統合化防

災科学技術情報プラッ

トフォーム」を構築・運

用する。 

まえて、気象庁が発表する防災気象情報と自

治体による避難指示等の発令情報を SIP4D

から収集し、双方の発表タイミングの相違に

関する時系列的検証を行った。その結果、令

和３年８月の大雨においては、気象庁が発表

する防災気象情報（主に洪水・浸水）に基づ

いて、設定基準に応じた避難情報の発令が即

座に行われた自治体も存在する一方、警戒情

報の発表から数時間～半日程度の遅れをも

って避難指示（警戒レベル４）を発令する自

治体があったことが明らかになった。すなわ

ち、防災気象情報の発表と自治体の避難情報

発令の対応は必ずしも時系列的に一致して

おらず、避難指示発令の遅れが発生している

ことを確認した。そこで、気象庁が発表する

防災気象情報（自然動態情報）と自治体が発

令する避難情報（社会動態情報）とを組み合

わせたクロス判定を行う動態解析技術を開

発・適用することで、自治体による避難情報

発令の遅れが検知可能となり、自治体の避難

情報発令の意思決定を国や都道府県が後方

支援するための有効な情報プロダクツとな

りうることを示した。 

 

・自然動態情報と社会動態情報を組み合わせ

た分析を踏まえて、自治体の避難情報発令の

遅れを検知し、国や都道府県が後方支援する

ための情報プロダクツ生成を行った。まず内

閣府防災担当と協働し、気象庁が発表する防

災気象情報と自治体が発表する避難情報の

クロス判定をリアルタイムで解析し、「警戒

レベル４相当以上の防災気象情報が発表さ

地域防災ファシリテーション

の基本パターンとしての「形」

を提案など、プロダクツを用

いた具体的サービスの提案に

まで到達した。さらにこれら

の活動を通じて、中央教育審

議会「第３次学校安全の推進

に関する計画の策定について

（答申案）」において、防災科

研による防災教育の教材に対

する期待が示された。 

 

・防災基礎力評価指標の開発に

より、様々な主体のレジリエ

ンスの評価が可能となり、そ

の状態に応じた防災対策の提

案や対策・技術の評価・検証を

可能とする技術的基盤が整っ

た。 

 

・防災情報サービスプラットフ

ォーム（SPF）のビジネスモデ

ルの構築によって、防災情報

が市場で取引されるという、

新たな災害リスクガバナンス

手法を提案し、これにより民

間企業による持続的なレジリ

エンス向上の環境を構築し

た。 
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れており、避難情報が未発表もしくは高齢者

等避難（警戒レベル３以下）である市区町村」

を抽出する動態解析技術の開発に着手した。

その先行事例として、令和３年度は「土砂災

害警戒情報（警戒レベル４相当）が発表され

ている市区町村において、避難情報が未発表

もしくは高齢者等避難（警戒レベル３以下）

である市区町村」をリアルタイムで把握でき

る可視化技術の実装を行った。これにより、

避難情報発令が遅れている市区町村を広域

的かつ網羅的に把握することができ、都道府

県や国が、市区町村の意思決定を後方支援す

ることで避難情報発令の遅れを予防できる

可能性を示した。 

 

・災害動態解析技術を活用し、激甚災害適用相

当になる被害を行政に先行して推定する手

法の研究開発を行い、実災害のデータを用い

て検証を実施した。その結果、推定の幅はま

だ大きいものの理論的には激甚災害の根拠

となる被害規模の推定が可能であることが

確認できた。 

 

・衛星データを用いた発災直後の広域被災状

況把握に関する情報プロダクツ生成に向け

て、SIP 第２期の研究開発と連携し、洪水予

測シミュレーションやリアルタイム地震被

害推定等の観測・予測情報と、衛星の軌道情

報に基づく観測可能エリアの情報を統合処

理することで、発災直後の的確なタイミング

及びエリアを衛星が観測するための計画を

自動的に推奨する推奨観測領域計算機能を
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新たに開発した。開発した機能を検証するた

めに、令和元年東日本台風に適用し、JAXA・

東京大学による Today's Earth の洪水予測

シミュレーションを用いることで、洪水予測

から浸水被害発生危険度を推定し、その分布

の広さから、観測可能な衛星を推定した場合

に、発災２日前から国際災害チャータ発動の

必要性があることが確認され、衛星観測計画

を自動的に立案可能なことから、本機能の有

効性を確認することができた。この開発技術

は特許出願を行った。加えて、観測・予測情

報を洪水から、地震・津波、土砂災害、風害、

高潮、火山等の他の災害種別へ拡張した。実

災害へ適用した際の検証ユーザインタフェ

ースの開発を行い、令和４年の出水期に検証

をする準備を整えた。 

 

・発災直後から被災状況を段階的かつ定量的

に把握できるよう、時間経過に応じて入手可

能なデータを順次統合処理し、情報プロダク

ツを生成及び可視化する技術を開発した。浸

水被害を対象に、発災直後は浸水想定区域デ

ータ、発災半日程度は衛星観測データ、発災

翌日は国土地理院浸水推定図が入手可能と

なることを想定し、浸水エリア推定データと

社会環境データ（人口統計データ、基盤地図

データ、道路データ、農地データ）との統合

処理を行い、床上・床下浸水建物数、被災人

口・世帯数、災害廃棄物量、農地被害、浸水

道路等の被害量を 250m メッシュや市町村別

等に集計を行って可視化する機能を、令和２

年度に開発した被災状況把握プロダクツ生
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成システムに付加した。令和３年８月 11 日

からの大雨に適用し、発災当日（８月 14日）

は浸水想定区域データを用いた情報プロダ

クツ、８月 15 日は衛星データの推定浸水区

域データを活用した情報プロダクツ、８月16

日は国土地理院浸水推定図を加えて統合処

理した情報プロダクツを生成し、防災クロス

ビューで公開した。公開までの時間は、令和

元年東日本台風の際は５日以上を要したが、

令和２年７月豪雨では 1.5 日、本災害では発

災当日に公開可能となった。また、浸水想定

区域図、衛星から推定した浸水エリア、国土

地理院浸水推定図等の災害時に浸水エリア

を推定した複数のデータを用いて、各データ

の特性から、浸水エリアごとに推定確度を計

算し、確度ごとに被害量を推計する統合処理

技術を開発し、ユーザーが発災後の時間経過

に応じて利活用できるよう可視化する技術

を開発した。これらを令和４年の出水期にお

いて検証する環境を構築した。 

 

「防災情報の効果的

な生成・流通・利活用

技術に関する研究」 

・各種ハザード・リス

ク情報や災害状況

を示す情報を統合

的・横断的に解析・

可視化する技術及

び基盤について、

総合防災情報セン

ターが運用する

 

 

 

・SIP4D によって共有される発災前後の降雨状

況や発災後の被災状況に関するデータを用

いて、特定時点における災害事象を再現する

ための時空間情報プロダクツを作成し、それ

らをタイムスライダー形式でユーザーが操

作することで災害事象の時系列変化を参照

可能な可視化技術を開発した。また、時系列

情報を取り扱う方法として、データに付与す
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SIP4D を活用し、自

然環境情報と社会

環境情報の多種多

様な組み合わせか

ら災害対応組織の

行動・意思決定を

支援する情報プロ

ダクツをリアルタ

イムで生成する技

術と、発災後の被

災状況を定量的に

推定し可視化する

技術を開発し、防

災クロスビュー等

に反映する。 

 

べき時間属性に１時点型と開始・終了型の２

つのタイプがあることを踏まえて、時系列デ

ータセットが作成できるツール開発を行っ

た。実際にこれらの技術を令和３年７月１日

からの大雨、令和３年８月 11 日からの大雨、

令和４年福島県沖を震源とする地震の防災

クロスビューで適用し、降雨強度、実効雨量、

大雨の稀さ、住家被害等の時空間情報プロダ

クツを作成し公開した。これにより、防災ク

ロスビューが災害警戒期及び発災中のリア

ルタイム情報プロダクツを閲覧するための

ビューアとしてだけでなく、過去の災害事象

を把握するためのアーカイブを備えた機能

拡張を図った。 

 

・企業版防災情報サービスプラットフォーム

（SPF）は、令和２年度に作成した危険回避

ルート検索サービスと、本事業で推進する路

面積雪・浸水判定技術を改良し、サービスの

高度化を実施した。既存のデータ取引市場調

査、防災関連のデータ取引に関するヒアリン

グ調査の実施を通じ、研究成果等を展開する

ためのデータマートの理想モデルをとりま

とめた。想定カスタマー（道路管理、運送物

流、自動車メーカー等）に対する具体的なサ

ービス提供のためのシステムを構築し、PoB

（Proof of Business）を開始した。 

 

・各種ハザード・リス

ク情報と各種社会

環境情報を統合

的・横断的に活用

・地域防災の実践に有効な防災対策手法を推

奨する Web サービス（地域防災 Web）におい

て、推奨技術の１つである地域特性情報の横

断的相対評価及び可視化技術（通称「あなた
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し、地域特性を踏

まえた防災対策手

法の推奨技術を高

度化する。 

 

の地域を知ろう」パーツ）の改訂を行った。

具体的には、災害の危険性における津波、高

潮などの指標が内陸部に位置する自治体・地

域でも算出されるなどの問題を解消するた

め、海岸線からの距離を考慮した空間解析処

理を加えた。この災害の危険性に関する情報

は、日本損害保険協会の地震保険キャンペー

ンに向けて開発されたアプリケーションに

おいて、居住する地域における災害の危険性

を把握するためのデータとしても利用され

た。また、該当する社会特性及び自然特性の

有無判定のみではなく、国土数値情報等のオ

ープンデータを活用して、選択した市区町村

内での特性の割合を定量的に算出するため

の手法を考案し、「あなたの地域を知ろう」

のユーザインタフェース上でグラフとして

表現する可視化技術を開発した。さらに、こ

れらの新たな算出手法に基づく地域特性指

標を活用して、類似する市区町村の算出およ

び防災対策手法、実践事例コンテンツ推奨技

術の高度化の設計を行った。 

 

・情報の生成・流通・

利活用の相互運用

性を確保する技術

について、共有す

べき情報プロダク

ツ及び SOP を検討

するとともに、国・

関係機関・自治体

等の間での情報共

有におけるガバナ

・基礎自治体の地域防災計画策定において、災

害特性が類似する被災自治体の地域防災計

画を参照したいというニーズをふまえ、自治

体の様々な防災課題解決の基礎となる知を

集約・共有することを目的として、地域防災

計画の集約・類型化・可視化を行った。その

結果、多くの基礎自治体が都道府県の地域防

災計画に準拠して地域防災計画を更新して

いることや、令和２年７月豪雨における被災

経験をふまえて「自主」避難など自治体独自
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ンス構築方法を検

討する。 

の対策を加えた自治体（熊本県球磨村、南関

町、人吉市等）があることが抽出された。 

 

・これまでの SIP4D に関する取組みが評価さ

れ、防災基本計画（令和３年５月修正）に、

機関横断的に共有すべき防災情報を集約す

るためのシステムとして明記された。また、

国際的にはイノベーションのアカデミー賞

とも言われる「R&D100Awards」を受賞した。 

 

・令和３年６月に政府が定めた「デジタル社会

の実現に向けた重点計画」において「防災関

係プラットフォームの構築」が明記され、

SIP4Dをはじめとする各種システムの役割や

在り方を再整理し、プラットフォームを2025

年までに整備することが明記された。これを

受け、内閣府防災担当、デジタル庁と連携し、

データ戦略に基づく防災分野におけるプラ

ットフォームの在り方について協議を開始

した。特に、災害対応機関間で共有すべき情

報（災害対応基本共有情報）について検討を

行い、防災科研がこれまで検討を進めてきた

標準化災害情報プロダクツに加え、ISUT で

の災害情報集約支援の実績、他の検討内容を

基に、災害対応基本共有情報（案）を作成し

た。 

 

・令和２年度に開発した、SIP4D を介して多数

の組織間で災害情報を相互に共有するため

の汎用的なデータ交換方式（SIP4D-ZIP）の

拡張として、イメージ情報の流通に必要な機

能のプロトタイプを開発し SIP4D に実装し
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た。これにより、従来対象としてきた地理空

間情報のベクターデータ形式（点・線・面）

に加えて、空中写真や衛星データや、近年特

に活用に注目が集まるオルソ化（地理情報に

変換された）ドローン撮影画像等の流通及び

共有に対応可能となった。SIP や実動機関と

の実証実験、災害時における実働機関との連

携枠組みを用いることでイメージデータの

組織間共有の実証が可能な環境を構築した。 

 

・自治体における災害情報共有のガバナンス

強化を目的として、全国 47 都道府県及び 20

政令市を対象としたオンライン会議「災害情

報の広域連携と SIP4D への期待 ～情報共

有の文化醸成のために～」（開催日：2021 年

12 月２日）を開催した。このオンライン会議

には全体の約３分の１にあたる 43 都道府

県・政令市が参加し、SIP4D に関する最新の

研究開発状況などを共有した上で、自治体の

立場から SIP4D に期待する機能について多

様な意見が得られた。 

 

・実動組織との情報共有については、自衛隊の

防災訓練「03X JXR」（主催：防衛省統合幕僚

監部）において、東京都の防災情報システム

（東京都 DIS）からの情報と自衛隊からの情

報を、ISUT-SITE により統合管理し、その有

効性について検証を行った結果、府省庁や自

治体のみならず、実動組織との情報共有のた

めのシステム整備が重要であることを明ら

かにした。 
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「災害過程の科学的

解明と効果的な災害

対応対策に関する研

究」 

・物理現象と社会現

象からなる災害過

程のシミュレーシ

ョンを見据え、現

象・影響・対応の連

鎖過程のモデリン

グ手法と、システ

ミックリスクの評

価手法を検討す

る。 

 

 

 

 

 

・令和２年度に引き続き、災害による被害と影

響の連鎖構造と過程を明らかにするため、ク

ロスインパクト法と構造モデリング法を組

み合わせた、シナリオの検討と影響評価の手

法を研究した。災害がコミュニティや企業、

行政等の組織それぞれの主体に作用する時、

それぞれの主体が避けなければならない、備

えなければならない最悪のシナリオは主体

によって異なると考えられる。また、多種多

様な主体やシステムが影響し合う災害時の

社会について、当初から全体像を記述するこ

とは困難であり、個々の主体やシステムのシ

ナリオとその相互作用の集合として明らか

になるものと考えられる。そこで、誰もがク

ロスインパクト法と構造モデリング法を組

み合わせたシナリオの検討を実施可能にす

るために、Web 上でシナリオの構築とシナリ

オに沿ったシミュレーションをできるよう

にする情報プロダクツを構築した。これを用

いて、各主体の現場においてシナリオ構築を

開始したところ、イベントの粒度や連鎖の強

度などについて、さらなる検討が必要である

ことが判明した。 

 

・リスク情報を用い

て個人・地域・学校

等の問題解決を支

援する情報プロダ

・個人とコミュニティのレジリエンス能力向

上のため、国のデータと各種手法や知見を組

み合わせて、現場の問題に即して提供する情

報プロダクツ YOU@RISK の整備を進めた。令



151 

クツを「YOU@RISK」

を核として開発

し、リスク情報の

活用・普及・体系化

の手法を検討す

る。 

 

和２年度に開発した YOU@RISK、地震 10 秒診

断をベースとして、他の市町村への展開を行

った。つくば市では地形からみた浸水危険

性、宮城県七ヶ浜町では津波避難方法選択や

巡回ルート検索、津波避難サインデータなど

を取り入れた。また地域ニーズの多様化に対

応するため、ストーリーマップに ESRI Cal-

cite Design System を導入し、インターフ

ェースを整理した。橿原市では安全確保行動

の検討チャートと地震 10 秒診断のコンセプ

トを合わせ、スマートフォンで自分の場所の

危険性と推奨行動を即座に見られるデジタ

ル洪水ハザードマップを開発した。さらに、

各主体の災害過程を整理できるようにする

ため、災害時の事象連鎖を、クロスインパク

ト法、構造モデリング法等を用いて記述、可

視化、シミュレーションできるツールの開発

に着手した。 

 

・研究成果と企業等のシーズ・ニーズをマッチ

ングさせ、各社の事情・状況等に合わせて適

切な災害対応の支援を可能にするために「防

災情報サービスプラットフォーム」と情報サ

ービスモデルを構築した。そして、「防災情

報サービスプラットフォーム」を運用し、防

災情報サービスをビジネスとして促進させ、

マーケット・インの研究と企業の自発的な参

画を通じた民間投資の呼び込みにつなげる

事業モデルを開発した。これらのモデルは、

防災科研が出資し設立した I-レジリエンス

株式会社の事業の基幹として採用された。同

社の多様なビジネス展開により、社会的期待
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の発見、真にカスタマーに利用されるものの

研究開発、企業の防災力向上につないでいく

予定である。 

 

・レジリエンスを高

めるファイナンス

の仕組みを構想し

つつ、そこに貢献

できるマルチハザ

ードでのリスク評

価指標の在り方を

検討する。 

 

・レジリエンス･ファイナンス研究に資する効

果検証のケーススタディとして、中小企業の

事業継続力を高めることを目的に、非伝統的

な戦略に着眼した事業継続戦略の導入効果

を定量評価できる、地震による事業中断のベ

ースラインリスク評価とリスク軽減効果測

定を主軸とした一連の方法論の構築を行っ

た。具体的には、戦略導入前のベースライン

リスクを評価するため、J-SHIS から把握で

きる再現期間ごとのハザード情報を活用し、

中小企業の事業中断損失額の推計とリスク

カーブの構築を行った。次に、中小企業のリ

スク認知を高めながら戦略導入によるリス

ク軽減効果を測定するため、リスクカーブを

もとに、中小企業間連携に着目した戦略導入

前後の理論保険料の推計比較を行う。中小企

業経営者とのワークショップを通じて、当該

方法論のうち特に事業中断損失額の推計に

ついて実効性を確認した結果、ハザード情報

のみでは事業中断損失の試算が困難であり、

個別企業ごとに簡便に被害評価を行える手

法の必要性が明らかとなった。そこで、中小

企業経営者が基本情報を用いるだけで簡便

に事業中断損失額を推計できるよう、内閣府

防災が公開する「地震被害想定シミュレーシ

ョン」による事業中断期間の推計値を活用し

た事業中断損失額の評価手法を試行し、岡山

県の中小企業数社を対象とした事業中断損
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失額の試算とリスクカーブの構築が可能と

なった。 

 

・地域防災のファシ

リテータの経験に

基づく役割と機能

を具体化し、情報

プ ロ ダ ク ツ

「YOU@RISK」を活

用した豪雨災害時

の安全確保判断検

討プログラムの構

築と地域実証を通

じて、ファシリテ

ーションの「形」を

構築する。 

 

･地域の防災基礎力の向上に向け、防災活動の

支援人材の育成に資する方法論のフレーム

を構築するために、まず、地域コミュニティ

の防災活動の実践支援に関する研究論文（30

件程度）を収集・整理し、地域防災の実践支

援に必要な理論定義を行った。その結果、

OODA アプローチ及びリスクマネジメント理

論を組み合わせ、「１.観察」（Observe）、「２.

信頼構築」（Rapport Building）、「３.プロセ

スデザイン」（Process Design）、「４.実施と

評価」（Implementation）、「５.実践知の共有」

（Sharing Lessons）、といった地域実態に応

じて柔軟かつ効果的な活動支援を可能にす

る地域防災ファシリテーションの形が構築

できた。次に、地域防災の実践事例から、構

築した地域防災ファシリテーションの形の

妥当性を検証するために、地域課題の解決に

関する府省庁の取組に関する報告書や事例

集（40件程度）を収集し、各事例の詳細な活

動内容と支援状況の整理を行った。中でも特

に、地域防災の専門家や専門組織などの支援

を受けながら防災活動が推進された事例（10

件程度）を選定し、活動支援に関わった地域

防災の専門家や専門組織を対象にインタビ

ュー調査を実施した。その結果、実践事例を

もとにした地域防災の専門家や専門組織の

ファシリテーションに関する知見の体系化

を行った。そして、構築した形と体系化され

た知見をもとに、長岡市千手地区の地域コミ
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ュニティと協働して豪雨災害時の安全確保

判断検討プログラムを構築し、豪雨災害時の

避難行動に関する課題の抽出と対応策の検

討への有効性の検証を行った。 

 

・昨年度開発した豪

雨防災教育プログ

ラムの高度化・一

般化を行うととも

に、教員が自校の

実態に即した学習

目標・内容・資料を

設定できるカリキ

ュラム・マネジメ

ント手法を開発す

る。 

 

・学習指導要領に対応した防災教育教材の実

態分析として、全国の教育委員会等から

2,217件の防災教育教材を収集しデータベー

ス化した。学習指導要領との対応関係を分析

し、知る、備える、行動する、の３類型と８

つの下位分類に類型化した。既存の教材が地

震や津波に関するもの、咄嗟の行動を学ぶも

の、小中学校を対象としたもの等に偏在して

おり、気象災害を対象とした学習や、特別支

援学校を対象とした教材が少ないことが判

明した。これに対し、デジタル技術を活用し

た防災教育プログラムの高度化に向け、GIGA

スクールへの対応が求められる学校現場に

対して YOU@RISK を用いた教育プログラムを

構築・提供し、その有効性を確認した。令和

２年度に長岡市で開発した豪雨防災教育プ

ログラムに加え、つくば市や宮崎市など他地

域への展開を行うとともに、津波防災教育プ

ログラムとして開発し東日本大震災被災地

である宮城県七ヶ浜町での実証を通じて有

効性を確認した。そして、令和４年度から始

まる高校新必履修科目の地理総合において、

防災、GIS学習等が柱となっていることから、

Web-GISを活用した防災学習カリキュラムを

提案するとともに、地理総合の担当教員を対

象に、高校地理総合を見据えた教員育成プロ

グラムを開発し、宮城教育大学との連携によ
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り試行的に実践し、有効性を確認した。 

 

・災害対応 DX 構築に

向け、大規模災害

対応における応援

受援組織間（被災

市町村、被災都道

府県、国、応援民間

事業者等）での活

動調整手順の標準

化（共同の中期計

画立案プロセス、

標準様式、地図仕

様等）を図る。 

 

・災害対応 DX 構築に向け、令和２年の熊本豪

雨災害の被災自治体を対象に、災害対応の業

務量調査を実施し、災害対応業務の解明と実

態把握を行い、大規模災害対応における被災

自治体を中心とした災害対応組織（被災都道

府県、国、応援民間事業者等も含む）の活動

手続きの標準化にむけた基礎データの収集

を行った。得られたデータは、基礎自治体の

効果的な災害対応に求められる人材育成研

修プログラムの設計・開発に基盤データとし

て活用できる。また、高齢者の災害対応・災

害対策における現状と課題を明らかにする

ために、在宅で生活している「地域高齢者」

への災害対応や対策での課題を明らかにす

ることを目的とした調査を行った。これらの

結果から、高齢者への災害対応においては、

より虚弱な高齢者の生活再建に向けて特に

配慮が必要であること、自立高齢者の災害対

策においても心身の機能低下がみられる場

合には、自助が困難となる可能性があること

を明らかにした。 

 

・個人や組織が有す

る共有可能な知を

一元的に管理・統

合することで、

様々な課題解決の

基礎となる知を集

約し、DX と連携さ

せて知を共有し、

・OSS のプロトタイプ版を基本として「機能拡

充」「基盤強化」「利用促進」の３つの視点か

らの拡張と、「ファシリテーションの実態と

の整合性」の検証を実施した。「機能拡充」

においては、ソースパックの実装を推進し、

そのシステムデザインとワークフローデザ

インの設計・開発を実施した。「基盤強化」

においては、既存の防災リテラシーハブを対
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AAR を通して災害

対応の形の導出と

災害対応の標準化

を推進する。 

象として、データ連携を可能とする API の共

通化を推進し、OSS における API のデファク

トスタンダードの整備を進めた。「利用促進」

については利用モデルベースで OSS の使い

方マニュアルを整備し、公開可能な状態とし

た。あわせて、ファシリテーションの実態と

の整合性を検証するべく、常総市の地域 WS

を事例として、そのファシリテーションの過

程を構造化し、必要情報の抽出を実施した。 
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１．事業に関する基本情報 

 Ⅱ-１柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累

積値等、必要な情

報 

―           

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(令和３年度の 

該当部分) 

評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ａ 

１．柔軟かつ効率的な

マネジメント体制

の確立 

 

１．柔軟かつ効率的な

マネジメント体制

の確立 

 

業務の質の向上及

びガバナンスの強化

を目指すとともに、効

率的なマネジメント

体制とするため、業務

運営の評価を行い柔

軟な組織の再編及び

構築を行うこととす

る。働き方改革、同一

労働同一賃金、テレワ

ーク推進に積極的に

取り組む。なお、同一

労働同一賃金に向け

た対応としては、労働

時間制度等について

 １．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確

立 

１．柔軟かつ効率的なマネジメ

ント体制の確立 

 

<評定に至った理由> 

研究所の活動により、中長期

計画における所期の目標を上

回る成果が得られているため、

評定とＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「柔軟かつ効率的なマネジメ

ント体制の確立」として、職

員個々及び所全体としての

研究開発能力及び経営管理

能力の強化を図った以下の

実績は、顕著な成果として高

く評価できる。 

・理事長のリーダーシップの下

の「健康経営」の実現とこれ
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の見直しを令和３年

度中に行う。また、独

立行政法人に関する

制度の見直しの状況

を踏まえ、適切な取組

を行う。 

これらに加え、所員

の健康を経営的視点

から捉え、健康管理・

健康づくりを戦略的

に実践する「健康経

営」を推進する。具体

的には、昨年度末に設

置した「研究の活性化

戦略検討チーム」にお

いて、研究人材の確

保・育成、女性研究者

の活躍できる環境整

備、有期雇用研究員の

無期化の審査制度の

策定、キャリアパス制

度の見直し・拡大、研

究環境整備、業績評価

制度の見直し、事務職

員と研究職員との協

働の活性化方針等の

検討を行い、可能なも

のから実施する。ま

た、業務の効率化等の

推進のため、コストの

削減、省エネ対策の推

進、事務合理化の推進

を支える研究部門と事務部

門の対話による職員にとっ

て魅力ある職務環境及び研

究環境の整備を推進した。全

職員と理事長との意見交換

会、次期中長期計画の検討に

あたっての全所員が「わがこ

と」意識をもって取り組むた

めのワークショップの開催、

事務部門と研究部門との対

話の機会となる連絡調整会

議の開催、拡大役員会議の全

所員への Web 傍聴の開放な

ど、所内における職員間の情

報と意識の共有の場を積極

的に設け、事業運営の効率性

及び透明性の確保を推進す

ることで、職員が働きやすい

勤務環境、研究環境の形成に

努めた。 

 

・新型コロナ禍への対応に始ま

るニューノーマルの実現と

そのためのデジタル環境の

整備と運用に向け、令和２年

度に引き続き、テレワーク、

ウェブ会議の活用を推奨し、

働き方改革の推進を実施し

た。テレワーク、ウェブ会議

の推奨は、働き方改革による

効能が認められる一方、職員

間のコミュニケーションの
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等について「業務効率

化等検討委員会」を活

用して調査審議を行

う。また、新型コロナ

ウイルス感染症の感

染拡大がもたらす New 

Normal（新たな日常）

に対しても、この健康

経営の一環として、適

切に配慮していく。 

不足、職員の意欲の低下に伴

う健康面におけるデメリッ

トが懸念される。そのため、

前述のとおり職員間におけ

る対話の機会を設けたり、理

事長が掲げる「健康経営」の

実現により、テレワーク、ウ

ェブ会議におけるデメリッ

トの解消に努めながら、ニュ

ーノーマルの実現とそのた

めのデジタル環境の整備の

実現に向けた取組を実施し

た。 

 

・ブランディングの推進と社会

との関係を重視した共創活

動の実施にあたり、防災科研

の生み出す価値、アイデンテ

ィティ、そこに働く者として

の矜持等についての意識の

共有、深化に努めた。令和２

年度に引き続き、IR 統合レポ

ートなどによる所外に対す

る「コーポレート・リレーシ

ョン」の取組を行うととも

に、所内に向けての「インナ

ー・ブランディング」活動と

なるワークショップを令和

２年度よりも積極的に開催

することで、職員の防災科研

に対する「わがこと」意識の

醸成を図ることで、所内外の



160 

コミュニケーションを推進

した。 

 

・リスク管理計画表に関して

は、令和元年度に大幅に見直

し、新たなリスク項目を付け

加え、優先度を再評価すると

ともに、モニタリングが可能

なように、対応策の充実を図

った。所内におけるリスク管

理に関する意識は順調に定

着しているところであり、各

部署のリスク推進担当者を

中心にその実施と点検を図

ったところ、令和２年度より

も積極的な対応がみられた。

令和２年度に引き続き、所と

して対応すべき新たなリス

クとして、SIP プロジェクト

「国家レジリエンス」に関す

る管理法人としてのリスク、

情報プロダクツの提供に関

わる法務的リスク、テレワー

クやクラウド利用に伴う所

外の情報システム利用に関

するリスク、新たなリスクと

して外部法人との関係に伴

うリスクなどが挙げられ、こ

れらのリスクを踏まえ、リス

ク管理計画表の見直しを行

い、適切なリスクマネジメン

トに取り組んだ。 
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(１)研究組織及び事

業の見直し 

 

理事長のリーダー

シップの下、「研究開

発成果の最大化」に向

けて、研究開発能力及

び経営管理能力の強

化に取り組む。 

経営に関する戦略

立案、環境整備、業務

体制、危機管理などを

より一層効率的・効果

的に行うため、企画機

能、研究推進・支援を

一体で行う企画部を

新設し、企画機能を強

化する。柔軟かつ効率

的なマネジメントを

行うため、理事長直属

で防災科研の研究開

発を総括する、もしく

は特命事項を担当す

る審議役を設置し、理

事、企画部、審議役が

緊密に連携すること

により理事長を支え、

防災科研のマネジメ

ントを遂行する体制

を構築する。 

プロジェクトにつ

いて、様々な自然災害

に関して基礎研究か

(１)研究組織及び事

業の見直し 

 

理事長のリーダー

シップの下、「研究開

発成果の最大化」に向

けて、研究開発能力及

び経営管理能力の強

化に取り組む。 

経営に関する戦略

立案、環境整備、業務

体制、危機管理などを

より一層効率的・効果

的に行うため、企画機

能、研究推進・支援を

一体で行う企画部を

運営し、企画機能を引

き続き強化する。ま

た、柔軟かつ効率的な

マネジメントを行う

ため、理事長直属で防

災科研の研究開発を

総括する、もしくは特

命事項を担当する審

議役、理事、企画部が

緊密に連携すること

により理事長を支え、

防災科研のマネジメ

ントを遂行する体制

を構築し運営する。 

プロジェクトにつ

いて、様々な自然災害

に関して基礎研究か

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジ

メントをサポートす

る仕組み、体制等が

適切であるか 

 

・経営企画体制の強

化、統合的・分野横断

的に研究開発を行う

研究体制の再編を推

進することができた

か。 

 

・理事長のリーダー

シップの下での業務

の継続的改善、権限

と責任を明確にした

組織運営、国・関係機

関と役割分担を考慮

した研究開発を行っ

たか。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

発揮されているか 

・法人の長がリーダ

ーシップを発揮でき

る環境は整備され、

実質的に機能してい

るか。 

 

（１）研究組織及び事業の見直し 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成

果の最大化」に向けて、研究開発能力及び経

営管理能力の強化に取り組んだ。 

 

・理事長の強力なリーダーシップの下、職員が

各部署の垣根を超えて一丸となるための取

組（ブランディング）の一環として、研究と

社会の関係を考えるための所内ワークショ

ップを開催するとともに、企画・合意形成に

当たり、所内外でワークショップを開催す

る文化の定着を進めた。また、防災科研のア

イデンティティを統一的に伝えていくため

の、VI（Visual Identity）ガイドラインを

整備し、情報発信における表記・呼称の統一

による職員の意識共有を図った。さらに、成

果発表会における研究者一人ひとりの成果

発表への所外投票等の実施とベスト10研究

成果の表彰（令和３年度は、コロナ禍を踏ま

え、会場でのポスター発表形式から、動画を

ウェブサイトで事前公開する形式に変更）

を実施した。 

 

・「知の統合」に関して、防災科研、土木研究

所ユネスコ後援機関水災害・リスクマネジ

メント国際センター（ICHARM）、東京大学地

震研究所、京都大学防災研究所等 15 機関が

参画する防災減災連携研究ハブの事務局を

担った。ハブでは、日本学術会議の提言「災

害レジリエンスの強化による持続可能な国

際社会 実現のための学術からの提言－知

の統合を実践するためのオンライン・シス

(１)研究組織及び事業の見直

し 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の活動により、中長期

計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認

められるため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「研究組織及び事業の見直

し」として、職員個々及び所

全体としての研究開発能力

及び経営管理能力の強化を

図った以下の実績は、顕著な

成果として高く評価できる。 

 

・理事長のリーダーシップの下

の「健康経営」の実現とこれ

を支える研究部門と事務部

門の対話による職員にとっ

て魅力ある職務環境及び研

究環境の整備を推進した。全

職員と経営陣との意見交換

会、次期中長期計画の検討に

あたっての全所員が「わがこ

と」意識をもって取り組むた

めのワークショップの開催、

事務部門と研究部門との対

話の機会となる連絡調整会

議の開催、拡大役員会議の全
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ら社会実装に至るま

での総合的な取組に

対応し、統合的・分野

横断的に研究開発を

行うことができるよ

う、研究体制を再編す

るとともに、各プロジ

ェクトの業務に係る

権限と責任について、

規程等により明確に

定める。具体的には、

研究分野間の協働、交

流、情報交換が円滑に

行われるようにする

ため、研究者の所属部

署自体は専門分野別

に編成する一方、重点

的に進めるべき研究

開発課題や防災科研

全体として取り組む

べき事項については、

専門分野別の部署を

横断するプロジェク

トセンターを設置で

きる柔軟な研究開発

体制を整備する。その

際、効率的、効果的な

業務運営を図る観点

から、職員の配置の見

直しを行うとともに、

クロスアポイントメ

ント制度、併任制度等

の活用による外部の

ら社会実装に至るま

での総合的な取組に

対応し、統合的・分野

横断的に研究開発を

行うことができるよ

う、研究体制を再編す

るとともに、各プロジ

ェクトの業務に係る

権限と責任について、

規程等により明確に

定める。具体的には、

研究分野間の協働、交

流、情報交換が円滑に

行われるようにする

ため、研究者の所属部

署自体は専門分野別

に編成する一方、重点

的に進めるべき研究

開発課題や防災科研

全体として取り組む

べき事項については、

専門分野別の部署を

横断するプロジェク

トセンターを設置で

きる柔軟な研究開発

体制を整備する。その

際、効率的、効果的な

業務運営を図る観点

から、職員の配置の見

直しを行うとともに、

クロスアポイントメ

ント制度、併任制度等

の活用による外部の

テムの構築とファシリテータの育成－」の

取りまとめを、日本学術会議・科学技術を活

かした防災・減災政策の国際的展開に関す

る検討委員会と編成する合同タスクフォー

スにおいて取り組んだ。 

 

・経営に関する戦略立案、環境整備、業務体

制、危機管理などをより一層効率的・効果的

に行うため、企画機能、研究推進・支援を一

体で行う企画部を引き続き運営し、企画機

能の強化を続けている。柔軟かつ効率的な

マネジメントを行うため、理事長直属で特

命事項を担当する審議役を４名配置し、理

事、企画部、審議役が連携して理事長を支え

る体制にて運営を継続した。 

 

・第４期中長期計画の研究開発を推進するた

めの制度として、プロジェクト（８プロジェ

クト）を設置し、基礎研究部門に研究部門

長、センターにセンター長、プロジェクトに

研究統括を置き各業務に係る権限と責任を

明確化するとともに、クロスアポイントメ

ント制度の活用等により多様な人材の確保

と研究力の向上を図った。 

 

・防災科研の業務運営に係る重要事項等につ

いて毎年開催している経営諮問会議につい

ては、新型コロナウイルス感染防止の観点

から、会議の開催に替えて、理事、企画部及

び若手職員により有識者から個別に助言及

び提言を受けた。有識者からの意見等は、役

員等をはじめ所内で共有し、業務運営に反

映するとともに、次期中長期計画策定の検

所員への Web 傍聴の開放な

ど、所内における職員間の情

報と意識の共有の場を積極

的に設け、事業運営の効率性

及び透明性の確保を推進す

ることで、職員が働きやすい

勤務環境、研究環境の形成に

努めた。 

 

・新型コロナ禍への対応に始ま

るニューノーマルの実現と

そのためのデジタル環境の

整備と運用に向け、令和２年

度に引き続き、テレワーク、

ウェブ会議の活用を推奨し、

働き方改革の推進を実施し

た。テレワーク、Web 会議の

推奨は、働き方改革による効

能が認められる一方、職員間

のコミュニケーションの不

足、職員の意欲の低下に伴う

健康面におけるデメリット

が懸念される。そのため、前

述のとおり職員間における

対話の機会を設けたり、理事

長が掲げる「健康経営」の実

現により、テレワーク、Web 会

議におけるデメリットの解

消に努めながら、ニューノー

マルの実現とそのためのデ

ジタル環境の整備の実現に

向けた取組を実施した。 
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第一線の研究者の登

用や他の研究機関と

の連携を通じて、多様

な人材の確保と研究

力の向上を図り、防災

科学技術研究の中核

研究機関として最適

な研究推進体制が構

築できるような組織

運営を行う。 

また、経営諮問会議

等の開催により、外部

からの客観的・専門的

かつ幅広い視点での

助言・提言を得ること

で、現行事業運営の課

題を把握し、その解決

を図る。また、事業運

営の効率性、透明性の

確保に努める。 

「研究開発成果の

最大化」に向けて、他

の機関との連携や外

部資金の獲得・管理等

の多様化・複雑化する

研究推進業務に対応

するために、人員の拡

充・再配置を含めた体

制の強化を図る。 

「独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針」（平成 25年 12

月閣議決定）に基づく

第一線の研究者の登

用や他の研究機関と

の連携を通じて、多様

な人材の確保と研究

力の向上を図り、防災

科学技術研究の中核

研究機関として最適

な研究推進体制が構

築できるような組織

運営を行う。 

また、経営諮問会議

等の開催により、外部

からの客観的・専門的

かつ幅広い視点での

助言・提言を得ること

で、現行事業運営の課

題を把握し、その解決

を図る。また、事業運

営の効率性、透明性の

確保に努める。 

「研究開発成果の

最大化」に向けて、他

の機関との連携や外

部資金の獲得・管理等

の多様化・複雑化する

研究推進業務に対応

するために、人員の拡

充・再配置を含めた体

制の強化を図る。 

討においても活用した。 

 

・防災科研の経営に係る重要事項等について

議論する拡大役員会議及び役員会議を開催

しており、事業運営の効率性、透明性の確保

に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ブランディングの推進と社会

との関係を重視した共創活

動の実施にあたり、防災科研

の生み出す価値、アイデンテ

ィティ、そこに働く者として

の矜持等についての意識の

共有、深化に努めた。令和２

年度に引き続き、IR 統合レポ

ートなどによる所外に対す

る「コーポレート・リレーシ

ョン」の取組を行うととも

に、所内に向けての「インナ

ー・ブランディング」活動と

なるワークショップを令和

２年度よりも積極的に開催

することで、職員の防災科研

に対する「わがこと」意識の

醸成を図ることで、所内外の

コミュニケーションを推進

した。 

 

・リスク管理計画表に関して

は、令和元年度に大幅に見直

し、新たなリスク項目を付け

加え、優先度を再評価すると

ともに、モニタリングが可能

なように、対応策の充実を図

った。所内におけるリスク管

理に関する意識は順調に定

着しているところであり、各

部署のリスク推進担当者を

中心にその実施と点検を図

ったところ、令和２年度より
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DONET の移管に対応す

るため、国立研究開発

法人海洋研究開発機

構との間でクロスア

ポイントメント制度

等を利用した連携を

進め、DONET、S-net、

陸域の基盤的地震観

測網の一元的な管理

運営体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も積極的な対応がみられた。

令和２年度に引き続き、所と

して対応すべき新たなリス

クとして、SIP プロジェクト

「国家レジリエンス」に関す

る管理法人としてのリスク、

情報プロダクツの提供に関

わる法務的リスク、テレワー

クやクラウド利用に伴う所

外の情報システム利用に関

するリスク、新たなリスクと

して外部法人との関係に伴

うリスクなどが挙げられ、こ

れらのリスクを踏まえ、リス

ク管理計画表の見直しを行

い、適切なリスクマネジメン

トに取り組んだ。 

・組織体制については、中長期

目標の達成に向けて業務を

遂行するにあたり、産学官民

によるイノベーションの共

創を全所的に推進するため

「イノベーション共創本部」

を設置し、また、多様なステ

ークホルダーとの協働につ

なげる機能を強化するため

「広報・ブランディング推進

課」を設置した。 

・新型コロナ感染症の感染拡大

に対応して、経営諮問会議の

開催に替えて、防災科研の業

務運営に関する重要事項等

について委員等に個別に助



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言及び提言を受けた。 
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(２)内部統制 

 

「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備について」（平成 26

年 11月 28日総管査第

322 号。総務省行政管

理局長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダー

シップの下、 業務に

係る戦略を策定し、

PDCA サイクルに基づ

き、その継続的改善を

推進する。その際、国

の政策との関係、他機

関との連携強化の取

組、研究の成果が活用

されるまでの道筋等

を明らかにする。 

中長期目標の達成

を阻害するリスクを

把握し、組織として取

り組むべき重要なリ

スクの把握と対応を

行う。このため、経営

諮問会議等の開催に

より、外部からの客観

的・専門的かつ幅広い

視点での助言・提言を

得ることで、現行事業

運営の課題を把握し、

その解決を図る。ま

(２)内部統制 

 

「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備について」（平成 26

年 11 月 28 日総管査第

322 号。総務省行政管

理局長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダー

シップの下、 業務に

係る戦略を策定し、

PDCA サイクルに基づ

き、その継続的改善を

推進する。その際、国

の政策との関係、他機

関との連携強化の取

組、研究の成果が活用

されるまでの道筋等

を明らかにする。 

中長期目標の達成

を阻害するリスクを

把握し、組織として取

り組むべき重要なリ

スクの把握と対応を

行う。このため、経営

諮問会議等の開催に

より、外部からの客観

的・専門的かつ幅広い

視点での助言・提言を

得ることで、現行事業

運営の課題を把握し、

その解決を図る。ま

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジ

メントをサポート

する仕組み、体制

等が適切であるか 

 

・理事長のリーダー

シップの下での業

務の継続的改善、

権限と責任を明確

にした組織運営を

行ったか。 

 

・ 監事監査におい

て、法人の長のマ

ネジメントについ

て留意している

か。 

 

・ 監事監査において

把握した改善点等

について、必要に

応じ、法人の長、関

係役員に対し報告

しているか。その

改善事項に対する

その後の対応状況

は適切か。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

（２）内部統制 

 

・令和３年度は、令和２年度に引き続き以下の

項目を重点課題として取り組んだ。 

①理事長のリーダーシップの下での時期中長

期計画の検討の実施 

②研究部門と事務部門の対話による職員にと

って魅力ある職務環境及び研究環境の整備 

③新型コロナ禍への対応に始まるニューノー

マルの実現とそのためのデジタル環境の整

備と運用 

④ブランディングの推進と社会との関係性の

強化 

⑤財務会計システムや研究業績総合利活用シ

ステムの整備運用等による組織及び個人の

行動または成果の「見える化」 

⑥リスク管理とコンプライアンスの効果的推

進 

⑦外部法人の設立に向けた経営管理上の適正

な体制の整備 

 

①理事長のリーダーシップの下での時期中長

期計画の検討の実施 

・これまでの延長ではない中長期計画を検討

するため、全所的な協働体制の下で、全職員

を対象とした所内ワークショップを開催

し、資料について、職員全員のアクセスを可

能とし、職員による議論への参加を促進し

た。 

・次期計画案を具体化する検討を行うことを

目的として第５期中長期計画検討委員会を

設置した。委員は、一方的な任命ではなく、

意欲ある者の参加を進めるため、自薦、推薦

(２)内部統制 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の活動により、中長期

計画における所期の目標を上

回る成果が得られているため、

Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「内部統制」として、職員個々

及び所全体としての研究開

発能力及び経営管理能力の

強化を図った以下の実績は、

顕著な成果として高く評価

できる。 

・理事長のリーダーシップの

下、「健康経営」の実現に向け

た取組の開始、研究部門と事

務部門の対話を主たる目的

とした連絡調整会議の積極

的運用と、議論の結果の職員

にとって魅力ある職務環境

及び研究環境の整備への反

映、新型コロナウイルス感染

症への対応に始まるニュー

ノーマルの実現とそのため

のデジタル環境の整備と運

用、ブランディングの推進と

社会との関係を重視した共

創活動の実施、勤怠管理シス

テムや財務会計システム、業
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た、事業運営の効率

性、透明性の確保に努

めるとともに、法令遵

守等、内部統制の実効

性を高めるため、所内

のイントラネット等

を活用し理事長によ

る運営方針等の周知

を行うなど、日頃より

職員の意識醸成を行

う等の取組を継続す

る。 

監事による監査機

能を充実するために、

監査室を設置すると

ともに内部監査等に

より内部統制が有効

に機能していること

をモニタリングし、適

正、効果的かつ効率的

な業務運営に資する

助言を理事長等に提

示する。また、職員を

対象とした内部統制

に関する研修を実施

するなど、職員の意識

醸成教育及び意識向

上を積極的に進める。 

た、事業運営の効率

性、透明性の確保に努

めるとともに、法令遵

守等、内部統制の実効

性を高めるため、所内

のイントラネット等

を活用し理事長によ

る運営方針等の周知

を行うなど、日頃より

職員の意識醸成を行

う等の取組を継続す

る。 

監事による監査機

能を充実するために、

設置した監査室と連

携し、内部監査等によ

り内部統制が有効に

機能していることを

モニタリングし、適

正、効果的かつ効率的

な業務運営に資する

助言を理事長等に提

示する。また、職員を

対象とした内部統制

に関する研修を実施

するなど、職員の意識

醸成教育及び意識向

上を積極的に進める。 

さらに、防災科研の

ブランディングを全

所的に進めるために

設置した広報・ブラン

ディング推進課を中

発揮されているか 

 

・法人の長がリーダ

ーシップを発揮で

きる環境は整備さ

れ、実質的に機能

しているか。 

 

・法人の長は、組織に

とって重要な情報

等について適時的

確に把握するとと

もに、法人のミッ

ション等を役職員

に周知徹底してい

るか。 

 

・法人の長は、法人の

規模や業種等の特

性を考慮した上

で、法人のミッシ

ョン達成を阻害す

る課題（リスク）の

うち、組織全体と

して取り組むべき

重要なリスクの把

握・対応を行って

いるか。 

 

・法人の長は、内部統

制の現状を的確に

把握した上で、リ

スクを洗い出し、

とし、その中から理事長が指定することと

した。 

・検討委員会を 12回開催し、職員の傍聴を原

則可能とし、職員全員のアクセスを可能と

し、職員による議論への参加を促進した。 

 

②研究部門と事務部門の対話による職員にと

って魅力ある職務環境及び研究環境の整備 

・令和元年度から実施している連絡調整会議

を活性化し、研究部門と事務部門間の相互

対話と相互理解のための場を提供した。 

・連絡調整会議で取り上げられた課題は、会議

の委員を通じて研究の活性化戦略検討チー

ム、業務効率化等検討委員会に持ち込まれ、

具体的な検討がなされ、無期雇用と有期雇

用職員との不合理な待遇差の解消、決裁の

電子化の推進及び事務の簡素化に結び付い

た。また、新規採用職員等に対し、特に指名

する職員をメンターとして支援させること

で、新規採用職員の勤務環境の整備、職員間

のコミュニケーションの活性化を図る試み

を実施した。 

 

③新型コロナ禍への対応に始まるニューノー

マルの実現とそのためのデジタル環境の整

備と運用 

・新型コロナウィルス禍によりテレワークが

進み、多くの部署で Web 会議、チャットワ

ーク等各種ツールを活用してのコミュニケ

ーションや業務進捗状況の情報共有を行う

ようになった。状況把握のため、総務課主導

で全職員対象のアンケートを実施したとこ

ろ、テレワークでは顔が見えず、込み入った

務支援システム、研究業績総

合利活用システムの整備運

用等による組織及び個人の

行動または成果の「見える

化」、リスク管理とコンプラ

イアンスの効果的推進を実

施するなど、研究成果の最大

化を図り、社会に役立つ、か

つ、災害対応につなげる組織

としての役割を果たすため

に、職員が一丸となって、各

部門・部署の垣根を越えた連

携を図り、業務に取組むこと

ができる体制構築を推進し

た。 

 

・理事長のリーダーシップの

下、年度を通して、全職員と

のコミュニケーションを積

極的に試みたことは、魅力あ

る職場環境及び研究環境の

整備に適切に取り組んでい

る証拠であり、常日頃職員一

人ひとりの状況を把握し、問

題点と改善方向を図るため

の取組を実施した。 

 

・新型コロナウイルス感染症と

いう未曽有のリスクに対し、

テレワーク制度の早期導入

を図り、実施を推進したこと

は迅速かつ円滑な業務運営

の維持のために極めて有効
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心に、イノベーション

共創本部とも連携し

ながら、レジリエンス

を考えるワークショ

ップを開催する等、所

内外のコミュニケー

ションを積極的に推

進する。 

 

その対応計画を作

成・実行している

か。 

 

議論には不向きで対面の重要性を再認識し

たといった意見や簡単な会話がやりにく

い、利用に手間がかかる、担当者テレワーク

中は業務が先送りになるなどの問題が散見

された。テレワークの推進は、新型コロナ禍

対応という一過性のものではなく、働き方

改革の一環として引き続き定着を図るべき

ものであるので、生産性向上とコミュニケ

ーションの深化をどうテレワークの中で果

たしていくか、引き続き検討を行うことと

した。 

 

④ブランディングの推進と社会との関係性の

強化 

・令和２年に作成した「第４期 中長期計画 

Phase II（令和２～４年度）における 広報・

ブランディング推進計画」において、職員の

ブランディングに対する理解・取組意欲の

向上を目指す「インナーブランディング」の

実施を定め、広報・ブランディング推進課が

中心となり、全所によるブランディング対

応を実施した。 

・令和３年度から新たに、新規入所者を対象

に、「防災科研でやりたいこと」をメインテ

ーマに、「新入所者向けワークショップ」を

開催し、防災科研のアイデンティティや概

要について伝え、これから防災科研で研究

／働く上での目的やモチベーションを様々

な視点から掘り下げるべく、ブランディン

グ推進プロジェクトチームメンバーも加わ

り、意見交換を行った。 

 

⑤財務会計システムや研究業績総合利活用シ

な対応であり、所内におい

て、不測の事態に対し、柔軟

な対応が可能となる適切な

組織体制が整っていること

を示すものであった。 

 

・防災に対する国民の興味が深

まる中、自己の生み出す情報

の価値をいち早く認識し、ブ

ランディングの推進に当た

ったことは、組織として内的

には職員の意識向上に、外的

には防災科研の価値の向上

に資するものであり、適切な

ブランディング活動が実施

された。 

 

・令和元年度に導入された各シ

ステムが有効に機能するよ

うになり、組織として適切な

管理業務の実施が可能とな

った。 

 

・従業員の労務状況や体調状況

の迅速な集約管理の実現に

より、素早い意思決定に基づ

く適切な業務管理に大きな

成果が期待できる状態とな

った。 
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ステムの整備運用等による組織及び個人の

行動または成果の「見える化」 

・事務手続に関し、事務の合理化、簡素化を図

り、可能なものから効率化に着手、規程等の

運用に関するマニュアル、要領等を整備し、

イントラネット上に公開するなど、職員の

執務の円滑化を図った。 

・テレワーク推進に伴い、紙による決裁から電

子決裁への移行を進めるため、ガルーンを

用いた決裁への切替えを進めた。 

 

⑥リスク管理とコンプライアンスの効果的推

進 

・公的研究費の管理・監査ガイドラインの改訂

を受け、令和３年度を不正撲滅年間と位置

づけ、不正防止計画の大幅改訂、公的研究費

不正使用に関する規程の改正、旅費マニュ

アルの改訂を進めるとともに、４半期ごと

に啓発活動を実施することで職員のコンプ

ライアンス意識の醸成に取り組んだ。 

 

・令和３年１２月の「競争的研究費の適正な執

行に関する共通的なガイドライン」改定を

受け、研究インテグリティへの対応に関し、

関係各課で検討を開始した。 

 

⑦外部法人の設立に向けた経営管理上の適正

な体制の整備 

・令和３年１１月に設立した防災科研出資法

人であるＩ－レジリエンス社の経営管理に

対応するため、利益相反に関する方針、マネ

ジメント規程を改正し「組織としての利益

相反に関するマネジメント」に関する体制
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を整備した。 

・理事長のリーダーシップの下の「健康経営」

の実現とこれを支える研究部門と事務部門

の対話による職員にとって魅力ある職務環

境及び研究環境の整備を推進した。全職員

と理事長との意見交換会、次期中長期計画

の検討にあたっての全所員が「わがこと」意

識をもって取り組むためのワークショップ

の開催、事務部門と研究部門との対話の機

会となる連絡調整会議の開催、拡大役員会

議の全所員への Web 傍聴の開放など、所内

における職員間の情報と意識の共有の場を

積極的に設け、事業運営の効率性及び透明

性の確保を推進することで、職員が働きや

すい勤務環境、研究環境の形成に努めた。 

・新型コロナ禍への対応に始まるニューノー

マルの実現とそのためのデジタル環境の整

備と運用に向け、令和２年度に引き続き、テ

レワーク、Web 会議の活用を推奨し、働き方

改革の推進を実施した。テレワーク、Web 会

議の推奨は、働き方改革による効能が認め

られる一方、職員間のコミュニケーション

の不足、職員の意欲の低下に伴う健康面に

おけるデメリットが懸念される。そのため、

職員間における対話の機会を設けたり、理

事長が掲げる「健康経営」の実現により、テ

レワーク、Web 会議におけるデメリットの解

消に努めながら、ニューノーマルの実現と

そのためのデジタル環境の整備の実現に向

けた取組を進めた。 

 

・所員を対象としたブランディング(インナー

ブランディング)の推進を通じて、所員の価
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値観の共有と一体感の醸成に向けたワーク

ショップを開催し、これまで進めてきたワ

ークショップを開催する文化の定着に向

け、令和３年度から新たに“新入所者向け

WS”を企画・開催(４月入所、９月入所)し

た。また、所内向け各種イベント（双方向型

トークイベント、定期的所内講演会及び家

族向け職場見学会等）の企画・実施を行っ

た。 

・モニタリングの一環として内部監査及び監

事監査を実施し、理事長等に業務運営に関

する助言等の提示を行った。特に監事監査

の実施に当たっては、中長期計画に定めら

れた業務が円滑に運ばれているかという観

点から、内部統制の推進状況、研究業務およ

び事務業務の状況ならびに組織の運営状況

などを重点に置いた。 

 

(３)研究開発等に係

る評価の実施 

 

「独立行政法人の

評価に関する指針」

（平成 26 年９月総務

大臣決定、平成 27 年

５月改定）等に基づ

き、研究開発の特性等

を踏まえて国の施策

との整合性、社会的ニ

ーズ、研究マネジメン

ト、アウトカム等の視

点から自己評価等を

(３)研究開発等に係

る評価の実施 

 

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

 

○法人の長のマネジ

メントをサポート

する仕組み、体制

等が適切であるか 

・理事長のリーダー

シップの下での業

務の継続的改善、

外部からの意見や

社会における活用

を考慮した研究評

価を行ったか。 

（３）研究開発等に係る評価の実施 

 

 

・年度計画に基づく業務の実施状況を踏まえ

た今後の計画については、研究統括・センタ

ー長等からヒアリングを行って確認すると

ともに、共用施設の利用計画については、関

係機関や外部有識者を含めた運用委員会又

は利用委員会での審議を経て決定した。こ

れらの業務の実施状況については、前述の

ヒアリングのほか、研究職員及び事務職員

の業績評価等を通じて適宜把握を行うとと

もに、毎年の評価委員会で評価している。 

 

(３)研究開発等に係る評価の

実施 

 

補助評定：Ｂ 

 

<補助評定に至った理由> 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認めら

れるため、Ｂ評定とする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計

画における所期の目標を達

成した。 
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実施し、各事業の計

画・進捗・成果等の妥

当性を評価する。その

評価結果は研究計画、

予算・人材等の資源配

分に反映させ、「研究

開発成果の最大化」並

びに適正、効果的かつ

効率的な業務運営を

図る。 

 

また、研究開発課題

については外部有識

者による評価を効果

的・効率的に実施し、

その結果を踏まえて

研究開発を進める。 

なお、評価業務に当

たっては、評価作業の

負担の軽減に目指し、

効率的な運営を行う。 

「独立行政法人の

評価に関する指針」

（平成 26 年９月総務

大臣決定、平成 27年５

月改定、平成 31年 3月

12 日改定）等に基づ

き、研究開発の特性等

を踏まえて国の施策

との整合性、社会的ニ

ーズ、研究マネジメン

ト、アウトカム等の視

点から自己評価等を

実施し、各事業の計

画・進捗・成果等の妥

当性を評価する。その

評価結果は研究計画、

予算・人材等の資源配

分に反映させ、「研究

開発成果の最大化」並

びに適正、効果的かつ

効率的な業務運営を

図る。 

また、研究開発課題

については外部有識

者による評価を効果

的・効率的に実施し、

その結果を踏まえて

研究開発を進める。 

なお、評価業務に当

たっては、評価作業の

負担の軽減に目指し、

効率的な運営を行う。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

発揮されているか 

・法人の長がリーダ

ーシップを発揮で

きる環境は整備さ

れ、実質的に機能

しているか。 

・中長期目標・計画の

未達成項目（業務）

についての未達成

要因の把握・分析・

対応等に着目して

いるか。 

 

・所全体として、自己評価に関

し、評価委員会で毎年評価を

実施している。 
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１．事業に関する基本情報 

 Ⅱ-２業務の効率化 

２．主要な経年データ 

評価対象となる 

指標 
達成目標 基準値等 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

一般管理費（百万円）  199 193 219 250 287 285 310   

  効率化（％） 

毎年度平均で

前年度比３％

以上 

 3.0％ △5.3％ △8.2％ △5.3％ △7.8% △8.9%  

 

業務経費（百万円）  7,472 5,659 5,939 8,521 9,985 9,863 10,022   

  効率化（％） 

毎年度平均で

前年度比１％

以上 

 24.3％ 9.7％ △8.0％ △10.3％ △8.0% △7.0%  

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(令和３年度の 

該当部分) 

評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 

２．業務の効率化 

 

２．業務の効率化 

 

 ２．業務の効率化 

 

２．業務の効率化 

 

<評定に至った理由> 

研究所の活動により、中長期

計画における所期の目標を上

回る成果が得られているため、

評定をＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「業務の効率化」として、「経

費の合理化・効率化」や新型

コロナウイルス感染症対策

を逆手にとった「電子化の推

進」を実施した以下の実績
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は、顕著な成果として高く評

価できる。 

 

・予算の配分について、固定費

が年々増加する中、一層の経

費の精査、合理化及び削減が

必要であったことから、所内

各組織からヒアリングを行

い、最低限必要となる経費を

明らかにしたことにより、経

費を合理化・削減するととも

に、予算の早期配算の仕組み

を確立し、より円滑な執行を

行うことが可能となった。 

 

・業務支援システムを利用した

予算実施請求書の決裁の電

子化を実施し、更なる業務の

効率化が図られた。 

 

・令和元年に導入した業務支援

システムを活用（電子決裁、

電子申請の運用促進や、コミ

ュニケーションスペースの

運用開始）、財務会計システ

ムと資産管理システムの統

合、給与明細の web 化、さら

に、決裁権限規程の見直しに

よる決裁権者の適正化と決

裁処理の迅速化、出張旅費及

び外勤費の請求手続きの見

直しによる処理作業の簡素
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化、小口契約処理の事務部門

への拡大、CMS の導入及び利

用者拡大によるWebページ更

新作業の迅速化など業務の

合理化・効率化を図った。 

 

・新型コロナウイルス感染症の

感染拡大対策による出勤回

避の対応の一環として、テレ

ビ会議システム導入やWebで

の会議が増えたことによる

拡大役員会議・役員会議を始

めとする会議資料のペーパ

ーレス化を一気に促進する

とともに、年末調整に係る申

告や源泉徴収票の発行手続

き等の人事給与手続きの電

子化、初任者向け防災科研ガ

イダンスの電子媒体配布や

各種研修のリモート開催・e-

ラーニングを行うなど、電子

化を強力に推進した。 

 

(１)経費の合理化・効

率化 

 

防災科研は、管理部

門の組織の見直し、調

達の合理化、効率的な

運営体制の確保等に

引き続き取り組むこ

とにより、経費の合理

(１)経費の合理化・効

率化 

 

防災科研は、管理部

門の組織の見直し、調

達の合理化、効率的な

運営体制の確保等に

引き続き取り組むこ

とにより、経費の合理

＜主な定量的指標＞ 

 

 

・一般管理費の効率

化（ 数値目標：毎

年度平均で前年度

比３％以上） 

 

・業務経費の効率化

（１）経費の合理化・効率化 

 

 

・研究所全体に関わる共通的・標準的な業務の

効率化・合理化の推進について、業務効率化

検討委員会において検討を行いなどにより

合理化・効率化を進めた。 

 

・予算の配分について、固定費が年々増加する

(１)経費の合理化・効率化 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の活動により、中長期計

画における所期の目標を上回

る成果が得られているため、Ａ

評定とする。 
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化・効率化を図る。 

運営費交付金を充

当して行う事業は、新

規に追加されるもの、

拡充分は除外した上

で、法人運営を行う上

で各種法令等の定め

により発生する義務

的経費等の特殊要因

経費を除き、平成27年

度を基準として、一般

管理費（租税公課を除

く。）については毎年

度 平均 で 前 年度 比

３％以上、業務経費は

毎年度平均で前年度

比１％以上の効率化

を図る。新規に追加さ

れるものや拡充され

る分は翌年度から効

率化を図ることとす

る。ただし、人件費の

効率化については、次

項に基づいて取り組

む。 

なお、経費の合理

化・効率化を進めるに

当たっては、「研究開

発成果の最大化」との

整合にも留意する。 

 

化・効率化を図る。 

運営費交付金を充

当して行う事業は、新

規に追加されるもの、

拡充分は除外した上

で、法人運営を行う上

で各種法令等の定め

により発生する義務

的経費等の特殊要因

経費を除き、平成 27年

度を基準として、一般

管理費（租税公課を除

く。）については毎年

度平均で前年度比 3％

以上、業務経費は毎年

度 平 均 で 前 年 度 比

１％以上の効率化を

図る。新規に追加され

るものや拡充される

分は翌年度から効率

化を図ることとする。

ただし、人件費の効率

化については、次項に

基づいて取り組む。 

 

なお、経費の合理

化・効率化を進めるに

当たっては、「研究開

発成果の最大化」との

整合にも留意する。 

（ 数値目標：毎年

度平均で前年度比

１％以上） 

 

 

＜その他の指標＞ 

 

・ 「独立行政法人の

事務・事業の見直

しの基本方針」へ

の取組 

中で経費の精査が必要であったことから、

所内各組織からヒアリングを行い、最低限

必要となる経費を明らかにすることによ

り、経費を合理化するとともに、予算の早期

配分の仕組みを確立した。また業務支援シ

ステムを利用した予算実施請求書の決裁の

電子化を実施し、更なる業務の効率化を図

った。 

 

・令和元年度に導入した業務支援システムの

更なる活用（電子決裁、電子申請の運用促進

や、コミュニケーションスペースの運用開

始）を行い、テレワークを念頭とした業務の

電子化や、情報の集約・一元化を図ったこと

により、業務効率化を実施した。 

 

・財務会計システムと資産管理システムの統

合を図ることにより事務の効率化を図り、

資産、資産外、換金性の高い物品など別々で

管理している台帳を一元化、物品持出など

は申請を廃止し各部署がシステムを用いて

対応できるように効率化を図った。 

 

・給与明細について、web 化行い、紙配布作業

廃止等の効率化を実施した。 

 

・決裁権限規程の見直しによる決裁権者の適

正化と決裁処理の迅速化、出張旅費及び外

勤費の請求手続きの見直しによる処理作業

の簡素化、小口契約処理の事務部門への拡

大、CMS の導入及び利用者拡大による Web ペ

ージ更新作業の迅速化などを行い、業務の

合理化・効率化を実施した。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「業務の効率化」として、「経

費の合理化・効率化」を実施

した以下の実績は、顕著な成

果として高く評価できる。 

 

・研究所全体にかかわる共通

的・標準的な業務の効率化・

合理化の推進について、様々

な取組を実施するとともに

業務効率化検討委員会にお

いても積極的に検討を行い、

次のような事項について合

理化・効率化を進めた。 

 

・予算の配分について、固定費

が年々増加する中、一層の経

費の精査、合理化及び削減が

必要であったことから、所内

各組織からヒアリングを行

い、最低限必要となる経費を

明らかにしたことにより、経

費を合理化するとともに、予

算の早期配算の仕組みを確

立した。業務支援システムを

利用した予算実施請求書の

決裁の電子化を実施し、更な

る業務の効率化を図った。 

 

・令和元年に導入した業務支援

システムを活用（電子決裁、

電子申請の運用促進や、コミ
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・働き方改革の重要性や、若手研究者の育成の

ための研究環境の活性化に向けて、防災科

研の全研究者の業績（誌上発表・口頭発表・

ポイント日記）等の全データを集約し利活

用できるデータベースシステムとした研究

業績管理システム（NISE）の本格運用を開始

し、多くの論文データベースと接続し登録

が容易なリサーチマップと連結すること

で、研究者の負担軽減を実現し、更には、所

内外において、その円滑な利活用と見える

化を推進した。 

 

・一般管理費削減の取組としては、つくば市近

郊にある独立行政法人及び大学とで共同調

達を継続し、経費の削減に取り組み、また引

き続きパソコン類のリユース、リサイクル

により、産業廃棄物の廃棄処分費用の削減

を実施した。業務経費の効率化の取組とし

ては、役務等の契約の複数年化を引き続き

検討し、経費の削減を図った。 

 

・これまでに各種実験施設や観測機器の運用

及び維持管理、観測データ収集、スーパーコ

ンピュータの運用など、可能な限り民間委

託やアウトソーシングの活用を図っている

ところであるが、業務の効率化が研究開発

能力を損なうことなく、継続的な維持・向上

に繋がるものとなるよう十分に配慮した。 

 

・「一般管理費」及び「業務経費」は、新規に

追加されるもの及び拡充分、人件費(有期雇

用職員人件費は除く)、公租公課及び特殊要

ュニケーションスペースの

運用開始）、財務会計システ

ムと資産管理システムの統

合、給与明細の web 化、さら

に、決裁権限規程の見直しに

よる決裁権者の適正化と決

裁処理の迅速化、出張旅費及

び外勤費の請求手続きの見

直しによる処理作業の簡素

化、小口契約処理の事務部門

への拡大、CMS の導入及び利

用者拡大によるWebページ更

新作業の迅速化など業務の

合理化・効率化を図った。 

 

・防災科研全研究者の業績等の

データを集約した研究者業

績管理システム（NISE）の本

格運用を開始し、業務の合理

化・効率化を推進した。 

 

・経費の合理化については、他

機関との共同調達の実施、パ

ソコン類 のリユース・リサ

イクルによる産業廃棄物処

分費用の削減、役務契約の複

数年化による経費の削減な

どの努力が続けられている。 
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因経費を控除した額は、それぞれ 221 百万

円及び 7,120 百万円となり効率化目標の

３％及び１％を達成した。 

 

(２)人件費の合理化・

効率化 

 

給与水準について

は、国家公務員の給与

水準を十分配慮し、手

当を含め役職員給与

の在り方について厳

しく検証したうえで、

防災科研の業務の特

殊性を踏まえた適正

な水準を維持すると

ともに、検証結果や取

組状況を公表するも

のとする。また、適切

な人材の確保のため

に必要に応じて弾力

的な給与を設定でき

るものとし、その際に

は、国民に対して納得

が得られる説明に努

めるものとする。 

(２)人件費の合理化・

効率化 

 

給与水準について

は、国家公務員の給与

水準を十分配慮し、手

当を含め役職員給与

の在り方について厳

しく検証したうえで、

防災科研の業務の特

殊性を踏まえた適正

な水準を維持すると

ともに、検証結果や取

組状況を公表するも

のとする。また、適切

な人材の確保のため

に必要に応じて弾力

的な給与を設定でき

るものとし、その際に

は、国民に対して納得

が得られる説明に努

めるものとする。 

＜評価の視点＞ 

 

 

【総人件費改革への

対応】 

 

・取組開始からの経

過年数に応じ取組

が順調か。また、法

人の取組は適切

か。 

 

【給与水準】 

・給与水準の高い理

由及び講ずる措置

（法人の設定する

目標水準を含む）

が、国民に対して

納得の得られるも

のとなっている

か。 

 

・法人の給与水準自

体が社会的な理解

の得られる水準と

なっているか。 

 

・国の財政支出割合

の大きい法人及び

（２）人件費の合理化・効率化 

 

 

・定員及び人件費削減の基本方針に基づき、引

き続き事務部門及び研究部門の計画的な人

員の配置を行った。 

 

① 給与水準の適切性  

・防災科研の俸給表は事務系職、研究職ともに

国家公務員と同一の俸給表を適用してお

り、給与基準は国家公務員の給与に準拠し

ている。令和３年度における国家公務員と

比較した給与水準は、以下のとおり適切な

給与水準であった。 

 

１）ラスパイレス指数 

・令和３年度の防災科研の国家公務員に対す

るラスパイレス指数は、下記のとおりであ

った。 

   事務系職員：102,5 

年齢・地域・学歴勘案 103,8 

   研究職員： 99.7 

年齢・地域・学歴勘案  99.3 

 

２）国家公務員に比して指数が高い理由 

ア）事務系職員 

・56 才～59 才の年齢層の管理職の比率が高

く、指数を引き上げているが当研究所の給

与水準は国家公務員の給与に準じたもので

(２)人件費の合理化・効率化 

 

補助評定：Ｂ 

 

<補助評定に至った理由> 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認めら

れるため、Ｂ評定とする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計

画における所期の目標を達

成した。 

 

・防災科研の俸給表は事務系

職、研究職ともに国家公務員

と同じものを適用しており、

また役員報酬も国家公務員

指定職俸給表と同様の範囲

で支給された。これにより、

職員の給与水準及び役員報

酬は適切なレベルに保たれ

ており、また、これらの数値

についてはホームページで

適切に公表した。 

 

・令和３年度の人事院勧告に準

じ、期末手当の見直しを令和

４年度に反映させることと
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累積欠損金のある

法人について、国

の財政支出規模や

累積欠損の状況を

踏まえた給与水準

の適切性に関して

検証されている

か。 

 

 

【諸手当・法定外福

利費】 

 

・法人の福利厚生費

について、法人の

事務・事業の公共

性、業務運営の効

率性及び国民の信

頼確保の観点か

ら、必要な見直し

が行われている

か。 

 

あり、おおむね適切と考える。 

 

イ）研究職員 

・防災科研は、防災科学技術に関する国内唯一

の総合研究機関であり、研究分野は多岐に

渡る。それぞれの研究分野ごとに優れた専

門的知識を有する博士課程修了者を選考に

より採用することとしているが、当研究所

の給与水準は国家公務員の給与に準じたも

のであり、おおむね適切と考える。 

 

３）講ずる措置 

・人事院勧告を踏まえた給与基準の見直しを

行うとともに、引き続き退職者の補填につ

いては可能な限り若返りを図るなど計画的

に人事管理を行っていくこととしている。 

 

４）国と支給割合等が異なる手当 

・国家公務員と同様の規程となっている。 

 

②役員報酬の適切性 

・理事長の報酬は、国家公務員の指定職の範囲

内で支給した。 

 

③給与水準の公表 

・役員報酬及び職員給与水準については Web

サイトにて公表した。 

 

④給与体系の見直し 

・国家公務員の給与に準じ、勤勉手当の見直し

を令和４年度に反映させることとしてい

る。 

 

している。 
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(３)契約状況の点検・

見直し 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年５月 25

日総務大臣決定）を踏

まえ、防災科研の締結

する契約については、

原則として一般競争

入札などによること

とし、公正性、透明性

を確保しつつ、厳格に

手続きを行う。 

また、一般競争入札

などにより契約を締

結する場合であって

も、真に透明性、競争

性が確保されている

か、厳格に点検・検証

を行い、過度な入札条

件の禁止、応札者に分

かりやすい仕様書の

作成、公告期間の十分

な確保などを行う。こ

れらの取組を通じて

経費の削減に取り組

む。さらに、調達等合

理化計画の実施状況

を含む入札及び契約

の適正な実施につい

ては、契約監視委員会

(３)契約状況の点検・

見直し 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27年５月 25

日総務大臣決定）を踏

まえ、防災科研の締結

する契約については、

原則として一般競争

入札などによること

とし、公正性、透明性

を確保しつつ、厳格に

手続きを行う。 

また、一般競争入札

などにより契約を締

結する場合であって

も、真に透明性、競争

性が確保されている

か、厳格に点検・検証

を行い、過度な入札条

件の禁止、応札者に分

かりやすい仕様書の

作成、公告期間の十分

な確保などを行う。こ

れらの取組を通じて

経費の削減に取り組

む。さらに、調達等合

理化計画の実施状況

を含む入札及び契約

の適正な実施につい

ては、契約監視委員会

＜評価の視点＞ 

 

 

【調達等合理化計画

に基づく取組の実

施】 

 

・「独立行政法人にお

ける調達等合理化の

取組の推進につい

て」（平成 27 年５月

25 日総務大臣決定）

を踏まえ、①調達の

現状と要因の分析、

②重点的に取り組む

分野、③調達に関す

るガバナンスの徹

底、④自己評価の実

施、⑤推進体制を盛

り込んだ調達等合理

化計画を策定等し、

防災科研の締結する

契約については、原

則として一般競争入

札などによることと

し、公正性、透明性を

確保しつつ、厳格に

手続きを行う。 

（３）契約状況の点検・見直し 

 

 

・令和３年６月に策定・公表した「調達等合理

化計画」に沿って、防災科研の締結する契約

については、原則として一般競争入札等に

よることとし、公正性、透明性を確保しつ

つ、厳格に手続きを行った。 

 

①調達の現状と要因の分析として、当該年度

における防災科研の調達の全体像を把握す

るため、競争入札等、企画競争・公募、競争

性のない随意契約といった契約種別毎の契

約件数及び金額や一者応札・応募の状況を

取りまとめ、前年度と比較するなどして現

状分析を実施した。 

 

②重点的に取り組む分野として、研究業務分

野及び一般管理分野について、それぞれの

状況に即した調達の改善及び事務処理の効

率化に努めることとし、財・サービスの特性

を踏まえた調達の実施、一括調達契約の推

進、茨城県内８機関による汎用的な物品・役

務における共同調達の推進等を定め、それ

ぞれに従った取組を実施することを通じて

経費の削減を行った。 

 

③調達に関するガバナンスの徹底を図るた

め、既に整備している規程等に従って調達

手続きを実施した。随意契約案件について

は、契約担当役理事を筆頭とした契約審査

委員会又は随意契約検証チームにより厳格

に手続きを行った。なお、契約審査委員会の

(３)契約状況の点検・見直し 

 

補助評定：Ｂ 

 

<補助評定に至った理由> 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認めら

れるため、Ｂ評定とする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計

画における所期の目標を達

成した。 

 

・６月に策定・公表した「調達

等合理化計画」に沿って、公

正性、透明性を確保しつつ、

厳格に契約手続を行った。当

該計画の実施状況を含む入

札及び契約の適正な実施に

ついては、契約監視委員会に

よる外部点検などを受け、そ

の結果をホームページにて

公表した。 
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の点検などを受け、そ

の結果をホームペー

ジにて公表する。 

また、共同調達につ

いては、茨城県内の複

数機関が参画してい

る協議会等を通じて、

参画機関と引き続き

検討を行い拡充に努

める。 

の点検などを受け、そ

の結果をホームペー

ジにて公表する。 

また、共同調達につ

いては、茨城県内の複

数機関が参画してい

る協議会等を通じて、

参画機関と引き続き

検討を行い拡充に努

める。 

審議事項の一部と随意契約検証チームの審

議をメール審議とし効率化を図った。また、

不祥事の発生の未然防止・再発防止のため、

研究者、調達担当者に対する調達に関する

不祥事事案等の研修、契約担当職員の資質

向上のための外部機関による研修会への参

加、当事者以外による検収等を実施した。 

 

④自己評価については、当該年度に係る業務

の実績等に関する評価の一環として年度終

了後に実施し、その結果を主務大臣に報告

して主務大臣の評価を受ける旨を定め、そ

れに従い実施した。 

 

⑤推進体制として、契約担当役理事を筆頭と

した契約審査委員会により調達等合理化に

取り組む体制を定め、それに従い実施した。 

 

・その他、調達等合理化計画の実施状況を含む

入札及び契約の実施について契約監視委員

会の点検を受け、その結果を Web サイトに

て公表した。 

 

 

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務

改革に関する取組方

針～行政の ICT 化・オ

ープン化、業務改革の

徹底に向けて～」（平

成26年７月25日総務

大臣決定）を踏まえ、

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務

改革に関する取組方

針～行政の ICT 化・オ

ープン化、業務改革の

徹底に向けて～」（平

成 26年７月 25日総務

大臣決定）を踏まえ、

＜評価の視点＞ 

 

【電子化の推進】 

 

・電子化の促進を図

っているか。 

 

・情報共有体制を整

備しているか。 

（４）電子化の推進 

 

「国の行政の業務改革に関する取組方針～行

政の ICT 化・オープン化、業務改革の徹底

に向けて～」（平成 26 年７月 25 日総務大臣

決定）を踏まえ、イントラネットを活用し事

務部門のマニュアルを整備し、業務に必要

な様式等をダウンロードし利用できるよう

にしている。 

(４)電子化の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

研究所の活動により、中長期

計画における所期の目標を上

回る成果が得られているため、

Ａ評定とする。 
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電子化の促進等によ

り事務手続きの簡素

化・迅速化を図るとと

もに、利便性の向上に

努める。所内のイント

ラネットの活用を図

ると共に、ウェブ等を

活用した部門横断的

な情報共有体制を整

備する。また、震災等

の災害時への対策を

確実に行うことによ

り、業務の安全性、信

頼性を確保する。 

電子化の促進等によ

り事務手続きの簡素

化・迅速化を図るとと

もに、利便性の向上に

努める。特に昨年度整

備した NISE（研究者業

績の統合的利活用シ

ステム）の活用した

research map 等との

連携の検討に加え、外

部資金事務手続きの

電子化の検討を行う。

また、所内のイントラ

ネットの活用を図る

と共に、ウェブ等を活

用した部門横断的な

情報共有体制を整備

する。勤怠管理システ

ムとの連携を図りつ

つ、さらに人事システ

ム及び給与システム

の統合構築を図り業

務効率化の検討を進

める。その他、当該シ

ステムを含めた既存

システムについては

統合的なシステム構

築の検討を進める。 

 

・災害時への対策を

実施しているか。 

 

・令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大対策による出勤回避の対

応として、テレビ会議システムの活用促進

を図った。Web での会議が増えたことによる

拡大役員会議・役員会議を始めとする会議

資料のペーパーレス化を促進させ、一層の

電子化の推進を図った。安否確認システム

による職員の健康状態や出勤状況の確認を

実施した。 

 

・勤怠管理システムを活用したテレワーク制

度下における労務管理の効率化、年末調整

に係る申告や源泉徴収票の発行手続き等の

人事給与手続きの電子化、初任者向け防災

科研ガイダンスの電子媒体配布や各種研修

のリモート開催・e-ラーニング化等に加え、

新たに給与明細を電子化しＷｅｂ明細とす

ることで電子化・効率化の促進を行った。 

 

・新たに人事システムを導入した。更なる業務

の効率化を図るため、給与システムとの統

合構築検討を推進した。 

 

・令和元年度に導入した業務支援システムの

さらなる活用（電子決裁や電子申請の運用

促進やコミュニケーションスペースの運用

開始）、さらに、原則として紙の書面の作成・

提出等、押印、又は対面での手続きの廃止に

伴う所内の様式等の押印欄や押印指示の削

除など業務の合理化・効率化を図った。 

 

・財務会計システムと資産管理システムの統

 

（Ａ評定の根拠） 

○「業務の効率化」として、新

型コロナウイルス感染症対

策を逆手にとった「電子化の

推進」を実施した以下の実績

は、顕著な成果として高く評

価できる。 

 

・新型コロナウイルス感染症の

感染拡大対策による出勤回避

の対応の一環として、テレビ

会議システム導入や Web での

会議が増えたことによる拡大

役員会議・役員会議を始めと

する会議資料のペーパーレス

化を一気に促進するととも

に、人事給与手続きの電子化

として、給与明細を電子化し

Web明細とし、新たに人事シス

テムを導入した。さらなに、業

務の効率化を図るため、給与

システムとの統合構築検討を

することで電子化を強力に推

進した。 

 

・令和元年に導入した業務支援

システムのさらなる活用（電

子決裁や電子申請の運用促進

やコミュニケーションスペー

スの運用開始）、さらに、原則

として紙の書面の作成・提出

等、押印、又は対面での手続き
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合を図ることにより、資産、資産外、換金性

の高い物品など別々で管理している台帳を

一元化、物品持出などは申請を廃止し各部

署がシステムを用いて対応できるように電

子の一元化を図った。 

 

・防災科研全研究者の業績等のデータを集約

した研究者業績管理システム（ＮＩＳＥ）の

本格運用を開始し、業務の合理化・効率化を

図ったことにより、研究成果の円滑な利活

用と見える化を推進とした。 

 

・災害時への対策については、安否確認システ

ムにより、緊急参集における連絡網を構築

し災害時の体制を維持した。なお、緊急地震

速報と連動して安否確認連絡を自動送信す

るなど職員への安否確認を迅速に行える運

用を継続した。 

 

の廃止に伴う所内の様式等の

押印欄や押印指示の削除など

業務の合理化・効率化を図っ

た。 

 

・財務会計システムと資産管理

システムの統合を図り、電子

の一元化を図った。 

 

・防災科研全研究者の業績等の

データを集約した研究者業績

管理システム（ＮＩＳＥ）の本

格運用を開始し、見える化を

推進した。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．事業に関する基本情報 

 Ⅲ財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積

値等、必要な情報 

―           

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(令和３年度

の該当部分) 

主な評価

指標 
年度計画・業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

 競争的研究

資金等の外部

資金の積極的

な獲得や施設

利用等による

自己収入の増

加等に努め、

より健全な財

務内容の実現

を図る。特に、

防災科研が保

有する大規模

実験施設につ

いては、ニー

ズ把握・外部

への積極的な

働きかけを行

い、研究利用

の観点から適

 ・公募型の研究資金制度等の情報を積極的に集約し所内に周知するとともに適宜公募

説明会を開催した。科学研究費助成事業については、所内において獲得のノウハウ

を共有するための説明会を実施し、更に申請調書等の応募書類の添削支援を実施す

るなど、競争的研究資金等の更なる獲得に向けた施策を講じた。また、共用施設の利

用による収入増に向け、令和４年２月１日に「先端的研究施設の利活用を考える共

創シンポジウム」（先端的研究施設利活用センター）を開催した。シンポジウムでは、

共用施設の強みの PR を行うとともに、参加者からの情報収集により、施設の共用に

関するニーズの把握を行い、更なる共用促進に向けた検討を行った。 

 

<評定に至った理

由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため。評

定をＢとする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績によ

り、中長期計画

における初期の

目 標 を 達 成 し

た。 
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当な稼働率目

標及び利用料

等を設定した

具体的な取組

方 針 を 策 定

し、安定した

自己収入の確

保 に 取 り 組

む。 

また、運営

費交付金の債

務残高につい

ても勘案しつ

つ予算を計画

的 に 執 行 す

る。必要性が

なくなったと

認められる保

有財産につい

ては適切に処

分するととも

に、重要な財

産を譲渡する

場合は計画的

に進める。 

独立行政法

人会計基準の

改訂等を踏ま

え、運営費交

付金の会計処

理として、収

益化単位の業
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務ごとに予算

と実績を管理

する。 

 

１．予算

（ 人 件

費 の 見

積 も り

を 含

む）、収

支 計 画

及 び 資

金計画 

（１）予算 

（２）収支

計画 

（３）資金

計画 

１．予算（人件

費の見積も

りを含む）、

収支計画及

び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計

画 

（３）資金計

画 

＜評価の

視点＞ 

 

【収入】 

【支出】 

【収支計

画】 

【資金計

画】 

【財務状

況】 

 

（当期総

利益（又

は当期総

損失）） 

・当期総

利益

（又は

当期総

損失）

の発生

要因が

明らか

にされ

ている

か。 

 

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

（１） 予算 

（令和３年度の予算） 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

収入         

運営費交付金 3,425 12,727 696 16,848 3,425 12,727 696 16,848 

寄附金収入 0 0 0 0 1 20 0 21 

施設整備費補助金 0 1,260 0 1,260 0 428 0 428 

自己収入 0 439 0 439 48 374 14 436 

受託事業収入等 711 0 0 711 669 0 0 669 

地球観測システム研

究開発費補助金 

0 4,284 0 4,284 0 5,926 0 5,926 

         

計 4,136 18,710 696 23,542 4,143 19,476 709 24,328 

 

支出 
        

一般管理費 0 0 499 499 0 0 601 601 

（公租公課、特殊経費

を除いた一般管理費） 

0 0 494 494 0 0 528 528 

うち、人件費 0 0 222 222 0 0 222 222 

（特殊経費を除いた 

人件費） 

0 0 217 217 0 0 218 218 

物件費 0 0 277 277 0 0 310 310 

公租公課 0 0 1 1 0 0 68 68 

         

事業費 3,425 13,166 197 16,788 4,122 6,699 241 11,063 

（特殊経費を除いた 

事業費） 

3,366 13,160 197 16,722 4,065 6,697 241 11,003 

うち、人件費 629 451 0 1,080 557 484 0 1,041 

（特殊経費を除いた 570 444 0 1,014 500 482 0 982 

１．予算（人件費の

見 積 も り を 含

む）、収支計画及

び資金計画 

 

・令和３年度の運

営費交付金の執

行率は約 55%と

なっているが、

未執行額には、

契約済繰越額、

科学技術イノベ

ーション創造推

進費の繰越額等

が 含 ま れ て お

り、これらを除

く 執 行 額 は 約

98%に達してい

る。残額の債務

は、令和４年度

に全額が執行さ

れる見込みとな

っている。 

  

・当期総損失は、平

成２８年度から

令和３年度まで

に受託研究収入
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・また、

当期総

利益

（又は

当期総

損失）

の発生

要因は

法人の

業務運

営に問

題等が

あるこ

とによ

るもの

か。 

 

（利益剰

余金（又

は繰越欠

損金）） 

 

・利益剰

余金が

計上さ

れてい

る場

合、国

民生活

及び社

会経済

の安定

等の公

人件費） 

物件費 2,796 12,716 197 15,708 3,565 6,215 241 10,022 

（特殊経費を除いた 

物件費） 

2,796 12,716 197 15,708 3,565 6,215 241 10,022 

受託研究費 711 0 0 711 514 60 56 630 

寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 

地球観測システム研

究開発費補助金経費 

0 4,284 0 4,284 0 5,917 0 5,917 

施設整備費 0 1,260 0 1,260 0 415 0 415 

         

計 4,136 18,710 696 23,542 4,636 13,090 898 18,625 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（参考）運営費交付金債務の推移は以下のとおり。 

 （単位：百万円） 

 

平成 28

年度末 

（初年

度） 

平成 29

年度末 

平成 30

年度末 

令和元 

年度末 

令和２ 

年度末 

令和３ 

年度末 

令和４ 

年度末 

（最終

年度） 

当期の運営費交付金

交付額（a） 
7,021 9,600 7,741 10,810 10,924 16,848  

当期の運営費交付金

債務残高(b) 
360 3,526 2,120 1,999 1,961 7,581 

 

当期の運営費交付金

残存率（b÷a） 
5.1％ 36.7％ 27.4％ 18.5％ 18.0％ 45.0％ 

 

 

（２）収支計画 

令和３年度 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法

人 

共

通 

合計 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法

人 

共

通 

合計 

費用の部         

経常経費 5,058 19,348 699 25,105 4,574 12,849 892 18,314 

 一般管理費 0 0 678 678 0 0 814 814 

うち、人件費（管理系） 0 0 450 450 0 0 430 430 

物件費 0 0 227 227 0 0 315 315 

      公租公課 0 0 1 1 0 0 68 68 

等により取得し

た固定資産の減

価償却費等の独

立行政法人会計

基準に基づく処

理を行った結果

生じているもの

であり、法人の

業務運営に問題

等があるもので

はない。 

 

・利益剰余金は、積

立金300百万円、

前中期目標期間

繰越積立金 433

百万円、当期総

損失△75 百万円

の合計 658 百万

円であった。 
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共上の

見地か

ら実施

される

ことが

必要な

業務を

遂行す

るとい

う法人

の性格

に照ら

し過大

な利益

となっ

ていな

いか。 

 

・繰越欠

損金が

計上さ

れてい

る場

合、そ

の解消

計画は

妥当

か。 

 

・当該計

画が策

定され

ていな

  業務経費 3,754 12,448 0 16,203 3,746 6,316 0 10,062 

   うち、人件費（事業系） 1,297 896 0 2,193 1,250 988 0 2,238 

    物件費 2,457 11,552 0 14,009 2,496 5,328 0 7,824 

施設整備費 0 209 0 209 0 35 0 35 

受託研究費 711 0 0 711 496 55 53 604 

  補助金事業費 0 2,336 0 2,336 0 1,274 0 1,274 

 減価償却費 593 4,356 20 4,969 332 5,168 25 5,525 

財務費用 0 11 0 11 0 9 0 9 

雑損 0 0 0 0 3 7 0 9 

 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

計 5,058 19,359 699 25,116 4,576 12,864 892 18,332 

         

収益の部          

運営費交付金収益 3,687 11,986 655 16,327 3,550 6,335 723 10,608 

施設費収益 0 209 0 209 0 35 0 35 

受託収入 711 0 0 711 517 55 53 625 

補助金収益 0 2,336 0 2,336 0 1,289 0 1,289 

その他の収入 0 439 0 439 144 288 87 519 

賞与引当金見返に係る収益 35 32 16 83 31 28 13 72 

退職給付引当金見返に係

る収益 

32 2 8 43 
37 6 3 46 

資産見返運営費交付金戻入 157 316 20 493 203 283 25 510 

資産見返物品受贈額戻入 432 868 0 1,300 1 1,298 0 1,299 

資産見返補助金戻入 0 3,165 0 3,165 0 3,135 0 3,135 

資産見返寄附金戻入 4 7 0 11 9 3 0 12 

臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

計 5,058 19,359 699 25,116 4,492 12,755 903 18,150 

         

純損失 0 0 0 0 
85 110 

△

12 
183 

前中期目標期間繰越積立金取

崩額 

0 0 0 0 
2 106 0 108 

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 

総損失 

 

0 0 0 0 
83 4 

△

12 
75 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（３）資金計画 
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い場

合、未

策定の

理由の

妥当性

につい

て検証

が行わ

れてい

るか。

さら

に、当

該計画

に従い

解消が

進んで

いる

か。 

 

 

（運営費

交付金債

務） 

・当該年

度に交

付され

た運営

費交付

金の当

該年度

におけ

る未執

行率が

令和３年度 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

資金支出 4,136 18,710 696 23,542 4,476 15,013 862 30,982 

業務活動による支出 2,695 12,813 515 16,023 4,061 8,123 848 13,032 

投資活動による支出 1,405 5,824 176 7,405 413 6,562 14 6,988 

財務活動による支出 37 73 5 115 2 328 0 330 

翌年度への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 10,631 

         

資金収入 4,136 18,710 696 23,542 4,242 19,596 704 30,982 

業務活動による収入 4,136 17,450 696 22,282 4,242 19,168 704 24,115 

運営費交付金による収入 3,425 12,727 696 16,848 3,425 12,727 696 16,848 

受託収入 711 0 0 711 657 0 0 657 

補助金収入 0 4,284 0 4,284 0 6,032 0 6,032 

その他の収入 0 439 0 439 160 409 8 578 

投資活動による収入 0 1,260 0 1,260 0 428 0 428 

有形固定資産の売却によ

る収入 
0 0 0 0 0 0 0 0 

施設整備費による収入 0 1,260 0 1,260 0 428 0 428 

財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

無利子借入金による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

 前年度よりの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 6,439 

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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高い場

合、運

営費交

付金が

未執行

となっ

ている

理由が

明らか

にされ

ている

か。 

 

・運営費

交付金

債務

（運営

費交付

金の未

執行）

と業務

運営と

の関係

につい

ての分

析が行

われて

いる

か。 

 

 

（溜まり

金） 
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・いわゆ

る溜ま

り金の

精査に

おい

て、運

営費交

付金債

務と欠

損金等

との相

殺状況

に着目

した洗

い出し

が行わ

れてい

るか。 

 

２．短期借

入 金 の

限度額 

 

短 期 借

入金の限

度額は、11

億円とす

る。短期借

入れが想

定される

事態理由

としては、

運営費交

２．短期借入

金の限度額 

 

 

短期借入金

の限度額は、

11 億円とす

る。短期借入

れが想定され

る事態理由と

しては、運営

費交付金の受

入れの遅延、

受託業務に係

＜評価の

視点＞ 

 

 

・短期借

入金は

有る

か。有

る場合

は、そ

の額及

び必要

性は適

切か。 

２．短期借入金の限度額短期借入金の限度額 

 

 

 

・短期借入金はなかった。 

２．短期借入金の

限度額短期借入

金の限度額 

 

・該当無し 
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付金の受

入れの遅

延、受託業

務に係る

経費の暫

時立替等

がある。 

 

る経費の暫時

立 替 等 が あ

る。 

３．不要財

産 又 は

不 要 財

産 と な

る こ と

が 見 込

ま れ る

財 産 が

あ る 場

合には、

当 該 財

産 の 処

分 に 関

す る 計

画 

 

重 要 な

財産を譲

渡、処分す

る 

計画はな

い。 

 

３．不要財産

又は不要財

産となるこ

とが見込ま

れる財産が

ある場合に

は、当該財

産の処分に

関する計画 

 

 

 

 

重要な財産

を譲渡、処分

する計画はな

い。 

＜評価の

視点＞ 

 

・不要な

財産の

処分に

関する

計画は

有る

か。あ

る場合

は、計

画に沿

って順

調に処

分に向

けた手

続きが

進めら

れてい

るか。 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画 

 

・不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産はなかった。 

３．不要財産又は

不要財産となる

ことが見込まれ

る財産がある場

合には、当該財

産の処分に関す

る計画 

 

・該当無し 

４．前号に

規 定 す

４．前号に規

定する財産

＜評価の

視点＞ 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画 

４．前号に規定す

る財産以外の重
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る 財 産

以 外 の

重 要 な

財 産 を

譲渡し、

又 は 担

保 に 供

し よ う

と す る

ときは、

そ の 計

画 

 

なし。 

以外の重要

な財産を譲

渡し、又は

担保に供し

ようとする

ときは、そ

の計画 

 

 

 

 

なし。 

 

・重要な

財産の

処分に

関する

計画は

有る

か。あ

る場合

は、計

画に沿

って順

調に処

分に向

けた手

続きが

進めら

れてい

るか。 

 

 

・重要な財産の譲渡、又は担保に供することはなかった。 

要な財産を譲渡

し、又は担保に

供しようとする

ときは、その計

画 

 

・該当無し 

５．剰余

金の使

途 

 

防 災 科

研の決算

において、

剰余金が

生じた時

は、重点的

に実施す

べき研究

開発業務

５．剰余金の

使途 

 

防災科研の

決 算 に お い

て、剰余金が

生じた時は、

重点的に実施

すべき研究開

発業務への充

当、職員教育

の充実、研究

環境の整備、

＜評価の

視点＞ 

 

・利益剰余

金 は 有

るか。有

る 場 合

は そ の

要 因 は

適切か。 

・目的積立

金 は 有

るか。有

５．剰余金の使途 

 

 

・剰余金は、中長期計画に定める重点的に実施すべき研究開発業務への充当、職員教

育・福利厚生の充実、業務の情報化、防災科研の行う広報の充実に充てることとな

っているが、令和２年度の決算においては、これらに充当できる剰余金は発生しな

かった。 

 

 

（参考）積立金の状況は以下のとおり。 
 （単位：百万円） 

 
平成 28

年度末 

平成 29

年度末 

平成 30

年度末 

令和元 

年度末 

令和２ 

年度末 

令和３ 

年度末 

令和４ 

年度末 

５．剰余金の使途 

 

 

・該当無し 

 



194 

への充当、

職員教育

の充実、研

究環境の

整備、業務

の情報化、

広報の充

実等に充

てる。 

業 務 の 情 報

化、広報の充

実 等 に 充 て

る。 

る 場 合

は、活用

計 画 等

の 活 用

方 策 を

定 め る

等、適切

に 活 用

さ れ て

いるか。 

（初年

度） 

（最終

年度） 

前期中(長)期目標期

間繰越積立金 
1,111 953 799 654 541 433  

目的積立金 0 0 0 0 0 0  

積立金 0 602 532 662 472 300  

 うち経営努力

認定相当額 
       

その他の積立金等 0 0 0 0 0 0  
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Ⅳ. その他業務運営に関する重要事項 

１．事業に関する基本情報 

 Ⅳその他業務運営に関する重要事項 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(令和３年度の 

該当部分) 

主な評価指標 業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

    <評定に至った理由> 

中長期計画における初期の目

標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計

画における初期の目標を達成

した。 

 

１．国民からの信頼の

確保・向上 

（１）研究倫理の確立

及びコンプライア

ンスの推進 

 

研究開発活動の信

頼性の確保、科学技術

１．国民からの信頼

の確保・向上 

（１）研究倫理の確

立及びコンプライ

アンスの推進 

 

研究開発活動の信

頼性の確保、科学技

＜評価の視点＞ 

 

【適正性の観点】 

○コンプライアンス

体制は整備されて

いるか 

 

・法令順守の徹底と社

１．国民からの信頼の確保・向上 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンス

の推進 

 

 

 

・「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン」改正を受け、研究活動の不

１．国民からの信頼の確保・向上 

（１）研究倫理の確立及びコン

プライアンスの推進 

 

 

 

・令和２年度に引き続き、コンプ

ライアンスに大きく反するよ
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の健全性の観点から、

研究不正に適切に対

応するため、理事長の

リーダーシップの下、

予算執行及び研究不

正防止を含む防災科

研における業務全般

の一層の適正性確保

に向け、厳正かつ着実

にコンプライアンス

業務を推進する。ま

た、コンプライアンス

遵守に向けた体制整

備等、ガバナンスの強

化を図り、必要に応じ

て不断の見直しを行

う。 

適正な業務運営及

び国民からの信頼を

確保するため、適切か

つ積極的に情報の公

開を行うとともに、個

人情報の適切な保護

を図る取組を推進す

る。具体的には、「独立

行政法人等の保有す

る情報の公開に関す

る法律」（平成 13年法

律第 140 号）及び「個

人情報の保護に関す

る法律」（平成 15年法

律第 57 号）に基づき、

適切に対応するとと

術の健全性の観点か

ら、研究不正に適切

に対応するため、理

事長のリーダーシッ

プの下、予算執行及

び研究不正防止を含

む防災科研における

業務全般の一層の適

正性確保に向け、厳

正かつ着実にコンプ

ライアンス業務を推

進する。また、コンプ

ライアンス遵守に向

けた体制整備等、ガ

バナンスの強化を図

り、必要に応じて不

断の見直しを行う。 

適正な業務運営及

び国民からの信頼を

確保するため、適切

かつ積極的に情報の

公開を行うととも

に、個人情報の適切

な保護を図る取組を

推進する。具体的に

は、「独立行政法人等

の保有する情報の公

開に関する法律」（平

成 13 年法律第 140

号）及び「個人情報の

保護に関する法律」

（平成 15 年法律第

57 号）に基づき、適

会的信頼性の維持

向上に資する業務

の遂行、情報の公開

が推進されたか。 

 

【適正な体制の確保

の観点】 

 

○研究不正に対応す

るための規定や組

織としての責任体

制の整備及び運用

が適切になされて

いるか 

正防止に関する規程の改正、防災科研不正

防止計画の大幅見直しを行い、不正根絶に

向けたガバナンスの強化、職員のコンプラ

イアンス意識の醸成、不正防止システムの

強化を推進し、職員の不正防止に向けた体

制を強化した。また、研究活動の不正防止に

関する規定に基づき、普及啓発計画を作成

し、四半期ごとの活動を通じコンプライア

ンス意識の醸成に努めた。 

 

・公的研究費不正使用防止のための啓発活動

として、役職員に対する他機関における不

正事例の周知、職員に対するアンケート調

査、コンプライアンス研修、公的研究費の適

正な執行に関する全所説明会を実施した。

アンケート調査については、職員のコンプ

ライアンスに対する実態を把握することが

でき、今後のコンプライアンス教育の方針

決定に大きく役立つものであった。 

 

・コンプライアンスに関しては、引き続き研

究不正に関する e-ラーニング、公的研究費

の適正使用に関する研修を行った。令和３

年度のコンプライアンス研修として、公的

機関と企業間における適切な接し方をテー

マとし、例年とは異なる視点で職員のコン

プライアンス意識の向上を図った。「コンプ

ライアンス推進月間」においては、防災科研

の提案したスローガンが採用されたことを

所内に積極的に周知し、スローガンの書か

れたポスターの掲示を各課室に掲示させる

ことで、例年よりも職員の意識をコンプラ

イアンスに向けることを可能とした。 

うな事案の発生は散見されな

かった。令和３年２月に研究

機関における公的研究費の管

理・監査ガイドラインが改正

されたことを受け、防災科研

不正防止計画を大幅に見直

し、普及啓発活動実施計画を

作成し、公的研究費の適切な

執行に関する研修をはじめ４

半期ごとに普及啓発活動を行

い、年間を通じてコンプライ

アンス意識の醸成に努めたこ

とは評価できる。 
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もに、職員を対象に定

期的に不正防止や個

人保護情報等に係る

説明会、ならびに e-ラ

ーニング等を活用し

た理解度調査を実施

する。 

 

切に対応するととも

に、職員を対象に定

期的に不正防止や個

人保護情報等に係る

説明会、並びに e-ラ

ーニング等を活用し

た理解度調査を実施

する。 

また、人の集団の

避難行動研究など人

文社会科学的要素を

扱う研究が増えつつ

ある現状に鑑み、そ

の適切な推進を図る

ため、令和２年度に

設置した「人を対象

とする研究に関する

倫理審査委員会」を

中心に、引き続き審

査体制を充実させる

とともに、e-ラーニ

ング等を活用し、人

を対象とする研究に

対する研究者の理解

の涵養に努める。 

 

 

・研究倫理教育に関する e-ラーニングの実施

について、引き続き徹底を行い、研究員に対

する研究倫理の向上を図った（受講率

95％）。 

 

・令和２年度に引き続き、執務上の参考とす

るためコンプライアンスカード、コンプラ

イアンスガイドブック、利益相反マネジメ

ントガイドブックを配布した。 

 

・将来、研究不正の指摘を受けた場合に備え、

研究活動の正当性を説明できるように、令

和２年度に引き続き研究活動の記録の管理

及び保存を義務付ける実施要領に基づく、

記録の所在場所等の情報の一括管理を行っ

た。 

 

・全職員を対象に「公的研究費の適正な執行

に関する全所説明会」の開催にあたり、公的

研究費の管理・監査ガイドラインの改正を

踏まえた不正使用等を引き起こす要因と防

止に向けた取組等の説明を行い、公的研究

費の適正な執行について意識向上を図っ

た。 

 

・「防災科研初任者ガイダンス」において、防

災科研の不正活動防止への取組及び公益通

報制度に関する説明をガイダンス資料に明

記して、新規採用者に対しコンプライアン

スの啓発を行った。 

 

・令和２年度に設置された「人を対象とする
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研究に関する倫理審査委員会」を中心に、職

員の研究倫理の確保に取組んだ。 

 

 

（２）情報セキュリテ

ィ対策の推進 

 

政府機関の情報セ

キュリティ対策のた

めの統一基準群を踏

まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適時適

切に見直すとともに、

これに基づき情報セ

キュリティ対策を講

じ、情報システムに対

するサイバー攻撃へ

の防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の

強化に取り組む。ま

た、対策の実施状況を

毎年度把握し、PDCA サ

イクルにより情報セ

キュリティ対策の改

善を図るほか、e-ラー

ニング等を活用した

情報セキュリティ対

策に関する職員の意

識向上を図るための

取組を継続的に行う。 

 

（２）情報セキュリ

ティ対策の推進 

 

政府機関の情報セ

キュリティ対策のた

めの統一基準群を踏

まえ、情報セキュリ

ティ・ポリシーを適

時適切に見直すとと

もに、これに基づき

情報セキュリティ対

策を講じ、情報シス

テムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織的

対応能力の強化に取

り組む。また、対策の

実施状況を毎年度把

握し、PDCA サイクル

により情報セキュリ

ティ対策の改善を図

るほか、e-ラーニン

グ等を活用した情報

セキュリティ対策に

関する職員の意識向

上を図るための取組

を継続的に行う。 

 

＜評価の視点＞ 

 

【適正性の観点】 

 

○情報セキュリティ

対策は整備されて

いるか 

 

・適切な情報セキュリ

ティ対策が推進さ

れたか。 

 

【適正な体制の確保

の観点】 

 

○情報セキュリティ

に対応するための

規定や組織として

の責任体制の整備

及び運用が適切に

なされているか 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

 

・政府機関等の情報セキュリティ対策のため

の統一基準群の改定に準拠し、「国立研究開

発法人防災科学技術研究所情報セキュリテ

ィポリシー（令和３年度版）」を定め、理事

を委員長とする「防災科学技術研究所情報

セキュリティ委員会」の体制のもと、情報セ

キュリティ対策に継続して取り組んだ。 

 

・重要なセキュリティ情報は、イントラネッ

トを通じ、全役職員に周知徹底するととも

に、継続的なセキュリティ意識の向上策と

して、e-ラーニングによるセキュリティ教

育と自己点検、標的型攻撃メールの模擬訓

練を実施した。 

 

・令和３年度は、メールサーバの更新に伴い、

電子メールの通信暗号化を完了した。また、

外部公開している web サーバに対する定期

的な脆弱性診断の実施を情報セキュリティ

委員会で決定し、実施した。 

 

（２）情報セキュリティ対策の

推進 

 

・「国立研究開発法人防災科学技

術研究所情報セキュリティポ

リシー」を適宜改定し、適切に

運用している。 

 

・適切な委員会の体制の元、継続

した教育により、セキュリテ

ィ意識の向上を図った。 

 

・PDCA サイクルによる情報セキ

ュリティ対策の改善を図り、

電子メールの通信暗号化対応

や、公開 webサーバに対する定

期的な脆弱性診断を始めるな

ど、サイバー攻撃への防御力

を強化した。 

 

 

（３）安全衛生及び職 （３）安全衛生及び ＜評価の視点＞ （３）安全衛生及び職場環境への配慮 （３）安全衛生及び職場環境へ
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場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う

事故及び災害等の発

生を未然に防止する

とともに、業務を安全

かつ円滑に遂行でき

るよう労働安全衛生

管理を徹底する。 

実験施設を利用し

た業務においては、そ

の都度、安全管理計画

書等を作成するなど、

安全管理の徹底、事故

等の発生防止に一層

努める。また、職員の

健康管理においては、

ストレスチェックや

健康相談等のメンタ

ルヘルス対策を推進

し、職員が安心して職

務に専念できる職場

環境づくりを進める。 

職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う

事故及び災害等の発

生を未然に防止する

とともに、業務を安

全かつ円滑に遂行で

きるよう労働安全衛

生管理を徹底する。 

実験施設を利用し

た業務においては、

その都度、安全管理

計画書等を作成する

など、安全管理の徹

底、事故等の発生防

止に一層努める。ま

た、職員の健康管理

においては、ストレ

スチェックや健康相

談等のメンタルヘル

ス対策を推進し、職

員が安心して職務に

専念できる職場環境

づくりを進める。 

また、防災科研の

果たすべき役割や業

務運営の改善の在り

方等については、定

期的な意見交換を行

う場を設ける。 

 

【適正性の観点】 

 

○安全衛生及び職場

環境への配慮が十

分に図られている

か 

 

 

・安全衛生委員会を毎月１回開催し、職員の

危険又は健康障害を防止するための基本と

なる対策について、調査審議した。 

 

・職場内での事故や災害の発生を未然に防止

するとともに衛生管理を徹底させるため、

産業医や衛生管理者等による各居室の安全

衛生巡視を定期的に実施した。 

 

・実験施設を利用した実験研究や、危険が伴

う現地派遣においては、その都度、安全管理

計画書や作業安全基準書を作成し、安全管

理の徹底、事故等の発生防止に努めた。 

 

・職員の健康管理においては、定期健康診断

（実施率 100％）、個人のストレスチェック

（実施率 83％）を実施し、健康相談を実施

するとともに、特にメンタル面でのフォロ

ーアップを図るため、産業医による長時間

労働の面接指導を実施した。産業医による

健康障害の防止やメンタルヘルス対策等を

継続的に実施した。災害派遣時におけるス

トレスチェックを導入し、災害派遣期間終

了後においても職員のフォローアップを実

施した。 

 

・外部委託により、24 時間健康相談サービス

を取り入れ、職員等の健康管理、メンタルヘ

ルス等に関するサポートを継続的に行っ

た。 

 

の配慮 

 

・労働安全衛生及び職場環境の

向上を目的として、新規採用

職員へのガイダンスを始め、

各種の研修や講習会を適切に

実施した。また、産業医や衛生

管理者等による安全衛生巡

視、大型実験施設での安全管

理計画書の作成、定期健康診

断、健康相談、ストレスチェッ

クなどが計画的かつ適切に実

行され、また、近年増加してい

る自然災害に対応した災害派

遣者に対してもストレスチェ

ックを導入しフォローアップ

を実施した。産業医による健

康障害の防止やメンタルヘル

ス対策を実施、その他、外部委

託により、メンタルヘルス等

に関するサポートを継続的に

実施した。 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策として、安否確認システム

を用い、日々の確認をした。 

 

・健康を経営的視点からとらえ、

健康経営に取り組むことは多

面的な効果が期待される。 

 

・茨城県が実施している「いばら

き健康経営推進事業所認定制
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・新型コロナウイルス感染症対策の一環とし

て、安否確認システムによる職員の発熱症

状や出勤状況の確認を令和２年度に引き続

き実施した。 

 

・健康管理・健康づくりの推進は、ワークライ

フバランス向上とともにリスクマネジメン

トという観点からも重要であることから、

令和３年１月 13日に、理事長より「健康経

営の宣言」を行い、健康経営優良法人を目指

し、誰もが研究や業務に生き生きと取り組

むため、以下の事項を実践した。 

・令和３年５月アクサ生命株式会社健康経

営支援プログラム導入 

・令和３年６月アクサ生命健康習慣アンケ

ートにより健康課題抽出 

・令和３年７月いばらき健康経営推進事業

所認定制度申請 

・令和３年８月アクサ生命健康習慣アンケ

ート結果 フィードバックセミナー開催 

・令和３年９月いばらき健康経営推進事業

所認定制度認定 

・令和３年 10 月経済産業省健康経営優良法

人認定制度申請 

・令和３年 12 月健康づくりリーダー等を大

幅増員（16名から 36 名へ）し、任命、説

明会実施 

・令和４年３月健康づくりリーダー定例

会開始 

 

・経済産業省健康経営優良法人認定には至ら

なかったが、結果フィードバックにより防

災科研の健康経営における課題を明らかに

度」に申請し、認定されたこと

は健康経営の実践の第１歩と

して評価できる。 

 

・アクサ生命株式会社健康経営

支援プログラムを導入し、効

率的に健康課題を明らかにし

て対策の検討に繋げることが

出来た。 

 

・経済産業省健康経営優良法人

認定制度での認定には至らな

かったが、結果フィードバッ

クにより来年度に向けての課

題を明らかにし今後の健康経

営推進につなげることができ

る。 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策本部事務局(総務課)におい

ては、政府及び関係自治体の

要請、決定等の情報収集に努

め、適宜、対応案を検討すると

ともに速やかに対策本部会議

決定の手続きを行い、適切な

感染防止対策の対応をした。

また、災害時の安否確認シス

テムを有効活用した毎日の職

員の健康状態や出勤状況の確

認については、日々の体調不

良者の把握、出勤・テレワー

ク・出張・休暇取得者の集計な

どに有効に活用できた。 
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することが出来た。令和４年度の申請に向

け引き続き健康経営を推進していく。 

 

・令和２年度に引き続き、新型コロナウイル

ス感染症対策本部(本部長:林理事長)にお

いてガイドラインに沿った研究活動の継続

と健康の維持管理を徹底し、感染拡大状況

に応じてテレワークの実施頻度である週 1

回の原則の適宜変更による出勤者減を図る

ことや東京会議室の限定使用、見学者・施設

利用の制限、感染拡大地域との往来の自粛、

不要不急の外出及び不要不急の会合・会食

の自粛等の取組を「新型コロナウイルスの

感染防止対策の徹底について（Ver.11～

21）」を定めて実施した。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策の一環とし

て、安否確認システムによる職員の発熱症

状や出勤状況の確認を令和２年度に引き続

き実施した。 

 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策として、安否確認システム

を用い、日々の確認をした。 

 

２．人事に関する事項 

 

 

研究開発成果の最

大化と効率的な業務

遂行を図るため、若手

職員の自立、女性職員

の活躍等ができる職

場環境の整備、充実し

た職員研修、適切な人

事評価等を実施する。

また、 

２．人事に関する事

項 

 

研究開発成果の最

大化と効率的な業務

遂行を図るため、若

手職員の自立、女性

職員の活躍等ができ

る職場環境の整備、

充実した職員研修、

適切な人事評価等を

実施する。 

＜評価の視点＞ 

 

【人事に関する計画】 

 

・人事に関する計画は

有るか。有る場合

は、当該計画の進捗

は順調か。 

 

・人事管理は適切に行

われているか。 

 

２．人事に関する事項 

 

 

（１）職場環境の整備 

・「働きながら子育て」の取組の拡大として、

育児短時間勤務制度の整備、メンター制度

の新設、短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律の改正を

踏まえ、有期雇用職員の休暇等制度の見直

しや育児休業取得要件の緩和等を実施し

た。 

 

２．人事に関する事項 

 

 

 

・育児短時間勤務制度の整備や

メンター制度の新設、同一労

働同一賃金を踏まえた有期雇

用職員の休暇制度の見直し

等、働きやすい職場環境の整

備が進められている。 

 

・職員の資質の向上を目指して
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防災科学技術の中

核的機関として、研究

者の流動性向上を目

指し、外国人研究者の

受入れを含め優秀か

つ多様な人材を確保

するため、採用及び人

材育成の方針等を盛

り込んだ人事に関す

る計画を策定し、戦略

的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

研究者の流動性向

上、総合防災研究機関

として、これまで以上

に多様なバックグラ

ウンド・専門性を有し

た研究者の確保に努

める。 

また、防災科学技

術の中核的機関とし

て、研究者の流動性

向上を目指し、外国

人研究者の受入れを

含め優秀かつ多様な

人材を確保するた

め、採用及び人材育

成の方針等を盛り込

んだ人事に関する計

画を策定し、戦略的

に取り組む。加えて、

優秀な研究者が集ま

り、定着する環境整

備に向け、具体策を

検討し、順次実施す

る。 

研究者の流動性向

上、総合防災研究機

関として、これまで

以上に多様なバック

グラウンド・専門性

を有した研究者の確

保に努める。 

（２）職員研修制度の充実 

・所内コミュニケーションの向上のため、新

たに若手職員によるコミュニケーションの

場を新たに設けた。 

 

・このほか、令和２年度に引き続き、防災科研

が主催する防災科研ガイダンス、公的研究

費の適正な執行に向けての説明会、公文書

管理法説明会、文書管理担当者実務研修、広

報研修、科研費獲得に向けた所内説明、安全

保障輸出管理セミナー、知的財産ポリシー

説明会、メンタルヘルス研修、ハラスメント

防止研修、コンプライアンス研修、ウェブア

クセシビリティ講習会、を実施した。その

他、他機関が主催する英語研修、給与実務研

究会等を実施した。さらに、集合型研修だけ

ではなく、オンライン上での中継や、e-ラー

ニングによる研修を実施したことにより、

個人情報保護のための研修や、情報セキュ

リティ研修、研究活動の不正防止関する研

修等に役職員が積極的に参加した。 

 

・初任者研修、アンガーマネジメント研修を

新たに実施した。 

 

（３）職員評価結果の反映 

・職員の業務に対するモチベーションの向上

を図るため、職員評価の結果を昇給、昇格、

賞与等に反映させるとともに、研究職員の

評価結果については、結果のフィードバッ

クを行った。 

 

・有期雇用職員については、職員評価の結果

研究所の内外で様々な研修や

説明会等を実施するとともに

e-ラーニングや講義の収録視

聴等の研修のオンライン開催

化を進めることにより、テレ

ワーク下における新しい研修

の在り方の構築を図ってお

り、職員研修制度の充実が進

められている。 

 

・既存の評価制度の見直しや研

究者業績統合的利活用システ

ム(NISE)を使用した職員評価

手続きの効率化、有期雇用職

員の業績手当や昇給制度の新

設等により、職員の業務に対

するモチベーションの向上が

図られて。 

 

・中長期計画に定める人件費の

範囲内で人員の計画的な配置

が進められている。 
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に基づき特に優秀な者に対しては、業績手

当の支給を実施した。 

 

・出資法人への業務出向、成果発表会での講

演、動画作成を評価対象として明記すると

ともに配点の考え方を再整理し、成果の社

会実装を含めた社会貢献等に関し所として

高く評価する制度を明確にした。 

 

・研究者業績統合的利用システム(NISE)を活

用した職員評価の運用を開始し、研究者業

績の集計に係る手続きの効率化を推進し

た。 

 

（４）人員に係る指標 

・中長期計画に定める人件費の範囲内で、事

務部門及び研究部門の計画的な人員の配置

を行った。 

 

３．施設・設備に関す

る事項 

 

中長期目標を達成

するために業務に必

要な施設や設備等に

ついては、老朽化対策

を含め必要に応じて

重点的かつ効率的に

更新及び整備する。 

３．施設・設備に関す

る事項 

 

中長期目標を達成

するために業務に必

要な施設や設備等に

ついては、老朽化対

策を含め必要に応じ

て重点的かつ効率的

に更新及び整備す

る。また、所内照明の

LED（発光ダイオー

ド）化を進める。さら

に施設の品質管理・

＜評価の視点＞ 

 

 

【施設・設備に関す 

る事項】 

 

・施設及び設備に関す

る計画は有るか。有

る場合は、当該計画

の進捗は順調か。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 

 

・消防法、建築基準法、電気事業法、水道法等

に基づく法令点検、その他機能維持を保つ

ための定期点検及び不具合箇所の修繕を行

い、施設・設備の維持管理に努めた。 

 

・令和３年度は、施設の現状把握や老朽化対

策検討ため、施設の品質管理・向上検討チー

ムにおいて老朽化状況を調査しその整備・

更新計画の点検見直しを進めた。 

 

・老朽化対策工事として、データセンター棟

３．施設・設備に関する事項 

 

 

・施設・設備の維持管理、更新計

画などに基づき計画的な老朽

化対策及び所内照明の LED 化

を進めた。 
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向上検討チームにお

いて、防災科研の有

する施設の現状把握

や老朽化対策の検討

を行う。さらに雪氷

防災実験施設につい

て、フロン規制対応

として冷凍機の更新

を行う。 

空調設備のメンテナンス、スーパーコンピ

ュータ棟付属舎の雨漏り改修を実施した。 

 

・所内照明の LED 化については全所的な整備

の計画を作成するとともに、外灯、実験施設

等の照明の LED 化を実施した。 

 

・フロン規制対応として雪氷防災実験施設の

冷凍機更新を実施した。 

 

 

 

 

４．中長期目標期間を

超える債務負担 

 

中長期目標期間を

超える債務負担につ

いては、防災科学技術

等の研究開発に係る

業務の期間が中長期

目標期間を超える場

合で、当該債務負担行

為の必要性及び資金

計画への影響を勘案

し、合理的と判断され

るものについて行う。 

４．中長期目標期間

を超える債務負担 

 

中長期目標期間を

超える債務負担につ

いては、防災科学技

術等の研究開発に係

る業務の期間が中長

期目標期間を超える

場合で、当該債務負

担行為の必要性及び

資金計画への影響を

勘案し、合理的と判

断されるものについ

て行う。 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

【中長期目標期間を

超える債務負担】 

 

・中長期目標期間を超

える債務負担は有

るか。有る場合は、

その理由は適切か。 

４．中長期目標期間を超える債務負担 

 

 

・平成 31年度地球観測システム研究開発費補

助金の事業として、南海トラフ海底地震津

波観測網（N-net）の構築に 13,825 百万円

（令和元年度～令和５年度）の本中長期目

標期間（令和４年度まで）を超える債務負担

が生じている 

４．中長期目標期間を超える債

務負担 

 

・南海トラフ海底地震津波観測

網（N-net）の構築は、平成 31

年度に文部科学省から令和５

年度までを補助期間とした補

助金の交付を受けており、中

長期目標期間を超える債務負

担を行っている理由は適切で

ある。 

５．積立金の使途 

 

前中長期目標期間

の最終年度における

積立金残高のうち、文

部科学大臣の承認を

５．積立金の使途 

 

前中長期目標期間

の最終年度における

積立金残高のうち、

文部科学大臣の承認

＜評価の視点＞ 

 

【積立金の使途】 

 

・積立金の支出は有る

か。有る場合は、そ

５．積立金の使途 

 

・積立金の支出はなかった。 

 

５．積立金の使途 

 

・該当無し。 
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受けた金額について

は、国立研究開発法人

防災科学技術研究所

法に定める業務の財

源に充てる。 

を受けた金額につい

ては、国立研究開発

法人防災科学技術研

究所法に定める業務

の財源に充てる。 

の使途は中長期計

画と整合している

か。 
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中長期目標期間（７年間）における数値目標の達成状況 
 

項  目 数値目標 
平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 
達成状況 

○中核的機関としての産官学連携の推進          

➣共同研究件数 770 件以上 122 件 138 件 128 件 143 件 128 件 144 件  803 件 

➣受託研究件数 140 件以上 42 件 46 件 49 件 47 件 38 件 32 件  254 件 

➣クロスアポイントメント制度の適用者数  28 人以上 3 人 5 人 6 人 9 件 8 人 13 人  44 人 

➣客員研究員の受入等の件数 420 件以上 85 件 101 件 117 件 125 件 137 件 148 件  713 件 

○基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進          

➣観測網の稼働率 95％以上 99.5% 99.3％ 98.7％ 98.4% 97.5% 98.0%  98.7% 

○研究開発成果の普及・知的財産の活用促進          

➣知的財産の出願件数 28 件以上 5 件 9 件 12 件 8 件 6 件 8 件  48 件 

➣論文数：防災科学技術に関連する査読のある専門誌 7 編/人以上 1.2 編/人 1.3 編/人 1.2 編/人 1.6 編/人 1.1 編/人 1.0 編/人  7.4 編/人 

➣学会等での発表 42 件/人以上 6.7 件/人 6.2 件/人 6.１件/人 6.１件/人 2.8 件/人 3.3 件/人  31.2 件/人 

➣シンポジウム・ワークショップ等の開催 140 回以上 75 回 71 回 61 回 75 回 46 回 35 回  363 回 

➣プレスリリース等の件数 175 件以上 33 件 36 件 40 件 33 回 21 回 16 件  179 件 

○研究開発の国際的な展開          

➣海外の研究機関・国際機関等との共同研究 56 件以上 13 件 1４件 17 件 24 件 28 件 20 件  116 件 

➣海外からの研修生等の受入数 280 人以上 657 人 546 人 448 人 333 人 49 人 105 人  2,138 人 

➣論文数：ＳＣＩ 対象誌(注） 等 336 編以上 63 編 66 編 60 編 82 編 61 編 64 編  395 編 

➣国際学会等での発表 7 件/人以上 1.5 件/人 1.7 件/人 1.3 件/人 1.2 件/人 0.8 件/人 0.8 件/人  7.3 件人 

○人材育成          

➣研究員・研修生・インターンシップ等の受入数 560 人以上 120 人 219 人 135 人 189 人 44 人 38 人  745 人 

○防災行政への貢献          

➣地方公共団体等の協定数 98 件以上 43 件 74 件 62 件 51 件 51 件 48 件  329 件 

 

注）SCI (Science Citation Index) 対象誌：Thomson 社が行っている自然科学分野の論文に対する引用指標調査の対象となっている世界の主要な学術雑誌。 

 


